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古 田 純 也 
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村 椿 敏 章 

────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

────────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

────────────────────────── 

○説明のため出席した者 

市 長   水 谷 洋 一 

副 市 長   川 田 昌 弘 

企 画 総 務 部 長   岩 永 雅 浩 
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庁 舎 整 備 推 進 室 長   後 藤 利 博 

会 計 管 理 者   永 倉 一 之 

企 画 調 整 課 長   北 村 幸 彦 

情 報 政 策 課 長   高 橋   剛 

総 務 防 災 課 長   田 邊 雄 三 

総 務 防 災 課 参 事   渡 辺   昭 

職 員 課 長   寺 口 貴 広 

財 政 課 長   古 田 孝 仁 

税 務 課 長   高 橋   勉 

市 民 活 動 推 進 課 長   湯 浅   崇 

戸 籍 保 険 課 長   清 杉 利 明 

戸 籍 保 険 課 参 事   渡 邉 眞知子 

庁 舎 整 備 推 進 室 参 事   日 野 智 康 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

教 育 長   三 島 正 昭 

学 校 教 育 部 長   林   幸 一 

社 会 教 育 部 長   吉 村   学 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

選 管 事 務 局 長   大 嶋 尚 士  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

監 査 事 務 局 長   鈴 木   聡 

────────────────────────── 

○事務局職員 

事 務 局 長   武 田 浩 一 

事 務 局 次 長   伊 倉 直 樹 
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────────────────────────── 

午前 10 時 00 分 開議 

○山田庫司郎委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は15名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいまから、本日の委員会を開きます。 

 それでは初めに、本委員会の進め方について説

明いたします。 

 まず、質問席と答弁席についてでありますが、

質問席につきましては、中央に用意しておりま

す。 

 委員の方は、委員長に許可を求めた上で質問席

に着き、起立して質問を行い、着席して答弁を聞

いてください。 

 答弁席につきましては、演台と自席とします。 

 自席付近にマイクを用意しておりますので、起
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立して御発言をお願いいたします。 

さらに、関連質疑の場合は、同一会派の委員に限

り、主質疑者の同意のもとに、委員長に許可を求

めた上で質問席から質疑を行うこととし、その

間、主質疑者は自席に戻っていただきます。 

 次に、質疑応答時間の関係でありますが、委員

の皆様方から向かって右側の議員出席数表示器の

下にランプの表示器が設置されていますが、質疑

応答時間１時間の５分前にブザーが鳴り、黄色の

ランプがつきます。また、質疑応答時間が１時間

になりますとブザーが鳴り、赤いランプがつきま

す。時計を見計らいながら質疑を行っていただき

ます。委員皆様と理事者の御協力をお願いいたし

ます。 

 それでは早速、本日の日程であります一般会計

の歳入のうち、一般財源となる歳入と、一般会計

の歳出のうち、議会費、総務費、消防費、公債

費、諸支出金、予備費及びその特定財源に関する

歳入の細部審査に入ります。 

 なお、関連であります議案第11号につきまして

も併せて審査をいただきます。 

それでは質疑のある方、挙手願います。 

 古田委員。 

○古田純也委員 おはようございます。予算説明

書51ページ、地域おこし協力隊事業についてお尋

ねいたします。 

昨年度は新規隊員が計画どおりに対応はなされ

なかったということでありましたが、実際、この

募集人数に対して、どのくらい応募人数というの

がこの事業にはあるのか、状況をお尋ねいたしま

す。 

○北村幸彦企画調整課長 今年度、地域おこし協

力隊につきましては、３名の新規隊員の募集を

行っております。今年６月から開始しまして、リ

クナビとかで募集をしておりまして、今のところ

応募総数が84名いました。 

○古田純也委員 かなりたくさんいらっしゃるな

と思うのですけれども、その中で優秀な人材をお

そらく採用されると思うのですけれども、そうい

う優秀な人材に対して、網走市はどのようなこの

地域おこし協力隊に期待をしているのかお尋ねい

たします。 

○北村幸彦企画調整課長 先ほど、応募につきま

しては84名いた形になりますけれども、こちらに

つきましては、インターネットのほうでクリック

をした数になりまして、その中で地域要件に該当

しないとか、履歴書を出してくださいと言っても

来ないものとかもありまして、最終的に書類が

残ったものが18名程度、そのうち書類の審査とか

をやりまして、面接の対象者になったのは６名と

いうところでございます。 

 地域おこし協力隊につきましては、網走の地域

課題などの解決のために、一定期間地域に常住し

て地域活動を行いながら、地域へ移住・定住をし

ていただこうという取組でございます。 

○古田純也委員 では、今までに任期満了された

方で定住・移住された方という実例というのはあ

るのでしょうか。お尋ねいたします。 

○北村幸彦企画調整課長 今まで地域おこし協力

隊、数名採用しましたけれども、任期満了まで

至った者は今のところいない状況でございます。

今年度、１名、３月をもちまして任期満了になる

者が１名生じる形になります。 

○古田純也委員 募集の要項に、たしか大都市圏

内というのですか、に限られるというふうに私は

たしか、認識していたのですけれども、地元でそ

ういう方を、近隣の人だとか、地元で採用すると

いうことはできないのでしょうか。その辺、

ちょっとお尋ねいたします。 

○北村幸彦企画調整課長 この地域おこし協力隊

の制度につきましては、総務省の制度になってお

りまして、採用するに当たりましては、特別交付

税の対象となります。特別交付税の対象となる者

が、制度自体が都市地域から過疎地域への人を移

動させるようなものでございますので、団体に地

方交付税の対象となる地域要件が異なるわけでご

ざいます。 

当市の場合は、３大都市圏及び政令指定都市に

在住の方のみが特別交付税の対象となっていると

ころでございます。道内でいえば、札幌市のみが

対象地域というところでございます。 

○古田純也委員 やはり、自然の溢れる田舎に憧

れて、都会から来るという方にしては、意外と任

期満了までもたないというのは何か原因があるの

でしょうか。もし、わかっている範囲で、よろし

かったらお伺いします。 

○北村幸彦企画調整課長 これまで任期満了前に

お辞めになられた方につきましては、個人的な理

由ということで、違う進路、行きたい希望のとこ

ろが別にあったとか、そういうこともございまし
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て、途中で任期終了前に退職されたという状況で

ございます。 

○古田純也委員 なかなか希望どおりにいかない

ですけれども、この事業、今後も繰り返される、

期待していく事業なのでしょうか。率直な御意見

をちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○北村幸彦企画調整課長 地域おこし協力隊につ

きましては、隊員の任期満了後、網走に定住して

いただくという総合戦略におきまして、ＫＰＩを

一応持っております。その目標に向かいまして、

取組を進めていきたいところではございますが、

なかなか制度の運用上、うまくいかない面もあり

ますので、その辺は協力隊とのコミュニケーショ

ンを取りながら、本人の希望とかも聞きながら、

うまく進めていきたいと考えております。 

○古田純也委員 わかりました。では、次の質問

に入ります。 

 53ページ、食品加工体験センター整備事業につ

いてお尋ねいたします。 

 新年度の事業内容をお尋ねいたします。 

○湯浅崇市民活動推進課長 食品加工体験セン

ター備品整備事業についてでありますが、利用者

の要望が上がっておりました食肉加工を目的とし

た機材及びそれに関連した加工機器の整備を図り

たいと考えております。 

 具体的には、スチームコンベクションオーブン

や小型餃子製造器、温かい加工食品の真空パック

が可能となるホットパック対応型真空包装機など

を整備しようとするものです。 

 財源につきましては、全額ふるさと納税による

６次化農商工連携推進基金を活用する予定として

おります。 

○古田純也委員 機器整備に効果というのはどの

ような効果があるのでしょうか。お尋ねいたしま

す。 

○湯浅崇市民活動推進課長 整備する機器を活用

し、みんぐるにおけるさらなる加工メニューの増

強を図り、施設利用の推進を図りたいと考えてお

ります。特に、スチームコンベクションオーブン

の導入により、ローストビーフやハンバーグなど

の食肉加工が大量に製造可能となるほか、これま

でオーブンでは加工が難しかったフランスパンな

どのハード系のパンやカヌレやパンなど焼き菓子

の製造にも容易になると見込んでおります。 

 さらに、小型餃子製造器の導入により、網走産

のもち麦や行者菜、網走産ブランド豚を活用した

冷凍餃子の開発も可能と考えており、市民の利用

用途の拡大や市内企業の製品開発にも対応ができ

るものと期待しております。 

○古田純也委員 ふるさと納税の返礼品の研究に

使う場合の施設利用費というのは、何かあるので

しょうか。料金が安くなるとか、そういうの。 

○湯浅崇市民活動推進課長 みんぐるの営利利用

につきましては、営利利用に関する取扱要綱を定

め、利用の推進を図っておりますが、特定の企

業、団体の利用にとどまり、利用がなかなか進ま

ない状況にありました。 

 将来的な営利利用を図る観点から、本年度、網

走市食品加工体験センター条例施行規則第12条使

用料の減免または免除基準に、新たに市内の事業

者がふるさと寄附に対する特産品の開発または製

品の試作を目的として利用したときは利用料を減

免、免除するという項目を設け、ふるさと納税返

礼品の開発にみんぐるを利用してもらうべく、条

例規則の改正を行ったところであります。 

 さらに、今年度よりみんぐるの観光利用に視点

を当て、オホーツク農産漁村活用体験型ツーリズ

ム推進協議会と共催で、体験型観光客の受入を目

指し、市民講師養成講座を２回開催し、夏休みや

冬休みの体験型観光の受入れについて検討を始め

ております。 

○古田純也委員 わかりました。 

 続いて、同じく53ページですが、コミュニティ

センターの環境整備事業についてお尋ねいたしま

す。 

 小中学生に一人１台端末があたり、高齢者のデ

ジタル活用に向けた動きも今後あるということ

で、ぜひコミュニティセンター、住民センターに

おけるＷｉ－Ｆｉの環境整備の考え方ということ

をお尋ねしたいのですが、よろしくお願いいたし

ます。 

○湯浅崇市民活動推進課長 コミセン、住民セン

ターにおけるＷｉ－Ｆｉ整備の考えについてであ

りますが、暴風雪などにより道路が遮断されるよ

うな災害に対応する観点から、避難所としての役

割を果たす卯原内の西網走コミセン、大曲の西コ

ミセンには光回線を整備し、西コミセンについて

はＷｉ－Ｆｉ整備も行っているところでございま

す。 

 また、駒場住民センターにおきましては、運営
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委員会の判断のもと、独自でＷｉ－Ｆｉ設備の整

備を行っております。 

 コミセン、住民センターにおけるＷｉ－Ｆｉ整

備の考えにつきましては、コロナ禍におけるリ

モート会議の増加やアフターコロナ時代を見据

え、また利用者のニーズの有無なども踏まえ、コ

ミュニティセンター等、連絡協議会などでも意見

を伺い、検討してまいりたいと考えております。 

○古田純也委員 わかりました。ぜひ、リモート

会議が頻繁に行われるようになりましたので、検

討していただきたいと思います。 

 私から最後の質問になりますが、同じ53ページ

の代表質問でもいたしました高齢者運転免許返納

促進事業についてお尋ねいたします。 

 毎年、返納者の数が増加しているということで

すが、今回この事業内容について、具体的にお尋

ねいたします。 

○湯浅崇市民活動推進課長 高齢者運転免許自主

返納促進事業についてでございますが、事業内容

は満75歳以上の網走市民で、令和３年４月１日以

降に運転免許を自主返納した方に、市内公共交通

利用券100円の10枚綴りを10セット、計１万円分

を交付するものです。 

 市内公共交通利用券は、市内のバス、タク

シー、福祉ハイヤーで利用できるよう、各会社と

調整を行いたいと考えております。 

 申請方法といたしましては、自主返納後、警察

にて交付される運転免許の取消通知書を添えて、

申請書を市民活動推進課に提出していただき、内

容の確認を行った後、市内公共交通利用券を即日

交付したいと考えております。 

 また、取消通知書の交付後、１年間は申請可能

としたいと考えているところでございます。 

 なお、同居の御家族等による代理申請も可能に

したいと考えております。 

 利用券の交付は、一人１回限りとさせていただ

き、申請日より１年間利用できるようにしたいと

考えております。 

○古田純也委員 実際に75歳以上で運転免許証保

有者の数というのはわかっていらっしゃるので

しょうか。お尋ねいたします。 

○湯浅崇市民活動推進課長 令和元年度の70歳以

上の網走警察署の自主返納者の数ですが、70歳以

上は104名となっておりまして……失礼しまし

た。市内の75歳以上の免許保有者数につきまして

は、現状把握ができない状況であります。 

○古田純也委員 わかりました。 

 では、今回この予算の計上された根拠というの

をわかっていれば教えてください。 

○湯浅崇市民活動推進課長 令和３年度の予算計

上額についてでございますが、予算額155万6,000

円の内訳としまして、令和元年度の70歳以上の自

主返納者数104名をもとに、過去３年間の平均増

加率を求め、令和２年度の自主返納者予定者数を

122名と予想し、令和２年度の予想数に過去３年

間の平均増加率1.２倍を掛け、令和３年度の自主

返納者数を145名と見込み想定しております。 

 公共交通利用券に支払う額は、予定している額

につきましては、145万円と想定しております。 

○古田純也委員 交通事故は、やはり被害者も加

害者も大変なことになりますので、この事業に期

待を寄せたいと思います。 

 私からは、以上で質問を終わります。 

○立崎聡一委員長 澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 おはようございます。 

私は市史編さん事業についてお伺いいたしま

す。 

51ページです。予算が拡充となっていましたの

で、昨年度も予算あるのかなと思って見たら、予

算がなかったのですけれども、拡充になっていた

ので、その意味について説明をお願いできますで

しょうか。 

○田邊雄三総務防災課長 これまでも寄贈写真や

新聞の記事のスクラップなどの資料整理を市史編

さんに関わる事務として行っておりますので、既

存事業で予算付けをしたということで拡充となっ

ているところであります。 

○澤谷淳子委員 それでは、予算が427万円とい

うことで、どのようなことをするのでしょうか。

単年度の事業なのでしょうか。この年だけという

か。複数年にわたっての事業となるのか、それも

説明お願いいたします。 

○田邊雄三総務防災課長 長らく発行できていな

い市史について、令和３年度については資料収集

の方法と市史の資料づくりのノウハウの支援業務

を委託により受け、資料収集作業についても先行

して行っていくことを予定しております。 

 このことから、令和３年度予算としては会計年

度任用職員１名分の人件費245万円、支援業務委

託料120万円、事務費と資料収集作業用備品購入
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として62万円の計427万円を予定しているところ

です。 

 事業としては複数年度になる予定となっており

ます。 

○澤谷淳子委員 前の市史からかなりたっての市

史発行に向けた事業ですね。このタイミングで事

業化した理由は何かありますでしょうか。 

○田邊雄三総務防災課長 先に発行した市史は、

昭和46年に網走市史の下巻を、その後昭和62年に

新網走小史を発行しておりまして、収録した内容

は昭和52年までとなっております。年表について

は平成19年までの内容後、平成20年に３冊目の年

表として発行をしているところです。 

 平成の約30年間は、当市にとっても記録に残す

べき事柄が多いことから、関係した方々からの聞

き取りも必要と考えていることから、準備と計画

をしていくこととしたところです。 

 発刊のタイミングとしては、他市の状況を見る

と市政施行事業や市町村合併といった関連事業と

して行われてきているところが多いと感じており

ます。 

 ３冊目の当市の年表についても、市政施行60周

年事業に関連した事業として発行をしているとこ

ろです。当市は令和９年に市政施行80周年を迎え

る年にもなりますし、令和５年度には新庁舎への

移転も予定していますことから、一つの節目とも

捉え、市史発行の具体的検討をしようと思ったと

ころです。 

○澤谷淳子委員 それでは、完成、発刊はいつ頃

になりますでしょうか。 

○田邊雄三総務防災課長 最近の他市の発刊の状

況を見ますと、発刊まで６年程度となっています

が、令和３年度中にスケジュールも含め、検討し

ていくこととしたいと考えております。 

○澤谷淳子委員 そうすると、この市史はどのよ

うな形式の物となるのでしょうか。市民の皆さん

は、どのような形で新しい市史を見ることができ

るのでしょうか。今はデータ閲覧ということも考

えているのですけれども、その当たりはいかがな

のでしょうか。 

○田邊雄三総務防災課長 詳細の検討につきまし

ては、新年度になりますけれども、これまでの市

史も図書館での貸出と、道内の市への寄贈、購入

したい方への購入用として冊子型で発行をしてお

りますので、一定数は紙媒体での発行は予定して

おりまして、当市の図書館でも電子図書館も取り

入れていることから、そこでの閲覧が可能なデー

タ資料として編さんすることは基本と考えており

ます。 

 市民の皆さんは購入のほか、図書館での冊子と

データの閲覧の利用により見ていただきたいと考

えております。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

 それでは次に、戸籍保険課の57ページ、個人番

号カード交付事業についてお伺いいたします。 

 この個人番号交付事業は、マイナンバーカード

を申請した市民の方に、その送られてきたカード

を交付するという事業だと思うのですけれども、

どれくらいの方が既に申請してカードを手にした

のか、進捗状況をお伺いします。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 個人番号カードの

交付状況についてでありますが、令和３年３月１

日現在、申請数8,920件、交付数7,273件、交付率

が20.8％となっております。 

○澤谷淳子委員 すみません、申請数と交付数に

若干今差があったのですけれども、それは何か理

由ありましたか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 市民から申請はあ

りまして、こちらからカードが出来上がって取り

に来てくださいという御案内をお送りするのです

が、御案内をお送りしても取りにいらっしゃらな

い方もいらっしゃって、その差がこの申請数と交

付数の差となっております。 

○澤谷淳子委員 確かにそうですよね。取りに行

かなくては駄目ですからね。わかりました。 

 それと、これに関連してというか、市としては

今後いつまでにどれくらいマイナンバーカードに

皆さんにしていただけたらという、あくまでも申

請なので、こちらから強要はできないのですけれ

ども、計画数値なんかはお持ちなのでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 交付計画について

でありますが、総務省からマイナンバーカード交

付円滑化計画の策定依頼がありまして、当市にお

きましても令和元年11月に計画を策定し、国の目

標と合わせまして、令和４年度末までにほとんど

の住民がカードを保有していることを目標として

はおります。 

○澤谷淳子委員 それでは、つながりのようなの

ですけれども、その下に個人番号活用推進事業が

あって、証明書等のコンビニ交付サービス導入検
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討事業というのも書かれていて、これは検討に係

る費用だと思うのですけれども、やはり網走もお

隣の北見市などで既に行われているようなマイナ

ンバーカードを使ってコンビニで各種住民票や印

鑑証明など、そういうサービスが使えるようにす

るということを検討するという事業費ですか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 コンビニ交付サー

ビスの利用についてですが、お見込みのとおりで

他市で行っているサービスと同様に個人番号カー

ドの利用者証明用電子証明書という機能を利用し

て、証明書の交付を行うサービスを検討しており

ます。 

○澤谷淳子委員 大体いつくらいから利用できる

計画でいらっしゃいますでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 サービスの利用開

始時期についてでありますが、導入時期につきま

しては、まだ決まっておりません。 

○澤谷淳子委員 やはり、申請自体がパソコンや

スマホでやっていくと思うのですけれども、網

走、どこバスの今回の運行資金の際に、民間の携

帯会社さんのほうから無料でスマホの予約の取り

方なんかを説明会を３回も行ってくれたというの

を聞いておりましたので、今後、このマイナン

バーをつくるにしても、何にしても、スマホに触

れる、慣れていただいて、デジタル化の流れに高

齢者が取り残されないような説明会を、何かまた

網走としてもやっていってもらいたいなと思いま

す。この質問は、以上です。 

 次に、同じ、さっきのページのところなのです

けれども、衆議員選挙の選挙費です。57ページの

下のところです。こちらは、網走市も本年の衆議

院選挙から待望の選挙はがきの裏に宣誓書を印刷

して郵送することになりました。まず、１枚のは

がきの投票所入場券に何人の宣誓書がついている

のでしょうか。 

○大嶋尚士選管事務局長 宣誓書の人数ですけれ

ども、これまで同様、世帯主宛、４名連記という

形になっております。 

○澤谷淳子委員 ４名だと、若干、ちょっと若い

方は全然問題ないのですけれども、年齢のいって

いる方はちょっと字が小さいかなというので、自

宅で書くのですけれども、期日前投票に来てから

もそういうことを教えてくれたりする方の要員と

いうのはいらっしゃいますか。 

○大嶋尚士選管事務局長 これまでも期日前投票

にいらっしゃった方については、その場で書いて

いただいたのですけれども、それと同様にその説

明についてはさせていただきたいと考えておりま

す。 

○澤谷淳子委員 ちょっと私はわからなかったの

ですが、前回と比べて経費としてはどれくらい増

えたのでしょうか。こういうの、国から選挙費用

の交付金というか、そういうのはあるのでしょう

か。 

○大嶋尚士選管事務局長 前回の衆議院選挙と比

較してということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 前回の平成29年10月22日に執行されております

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査

なのですけれども、そちらの事業費、決算額とい

たしまして、1,000円未満切り上げで、1,899万

1,000円となっております。今回、次期衆議院議

員選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査という形

になりますけれども、こちらの事業費につきまし

ては、予算説明書のとおり、2,587万2,000円とい

う形で計上しておりまして、688万1,000円の増額

となっております。 

○澤谷淳子委員 これは国から何か後でいただけ

るとか、そういうのはありますか。 

○大嶋尚士選管事務局長 こちらの金額につきま

しては、衆議院議員選挙費委託金というふうな形

で、国から道を介してというふうな形になります

けれども、道委託金というふうな形で全額交付を

見込んでいるところでございます 

○澤谷淳子委員 すみませんでした。勉強不足

で。全額ということで了解しました。 

 それでは、本当に近くに投票所がなくなって、

結局期日前も行かなくて、選挙権放棄したという

方も前回多かったので、今回の期日前投票のこの

はがきを活用して、自宅でゆっくり書いて、ぜひ

活用して期日前にも行ってほしいなと思っていま

す。 

 以上で、質問を終わります。 

○山田庫司郎委員長 次、川原田委員。 

○川原田英世委員 何点か質問させていただきた

いと思います。なかなか、前に来て、質問席でと

いうの、ちょっとマイクの高さとか合わなくてす

みません。 

 できれば明日以降、自席のほうがいいのではな

いかと思いますので、委員長、検討をお願いした
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いと思います。 

 質問に入りたいと思います。まず初めに、地域

おこし協力隊についてから伺っていきたいと思い

ますが、先ほど古田委員からの質問もありまし

た。それで、ちょっとその続きで１点伺いたかっ

たのは、84名の応募に対して18名が書類選考で６

名面接までいったということなのですけれども、

昨年の実績だと１名欠で、先日、補正予算のほう

があったのですけれども、応募はあるのだけれど

も、欠員になったというのはどういった背景があ

るのかお伺いします。 

○北村幸彦企画調整課長 今年度の地域おこし協

力隊の新規隊員の募集について、再度説明させて

いただきます。 

 今年度、３名の新規隊員の募集をしておりまし

た。この中で、現在のところ、１名採用ができて

おります。もう１名につきましては、先日面接を

いたしまして、新年度になりますけれども、１名

の採用の見込みが立っている状況でございます。

もう１名につきましては、なかなか採用通知を出

したのですけれども、辞退されたとか、そういう

ことで、まだ採用に至っていない状況でございま

す。 

 先ほどの繰り返しになりますけれども、今年

度、年度当初から今までの間に募集をした中で、

３名に対しまして応募総数が84名。先ほど申し上

げましたが、地域要件の該当しない方、書類を出

さない方がおりまして、残った方、25名程度なの

ですけれども、その中で書類審査をした中で、こ

の方ならいいのではないかと、最終審査まで通っ

た方が６名でございます。結果、２名につきまし

ては、面接をしたのですけれども、１名先ほど申

し上げましたが、採用通知を出したが断られた方

または採用通知を出そうと思いましたが辞退され

た方もいまして、現状１名採用、もう１名が新年

度早々に採用できる見込みと、そういうような現

状でございます。 

○川原田英世委員 辞退された理由を伺いたかっ

たのです。 

○北村幸彦企画調整課長 ２名採用しようと思い

まして、採用通知まで至ったわけですけれども、

１名については不明なのですが、もう１名につき

ましては、ほかに就職先が見つかったと、そうい

うような情報でございます。 

○川原田英世委員 先にほかのところで見つかっ

たからということなのですね。これ、すごくでき

た当初から期待をしていた事業だったのですけれ

ども、ここまで何度も議論してきていますけれど

も、なかなか網走市のやり方とかみ合っていない

というのが実態だというふうに私は思っていまし

て、そこを解決していかないと、いくらやっても

いいものにならないし、誰も定着してくれないの

ではないかと思うのですが。改めてですけれど

も、この制度でどういうふうな成果を出したいと

思っているのでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 地域おこし協力隊の任

務につきましては、様々でございますけれども、

その任務に就いていただいた方につきましては、

やはり網走の市民、関係団体ともいろいろ交流を

深めて接点を持っていただきまして、愛着を持っ

ていただいた中で、任期終了後については、ぜひ

網走に定住、定着していただきたいと考えており

ます。 

○川原田英世委員 代表質問の答弁でもお答えい

ただきましたけれども、そのとおりなのですよ

ね。そこまでが一体となったこのプロジェクトが

一つ。定住までいかないと、これはやっても効果

ははっきり言って生まれないというふうに判断す

るしかないです。そういった意味では、これまで

取り組んできたけれども、いまだ成果が上がって

いない事業で、だからこそ今までのルールに縛ら

れないで、どうやって変えていいものにしていく

のかという議論が必要なので、度々議論に上がっ

ているのですけれども。ただ、先ほどの答弁にも

あったように、その点が全く見えない。どう変

わっているのだろうなというのが全く見えないの

です。なので、何度も質問させていただいている

ところです。その点、まず意を持っていただきた

いということですが、そういった中でも職員の雇

用の形態が変わったということで、前回のここか

ら先は予特でといった範囲のところでしたけれど

も、これまでと違って会計年度任用職員になった

ということなのですが、この経過、理由について

お伺いしたいと思います。 

○寺口貴広職員課長 地域おこし協力隊が会計年

度任用職員として任用されることになった経緯で

ございますけれども、会計年度任用職員制度が導

入される際の地方公務員法の改正におきまして、

それまで地域おこし協力隊員につきましては、非

常勤の特別職として任用していたところなのです
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が、非常勤の特別職が法令上、限定列挙という形

で、こういうものしか特別職の非常勤としては任

用できませんということが明確化されました。そ

のことに伴いまして、それ以外の任用を職員とし

て採用する場合につきましては、会計年度任用職

員として雇用することになりましたので、地域お

こし協力隊員についても、会計年度任用職員とし

て、新たに任用したところでございます。 

○川原田英世委員 ちょっといろいろ調べてみる

と、そこの部分が網走市は会計年度任用職員なの

ですけれども、ほかの自治体見ると違いました。

違うのです。会計年度任用職員にすると、いろい

ろな制約があります。兼業ができないだとか。た

だ、これまで私たち、何個かこの視察、議会に

持ってきたのですけれども、例えばＮＰＯの職員

として働きながら、この制度で協力隊としていた

りする人が結構いて、それはこの会計年度任用職

員になったら、みんな駄目になってしまったので

はないのかなと思ったのですけれども、どうやら

違いまして、会計年度任用職員にするか、もしく

は協力隊の人を個人事業主として認定して、この

人を当てると。職員として扱わないという形で、

例えば商工会議所で働いてもらいながら、この協

力隊員としても活躍してもらう、ダブルで両方

の、どっちを兼業というふうに用いるのかは別で

すけれども、そういったふうにほとんどの町がし

ているみたいです。そういったことは検討しまし

たでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 今、委員がお話になっ

たのは、たしか、個人事業主として協力隊の任務

についてを委託というような形だと思います。そ

の手法については、まだ正直言いますと勉強不足

でございまして、ちょっといろいろ先進の自治体

などを研究したいと思っております。 

○川原田英世委員 ネットを見るといろいろ出て

いまして、情報が。ひどいサイト、昨日見ていた

ら、ブラック地域おこし協力隊という言い方され

ています。典型的な例が会計年度任用職員を雇っ

ている、結局やらされていることは、市役所など

の雑務をやらされているだけだというような書き

方で、非常に厳しい書き方をされていました。そ

れに対して、しっかりと地域に入って溶け込んで

やっているのは、やはりうまく活用して、そうい

うふうに個人事業主とみなして任務を任せて民間

との連携で活躍してもらっているというところ

は、隊員として行っている人たちの評価もすごく

高いということで、インターネットを見たらいっ

ぱい情報が出ているのです。なので、ぜひ研究を

していただきたいと思っています。 

 今の制度であると、この前も行ったように、か

なり賃金が、賃金というか年収も低い。ただ、前

よりは少し上がったというような話も伺っており

ますけれども、今の年収、改めて、金額はわかっ

ていますけれども、それが適切なのかどうか、ど

のように考えているのか伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 現在の地域おこし協力

隊の年収なのですけれども、先日もお話したかと

思いますが、現在268万円程度でございます。こ

れは会計年度任用職員になる前から、約25万円程

度上がっている状況でございます。それと、こち

ら賃金につきましては、特別交付税の対象という

ことでございまして、今年度で言いますと、特別

交付税で240万円が上限という形になっておりま

して、これに年収プラス共済費などを含めます

と、特別交付税の上限額以上は一応支払いしてい

るという形でございます。なので、このような水

準だと認識をしております。 

○川原田英世委員 そう認識されているのだとし

ても、都市部と地域の賃金の差というのもあるの

ですけれども、都市部の人をターゲットに地域へ

の環流を促すにしては、皆さんどういう認識かわ

かりませんけれども、東京都心でパートで働いて

年収幾らになると、皆さん把握しているかわかり

ませんが、大体少なくても300万円を超えます。

普通に。この８時間の勤務でいけば。それは、最

低基準のレベルで、そういった持っていた人が都

会から地方に行って、新たにかかるものがいっぱ

いあるのです。車が必要なかったものが車が必要

になりますし、家賃も今までは実家住まいだった

ものが、例えば家を出て、ひとり暮らしをしなけ

ればならない。ましてや網走、そういった生活

費、他市よりもちょっと高い傾向がありますし。

そういった面をみると、この賃金で地域で活躍し

たいと思ってくれている人はいると思うのですけ

れども、現実として厳しいのではないかと私は認

識しているのですが、今協力隊で活躍している人

たちからそういった声、聞いたりとかしているの

でしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 協力隊の募集に当たり

ましては、募集の中でこの賃金体系、年収このく
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らいですという表示の中で応募をしていただいて

いるわけでございますので、こちらの賃金が高

い、安いとか、その辺の話は聞いていない状況で

ございます。 

○川原田英世委員 状況は聞いていないというこ

となので、ぜひ一度整理をしていただきたいと思

います。 

 それで、新年度の予算で今回も確保されている

わけですけれども、新年度の募集はどこどこが募

集をされているのか。どのような内容になってい

るのか。確認します。 

○北村幸彦企画調整課長 新年度の地域おこし協

力隊の予算でございますが、新年度につきまして

は、新規隊員の募集の経費というのは予算計上し

ておりません。ただし、今年度採用できなかった

方を継続して募集するということはしようと思っ

ています。 

○川原田英世委員 それで、地域おこし協力隊の

方たちの配属先というのはどこどこになるのかお

伺いします。 

○北村幸彦企画調整課長 今年度、３名募集して

いると先ほど申し上げましたが、２名を呼人にあ

りますコネクトリップ２名、もう１名はまちづく

り会社、これはまちづくり会社の今の隊員が３月

をもちまして任期満了となるので、その後任とい

う形で募集をしている状況でございます。コネク

トリップ１名が８月に採用になりまして、まちづ

くり会社につきましては１月採用を目指していた

のですけれども、なかなか叶わなくて、今のとこ

ろ先日の面接でいきますと５月くらいに着任でき

るような予定でございます。 

○川原田英世委員 配属先をどこにすべきなのか

という議論も過去にはしていますけれども、例え

ば収益性のある事業のある団体に配属するのであ

れば、さっき言ったように、この協力隊としての

報酬と、配属されている先での報酬を両方受け取

るということができて、ある程度の収入を確保し

ながら活躍できる。さらには協力隊が終わった後

も、そこの所属している団体を基に事業を展開す

る、新たな起業をするだとか、先につながってい

くことができると思うのです。なので、そういっ

た方向を検討してほしいなと思うのですけれど

も、今後の方向性として、配属先ついては何かし

らの考え方というのはお持ちでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 地域おこし協力隊の新

規隊員の募集につきましては、庁内各部署にこの

制度を活用して、地域おこし協力隊を採用したい

かということで投げかけて、集約している形でご

ざいます。先ほど言いました委託の関係も、

ちょっと私も勉強不足なのですけれども、委託に

しますと成果というのが求められる形になるかと

思いますので、その辺もちょっと先進自治体の例

を参考としながら、そういう手法につきましても

検討してまいりたいと思っております。 

○川原田英世委員 成果が求められるのは当然な

のです。成果が地域への定着なので、その定着の

ためにやっていくということが重要だということ

です。そのためには民間との連携が重要であっ

て、庁内だけでそう投げかけていても前に進まな

いということは、これまでの答弁でわかっていま

すので、その枠を民間に広げていかないと、この

制度の活用には何もならないのですけれども、そ

の点、どう考えているのか伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 先ほど庁内へ投げかと

言いましたけれども、庁内各部署から関係団体を

通じて、いろいろ情報収集をしながら、そういう

制度活用というものを投げかけている状況でござ

います。 

○川原田英世委員 るる、お伺いさせていただい

て、ちょっと提案もさせていただきましたけれど

も、せっかくこれは、いいものなので、しっかり

と使ってほしいのです。民間にも。庁内に呼びか

けて、何かしら制度を運用側から考えるのではな

く、庁内に呼びかけるとここはいいのではないか

と、ここに人手が足りないからここに充てましょ

うというのは全く駄目で、先の展開を考えて、ど

ういうところにその人がいて、活躍してくれたら

将来この地域に残ってくれるだろう。人を育てる

のです、これ。協力隊員を育てるのです。地域の

これから先を担う人物を。その視点が全くないの

です。だからインターネット上で雑用係をさせら

れていますとか書かれてしまっているのです。こ

れは非常にもったいないです。なので、考えてい

ただきたいのですが。 

 その点でもう１個お伺いします。定着をさせる

ために、代表質問の答弁では、コミュニケーショ

ンを取りながらフォローアップに努めていくとい

うふうに答弁いただいていいます。具体的にどの

ようなことを考えているのか伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 地域おこし協力隊の定
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着でございますが、現在のところ、先ほど申し上

げましたが、効果、成果は上がっていない状況で

ございます。任務終了後、やはり定着するかどう

かというのは、最終的には本人の判断というか、

希望、意思になると思いますので、網走になるべ

く定着していただけるよう、本人の希望を聞きな

がら、フォローアップ、コミュニケーションを

取っていきたいと思っております。 

○川原田英世委員 本人の意向を聞くのがコミュ

ニケーションと言われてしまうと、ちょっと当た

り前のことなので、それはコミュニケーションと

は言わないと思うのですけれども。ある意味、地

域おこし協力隊を管理している側の方から今後の

意向を聞かれても、それはコミュニケーションで

はないですよね。職務上の聞き取りみたいなもの

ですよね。コミュニケーションってどういうもの

を指すのかと、僕はそこで思うのですけれども、

市民とのつながりを持ってほしいという意味なの

ではないのかと思ったのですけれども、違いまし

たか。 

○北村幸彦企画調整課長 コミュニケーションと

言いますのも、本人の意向とか、希望とか、思い

とか、そういうことを聞き出さないと本人の今後

の進路とかも相談に乗れないということもござい

ますので、そういう本人の気持ちをしっかりと確

かめたり、話しやすい環境づくりとか、そういう

のがコミュニケーションでございます。 

○川原田英世委員 ということは、ここで書いて

あるコミュニケーションというのは、雇用主側と

のコミュニケーションというだけで、市内とのコ

ミュニケーションを深めさせるための何か取組は

考えていないということでよかったですか。 

○北村幸彦企画調整課長 そういう意味を込めた

わけではござませんので、地域とのつながり、関

係団体や人とのつながりというのは一番大事なこ

とでございます。そういう自主的な活動とか、そ

ういう意向があれば、お話の中で紹介するとか、

橋渡しをするとか、そういうことも心がけてして

いきたいと思っております。 

○川原田英世委員 後ろ向きだなとしか捉えられ

ないなと思っています。それで、今活躍していた

だいている方にも、やはりもっとコミュニケー

ションを市内のいろいろなところと、私は持って

もらわないといけないと思っているのですが、ど

うもそこは本人の希望というか、そういった思い

はないようですので、であれば定着にはつながら

ないとしか言えないです。そうですよね。だっ

て、地域とのつながり、コミュニケーションがな

くて、どうやってその後定着するのですか。どこ

に定着するのですか、それで。ビジョンが全く見

えないのですけれども。どう考えているのか、も

う１回伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 地域のコミュニケー

ションが全くないといったつもりではないのです

けれども、実際、今の協力隊の方も自主的にいろ

いろな活動をしておりまして、人とのつながりは

できているかと思っております。そういうつなが

りをきっかけに輪が広がっていけばいいかなと

思っている状況でございます。 

○川原田英世委員 ちょっと僕にはまだ理解でき

ないところがたくさんありますので、あまりこれ

ばかり話してもあれなのですけれども。ちょっ

と、もうちょっと将来像を持ってください。先ほ

どいろいろと述べましたけれども、そういうこと

も含めて将来像を持っていただいて。地域に定着

させるというのは、配属先に何年も勤め続けるわ

けではなくて、例えば起業してもらう、３年間で

起業してもらうというミッションを与えている自

治体もあります。これも何回も言っていますけれ

ども。だとか、定着をどのようにさせていくのか

というプログラミングをつくってほしいのです。

協力隊を入れるからには。３年間でどうスキル

アップをしてもらって、地域でどう活躍してもら

うのかというのを。本人の意向だけを聞くという

のは全く違うと思います。 

それで、もう１回最後に伺いたいのは、コミュ

ニケーションを取るのであれば、市内青年団体だ

とかいろいろな団体いっぱいありますので、そう

いうところにも配属させていく、そしてつながり

を深めていくということも、これ必要なのではな

いかと思うのですが。これは前も伺いましたけれ

ども、改めてその考えを伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 先ほど言いましたけれ

ども、協力隊員の考えもございますので、それを

強制するわけではございませんが、そういう意識

があれば、ぜひ協力していきたいとは思っており

ます。 

○川原田英世委員 それはもう本人任せだという

ことで、ちょっとやはり逃げ腰というか、引き腰

というか、何か制度があるから使っていますとし
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か受け止められない答弁です。正直言って。そう

いったものでは私はないと思いますので。この地

域は本当に将来に向けて人口減少から立ち向かお

うと思うのであれば、これを活用できないような

地域は、これから先、外部から人口を呼ぶなんて

ことは全くできないのです。こうやって国からの

助成をもらいながらやって、人を確保する策すら

まともにできないような地域に移住してくるとい

うのはよっぽどです。それだけ私はこの事業とい

うのは大事だと思っていますし、これすら使えな

いというのは本当に将来的に厳しいと思いますの

で、その点十分頭に入れて、これから先、取り組

んでいただきたいのですけれども、最後にその

点、どのようにこれから考えていくのか伺いま

す。 

○北村幸彦企画調整課長 協力隊の関係なのです

けれども、今後新規隊員を募集するに当たりまし

ては、より魅力のある業務内容とか、その辺を庁

内部署を通じまして、関係団体と協議しながら、

この制度のよりよい運用に意を用いて取り組んで

いきたいとは考えております。 

○山田庫司郎委員長 川原田委員の質問の途中で

すけれども、ここで暫時休憩いたします。 

 開会は10分後とします。 

午前11時00分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時10分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 川原田委員の質疑を続行します。 

 川原田委員。 

○川原田英世委員 次に、出会い創出事業につい

て伺いたいと思います。 

 出来上がった当初、まち・ひと・しごと創生総

合戦略とも絡んでいて、30万円程度の予算だった

でしたか、それがコロナ禍もあって、なかなか厳

しいということも背景にあったのだと思います

が、10万円になってしまったということです。 

 これは、僕はすごく応援しているのです。この

事業。というのは、これで僕の周りでも、この事

業で結婚したという方も何人かいまして、費用対

効果がすごいのですよね。考えてみると。10万円

の事業で何組か結婚して、家庭を持って、子供が

生まれて、こんな費用対効果がすごい事業がある

のだと思うのですけれども、なかなかコロナ禍で

前に進まないという残念な状況で。なので、

ちょっと何点か伺いたいと思っています。 

 まず、事業の、10万円となってしまったけれど

も、これからの展望についてはまずどのように考

えているのか伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 出会い創出事業でござ

いますが、今年度につきましては、コロナ禍の関

係でなかなか開催も難しいということで、補助金

の支出が今のところない状況でございます。今

後、アフターコロナの時代、これから迎えようと

しますけれども、コロナの落ち着く状況を見据え

ながら、青年団体を中心にこういう事業の展開を

呼びかけていきたいと思っております。 

○川原田英世委員 ぜひ、いろいろな団体に声を

かけて、せっかくあるので使ってくれということ

で呼びかけていってほしいなと思うのですが。そ

れと同時に呼びかけてもらったのだけれども、今

までの話を聞いていると制約が多くて使いづらい

のではないかという声がいろいろ聞こえています

が、そのことについてはどのように考えているの

か伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 この制度につきまして

は、今、要綱に基づいて運用しているわけでござ

いますが、関係団体とかに開催の働きかけをする

段階で、過去に開催した団体も含めまして、いろ

いろ聞き取りなどを含めながら、よりよい制度設

計に変更なりの検討をしていきたいと思っており

ます。 

○川原田英世委員 よりよいものにということ

で、まさにそのとおりだと思いますので、ぜひ考

えていっていただきたいと思うのですが、コロナ

禍でなかなか厳しいのかもしれないのですけれど

も、仮に10万円という予算ですけれども、これが

やはりやりたいという団体が二、三個あった場合

は、どうなのでしょう、そういうときは増額され

るということもあり得ると考えているのか伺いま

す。 

○北村幸彦企画調整課長 現計予算10万円、１回

の開催の上限が10万円でございまして、予算上は

１回の開催で予算がなくなるわけでございます

が、もし開催したいという団体がございました

ら、現計の予算内もしくは補正予算なりで対応し

たいと思っております。 

○川原田英世委員 ぜひお願いしたいと思いま

す。他市の例でおもしろいなと思って聞いていた
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のが、Zooｍを使って都市部の女性団体、田舎に

移住したいという人たちが集まっている団体が、

コミュニティグループがあるのです。その方たち

をZooｍで、Zooｍ飲み会なのか、Zooｍでの懇親

会をやって、実際にネット上でカップルになっ

て、会ったことがないのだけれども、結婚直前ま

でいっているみたいな、そういう時代なのだなと

思いましたけれども、そんなことが起きているよ

うです。いろいろな若者、アイデアを持っている

と思いますので、青年団体にいろいろ声かけてい

ただいて、制約も、だから要望、内容を聞きなが

ら、制約も変えられるものは変えて、この事業を

やはりちゃんと進めていってほしいなと思います

ので、そういった活用、さらに進めるという点に

ついて、もう一度、担当課自らいろいろな団体に

声をかけてやっていくというような思いであるの

かどうか、その点、答弁いただきたいです。 

○北村幸彦企画調整課長 この出会い創出事業に

つきましては、平成28年から始めているわけで、

これまでカップル、実施団体から聞いた話では

カップル成立が11組生まれております。なかなか

話を聞くと、やはり男女の出会いの場がないとい

う話もございますので、この事業を継続してやっ

ていくとともに、関係団体にもなるべく働きかけ

て開催をしていただけるよう、また制度の設計も

より使いやすいというか、そういう制度設計にも

話を聞きながら検討してまいりたいと考えており

ます。 

○川原田英世委員 わかりました。ぜひお願いし

ます。 

 次に、地域課題戦略推進事業ということで、東

京農業大学に設置された未来を考える戦略セン

ターということだと思います。代表質問の中で、

地域プロジェクトマネージャー、いわば地域おこ

し協力隊の進化バージョンと言ったらいいので

しょうか、これに取り組む考えを伺ったときに、

現在のところでは、この未来を考える戦略セン

ターがその機能を有しているということで、考え

は伺ったところです。非常に期待をしているので

すが、この推進事業、まず目的についてもう一度

整理したいので伺いたいのです。 

○北村幸彦企画調整課長 この事業の概要につき

ましては、人口減少社会における地域が抱える多

様な課題に対して、戦略的に解決を図るコンソー

シアム、地域課題戦略推進協議会の下に未来を考

える戦略センターを産学官金の連携で開催しまし

て、課題解決に向けた取組を推進するものでござ

います。 

 未来を考える戦略センターは、課題の洗い出

し、データ等情報収集、分析、専門家や関係団体

等へのコーディネート、企画立案及び実行などを

担う組織でございまして、今年度、市と農大が中

心となって運営している状況でございます。 

○川原田英世委員 今の答弁を聞くと、やはり前

も伺いましたけれども、中長期的に課題に向き合

いながら自治体に取り組んでいくセンターになっ

ていくのだと思っているのですが、どのようなス

ケジュール感を持ちながら、課題の解決のために

動いていくという中で、そして次年度はその中で

何をしていくのか。その点を伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 地域が抱える課題とい

うのは様々ございまして、いろいろ相談事項がご

ざいます。案件につきまして、１年で解決するも

のもあれば数年かかるものもあるかと思います。

今年度立ち上げまして、このセンターのリーディ

ング事業といいますか、そういう形で市から委託

事業としまして、網走版ＣＣＲＣ構想、関係人口

を創出して将来移住・定住につなげましょうと、

そういう事業を委託して今年度はそれを主にやっ

ていただいている形でございます。 

○川原田英世委員 網走版ＣＣＲＣ構想というこ

とで、これも以前からずっと議論をしてきて、姿

が見えてきて一歩進んで二歩下がるような状況も

あったりしたのですけれども、ようやくここでま

た新たな起点ができたのかなという感じはしてい

ます。ここをやはり進めていかなくてはいけない

というのは共通の理解なのですが、果たしてそこ

に向かって、このセンターが本当にしっかりと取

組がされていけるのかというところが見えてこな

い部分がちょっとあるので、何点か伺いますが。

このセンターに関わる人材については、市からも

何かしら人材の支援だとかはあるのでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 未来を考える戦略セン

ターの人材の関係でございますが、市からセン

ターのほうに負担金としまして人件費１名分を支

出しております。あと事務補助員という形の人件

費につきましては農大のほうで負担いただいてい

る状況でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。なので、やは

り今後考えていくのでしょうけれども、地域プロ
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ジェクトマネージャーによる、人をそこに入れる

とうこともいいのでしょうし、一人体制か、少人

数ではこれなかなからちが明かないと思いますの

で、多くの頭脳が集まって取組を進めていってい

ただきたいと思います。 

 それと、これのまちとの関わりなのですけれど

も、まだそこの部分が見えていなくて、すばらし

いものができて、これから動いていくのだよとい

うのをもっと市民に知ってもらわなくてはいけな

いと思うのですけれども、そこの点についてはど

う考えているのか伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 戦略センターの市民へ

の周知、活用でございますが、戦略センターの職

員が関係各所とか市内を回りまして、一応話はし

ております。ただ、今ベースというか拠点となっ

ているイノベーションベースにおきましては、農

大が学校で学生の入校制限がある中で、なかなか

御自由に来てくださいという状況ではございませ

んので、コロナの状況を見た中で、そういうとこ

ろにいろいろ来ていただいて紹介をしたり、いろ

いろな展開をしたいと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。このセンター

が今までレストランがあったところに入ってい

て、外から見てもガラス張りで非常に中の展示物

も見えるようなオープンな感じの状態で、すばら

しい場所だと思っているのですけれども、これが

市民と農大との橋渡し役にもなって、一緒にまち

の未来を考えていく場所にもなっていかなくては

いけないと思うのです。なので、その点でいくと

多くの市民がここに関わっていくという場所をぜ

ひ間に入って進めていっていただきたいと思って

いますので、今言った取組をぜひ進めていってい

ただきたいと思います。 

 ここでの最終的な目標というのは、何か具体的

なものってあるのですか。商品を作っていくと

か、そういうのがあったのですけれども、どのよ

うなイメージでいるのか、ちょっとまだ見えにく

いのですけれども。何かしらの具体的な最終的な

目標地点というのは何かあるのでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 この未来を考える戦略

センターは、着地点は一応ないと思っておりま

す。地域課題、先ほど申し上げましたが様々ござ

いまして、その課題に応じていろいろな展開、人

をつなげたり、業者間をつなげたり、そういう展

開をやるものですから、半永久的というか、そう

いう形で回っていくものと思っております。 

○川原田英世委員 わかりました。地域の課題を

解決すれば、また次の課題が必ず出てきますし、

地方創生には終わりがないという意味もあるのだ

ろうと思いますので、その点、理解をしました。 

 次の質問に移ります。 

 先ほどもありました高齢者の運転免許の関係

で、返納の部分です。今、先ほど聞いていたら、

警察署で返納して、それからどうなのだろう、

こっちへ来て申請したら即日もらえるよという形

になると思うのですけれども。となると、警察署

で申請できたほうがいいのではないかと簡単に単

純に考えるとそうなるのですけれども、そういっ

たことは難しいのですか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 本事業につきまして

は、網走市が実施するものというふうに考えてお

りまして、警察署で交付するものではございませ

んので、その点で網走市で交付したいと考えてお

ります。 

○川原田英世委員 この事業の目的にも関わって

くるのですが、返納して１万円の交通費があるか

ら安心して返納しようと思っている人がターゲッ

トなのか、それともそういった情報もなく、そろ

そろ運転が危ないからおじいちゃんやめなよって

子供に言われたり、何なりとあって、返納して、

何だそんな市の制度もあったのだと、後から知る

人が目的なのか。それによっては、私は警察署で

もちゃんとこの制度を使ってくださいねというふ

うに促してもらえるような、何かしら連携した取

組というのを期待したいところなのですけれど

も、その点の考えを伺います。 

○湯浅崇市民活動推進課長 本事業の実施に当た

りましては、網走警察署と連携を図り実施したい

と考えているところでございます。網走警察署の

窓口におきまして、本事業のチラシの配布等を依

頼して、事業の周知や効果のほうを高めていきた

いと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。それを聞いて

安心しました。 

 それで、他市の状況を見ると、いろいろな自治

体も同じような取組はされているのですが、若干

インパクトに欠けるような気がどうしてもしてい

ます。免許を返納した方は、もう返納する時点で

何かしら次の公共交通なり何なりの手段を持って

いないと、それは生きていけないわけですから、
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現実的に。何かしらの考えがあって免許を返納す

るわけですよね。となると、その支援の額という

のも大きく影響してくるというのは、これは当然

のことだと思うのですけれども。この１万円とい

う設定となった根拠と、他市の状況も認識してい

ると思いますので、その部分との差もどのような

認識でいるのかも併せて伺います。 

○湯浅崇市民活動推進課長 本事業の交付額の考

えにつきましては、他市の先行事例としまして、

様々な市町村の情報を収集した中で検討させてい

ただいたところでございます。近隣の市町村では

大空町が３万円の現金交付、美幌町では２万円の

交通利用券の交付ということで、網走市は１万円

ということで確かに少ないかという認識はありま

すが、全道的または全国的に比べましても１万円

という額はそれほど少ない額ではないというふう

に認識しているところでございます。 

 また、自主返納の目的ということで、１回限り

ということで意識付けがどうかという質問でござ

いますけれども、本事業の目的といたしまして

は、自主返納を契機としての市内公共交通の利用

をするきっかけづくりであるというふうに捉えて

おりまして、市内公共交通利用券につきまして

は、１回限りの交付ということで御理解いただき

たいと考えております。 

○川原田英世委員 自治体によってそれぞれなの

ですけれども、例えば高齢者の公共交通の利用

量、全て最初から無料で利用できるというふうに

している自治体、近隣にもありますけれども、そ

ういった自治体であれば他年度も必要ないです

し、最初からこの事業も必要ないのです。高齢の

方の公共交通の在り方ということの根幹にも議論

になってしまうので、あまり横に広げては議論し

ませんけれども、もうちょっと広い視野で、これ

をやった先のビジョンをこれから検討していって

いただきたいと思うのです。これをやって、単年

１万円のところもあれば、何年か継続しての自治

体もあるし、いろいろなそれぞれの自治体のやり

方があると思うのですけれども。高齢者の方が、

どうやって安心してこのまちで過ごし続けてくれ

るまちにしていきたいのかというところの根幹的

な部分が、この事業として見えてこないといけな

いのですけれども、なかなかそれが今、これから

という認識なのかと思ってしまうのですが、そこ

の部分どのような考えなのか、確認します。 

○湯浅崇市民活動推進課長 本事業の推進に当た

りましては、公共交通の体系と網走市が抱えてい

る課題とセットとなるものと認識しております。

今後につきましては、市内公共交通の在り方を現

在商工労働課が推進しておりますので、そちらの

事業も見据えた中で、今後検討していきたいと考

えております。 

○川原田英世委員 ぜひ、検討していただきたい

と思います。 

 この項目で最後にもう１点伺いたいのは、郊外

で公共交通というのがなかなか近くにない方に対

しては、何かしら別の形での支援ということも検

討は必要ではないのかというふうに思っています

が、その点についての考えを伺います。 

○湯浅崇市民活動推進課長 確かに郊外でお住ま

いの高齢の方の自主返納を促す仕組みとしては、

こちらの公共交通利用券の配布というのは効果が

薄いのかというふうに感じております。ただ、こ

の公共交通利用券につきましては、網走観光交通

様ですとか、市内のタクシーまたはどこバスも想

定して事業の展開を進めたいと考えておりますの

で、郊外にお住まいの方につきましても、そう

いったタクシーですとか、郊外のバスですとか、

どこバスさんだとか、そういった公共交通の利用

についても視野に入れて活用いただければと思っ

ております。 

○川原田英世委員 もう片方で公共交通計画も議

論がされているところですので、ここについては

これ以上は質問は控えますけれども、高齢者の視

点に立って、ぜひ考えていただきたいと思いま

す。運転できないから免許証を返しますと単純に

判断して返せる人なんて誰もいないのです。何か

しらのその後のアプローチが最初からあるから返

すという判断になれるわけであって、その視点に

立ってどのような支援が最適なのか、この事業を

通しながら検証していって、これからも安心なま

ちづくりを進めていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 次は男女平等参画プランの事業に併せて、代表

質問でも行いましたＬＧＢＴについて認識を伺っ

ていきたいと思います。 

 もはや国際的には当たり前の認識になってきて

いるというふうに思います。多様性を認め合うこ

と、お互いを理解し合うこと、その基本になる考

え方であるというふうに思われるパートナーシッ



 

－ 17 － 

プ条例等のダイバーシティーへの考え方。この基

本的な認識をまず伺いたいと思います。 

○北村幸彦企画調整課長 性的マイノリティの方

に限らず、全ての人々の人権が尊重され、未来に

希望が持てる社会を実現することは大変重要なこ

とだと考えております。 

○川原田英世委員 大変重要なことと認識してい

ただいているということで、それは大変共通の認

識なのだなと思ってうれしい限りです。しかしな

がら、ＬＧＢＴパートナーシップ制度について

は、北見市では進んでいっているというふうに報

道もありますけれども、網走市では動きが見えな

いのですけれども。代表質問でも答弁いただいて

いますが、情報収集をしながら検討していきたい

というふうになっています。先進自治体の状況を

研究するといっても、我々議員も先進地に行って

勉強して帰ってきて、請願を採択したのですけれ

ども、そういったことは尊重されずにまだ研究を

続けるのだなと思ってがっかりなのですけれど

も、その点についての認識を伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 パートナーシップ制度

の考えでございますが、パートナーシップ制度に

つきましては全国で60を超える自治体が条例を制

定していると承知しております。北海道では今の

ところ札幌市が制定しておりまして、近くでは北

見、函館も検討を進めていると聞いております。

今回代表質問の答弁では先進自治体の状況など情

報収集という形で答弁いたしましたが、近くの北

見市がこの制度を取り入れるということもござい

ますので、北見との状況をちょっと見てみたいな

と考えております。 

○川原田英世委員 状況を見ていくとか、そう

いったものではないのです、これは。現在は職員

に向けたガイドブックを作成していくということ

で、そこも大切だと思うので、それ進めていただ

きたいのですけれども、他市の状況を見ていくと

いうものではないのです、これ。国際的に網走市

としての立ち位置、認知なのです。なぜ大阪が取

り組んだのか、なぜ先進的に取り組んだのかとい

うのは国際都市を目指したからです。国際的に

しっかりと人権を守っていく、その姿勢を見せな

いと、これからの万博やオリンピックや、そう

いったものにつながっていかないよなと。オリン

ピックで非常にもめましたけれどもね。だからこ

そ、対象者がいる、いないとか、他市がどうこう

とかではなくて、議会でも上がってきているもの

なので、１日も早く制度をつくるべきだと、国際

都市網走として、そう思うのですが見解を伺いま

す。 

○岩永雅浩企画総務部長 先ほど企画調整課長の

ほうから基本的な考え方について述べまして、そ

れについては委員の考え方と一致というか、同じ

ところにあるのかなというふうに思っています。

これまでの取組の中では、まだ市の中では性の多

様性について、公式サイトや広報紙の掲載あるい

は社会教育部での講演会の開催が緒に就いたと

言っていいのかなと思っておりますが、今の段階

では性の多様性についての知識あるいは理解を深

めて、誤解や偏見をなくすといったところが非常

に大事な段階ではないかと考えております。 

 誰もが自分らしく豊かに暮らしていける社会の

実現に向けた啓発を進めさせていただき、あるい

は課長から答弁があったように、すぐ近くの北見

市、これは大都市とは違う中で様々な課題を抱え

ながら設定に向けた準備が進められているという

ふうに考えておりますので、具体的な取組の内容

について見せていただきたいという内容でござい

ます。 

○川原田英世委員 認識は同じなのかもしれませ

んけれども、それに対する危機意識というか、取

組のスピードというか、ちょっと違うのかなとは

思っています。どういう背景があるとかそういう

ことではなくて、議会としてももう議論をして、

視察も行って、可決したわけですよね。それはそ

の議論の果てにそれをやるべきだということで意

思を統一したのですけれども、それがなぜかそう

いう状況になっていない北見よりも遅れていると

いうことがまず一つ、どうしても理解ができな

い。議会軽視なのかなと思っています。このこと

については。どういう認識なのでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部長 もちろん議会軽視をす

るつもりは毛頭ありませんし、これまでの議論の

中でもお答えをしてきておりますけれども、議員

の皆さんから提案があったようなパートナーシッ

プがゴールではないと思いますけれども、その到

達点の一つとしての提言については承知しており

ますので、我々はまだまだそこの部分についての

取組、ステップといいますか、そこのところがま

だ確認ができていないということですので、もっ

と具体的な、我々も特に視察に行ったとかいうこ



 

－ 18 － 

とではありませんし、議員の皆さんからいただい

た情報をもとにしながら、どういうことが課題に

なっていて、どういう課題解決をしなくてはいけ

ないのか、場合によっては医療機関の御理解もい

ただかなければ、パートナーシップを持っても

持った方の希望が叶えられないというようなこと

もございますので、それらも含めて検討をさせて

いただきたいという意味でございます。 

○川原田英世委員 検討の期間というのは決まっ

ているのでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部長 今の段階で、この段階

でパートナーシップ制度について構築できるとい

うことは申し上げられませんけれども、先ほど課

長から答弁があったように、北見市の事例を特に

注視しながら検討を進めていきたいと思っており

ます。 

○川原田英世委員 時間も限られているので、次

の点にいきますが、先ほど申し上げたように、こ

れは対象者がいるとか、いないとか、そういう問

題ではなくて、国際的な見方として、これから当

たり前のことになってきますので、しっかりと重

く受け止めて検討を素早くしていっていただきた

いと思います。 

 次、新庁舎について、何点か伺います。新庁舎

については、もう取り組んでいって、スピード感

を持って取り組んでいっていただきたいというと

ころなのですが、まず初めに新庁舎には基金を活

用して、ある程度一時的な支出が生じる部分は対

応していくのだというふうに認識をしているので

すが。となると、もう造ることが決まっています

し、スケジュールも決まっていますから、基金を

確保していく、新庁舎に向けた基金の確保という

のをやっていかなくてはいけないのではないかと

思うのですけれども、その点の認識をまず伺いた

いと思います。 

○古田孝仁財政課長 新庁舎の建設に当たりまし

て、基金の造成の御質問かと思います。新庁舎の

建設に当たりましては、公共施設等適正管理推進

事業債という中の市町村役場の緊急保全事業を活

用することとして御説明してきたとおりでござい

ます。こちらにつきましては、起債対象事業費に

対しまして90％が市債として発行できると。残り

１割につきましては、基本的に基金を活用するよ

うにと国のほうから示されているところでござい

ます。その基金の部分でございますが、既に企業

等から31年度末で約1,600万円の寄附をいただい

ており、そちらにつきましては財政調整基金の中

の細目といたしまして、庁舎建設整備基金として

管理をしているところでございます。 

 また、公共施設の耐震化対策としてふるさと寄

附のほうで受けておりますので、そちらの部分に

つきましては平成31年度末で約4,600万円ござい

まして、２年度末には約１億9,000万円になる見

込みでございます。そちらの部分につきまして

は、新年度の庁舎建設事業の中で一部活用しよう

ということで予算のほうを組んでいるところでご

ざいます。 

 今後、設計が進んでいった時点で、ある程度の

事業費とかも固まってきますので、それが見えた

ときに必要となる基金の額がある程度算出、見込

めるということになりますので、その時点におき

まして、これら今預かっております財調基金です

とか、ふるさとで預かっている部分も含めまし

て、それを新たな特定目的基金を作って、管理し

ていくかどうかにつきましては、そこで検討して

いきたいと考えているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。そういった内

容なのかなと理解しました。国も財政的に厳しい

のもあって、目的のない基金については、いろい

ろな角度で財務省とか考えているのかなとか思っ

て、なので庁舎については目的がしっかりあるの

で、項目立てしてやることが必要なのかなと思っ

て聞いたのですけれども、今の答弁を聞いて安心

しました。 

 次に、庁舎について、いろいろ議論をこれまで

してきまして、一度議会でもＺＥＢについて研究

をさせていただいて、環境に配慮した施設、縦型

ということで、基本的には理解をしていますが、

この新たな庁舎に関しては環境への配慮の面とい

うのは、今の段階でどの程度まで議論が深まって

いるのか、現在の検討状況を伺います。 

○日野智康庁舎整備推進室参事 現在、新庁舎建

設の基本設計の案ということに取り組んでいる状

況でございます。この中で新庁舎への再生可能エ

ネルギーの活用の仕方についてもお示ししていか

なければならない状況ではございますが、現在検

討段階にございまして、新庁舎建設基本構想の基

本方針の一つに環境にやさしい庁舎という方向性

をお示しさせていただいて、省エネルギーや省資

源化による環境負荷の低減を検討するということ
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にしておりますので、現段階では再生可能エネル

ギーの活用、こういうふうになるという部分、ま

だ決定はしておりませんが、もちろんＺＥＢの認

証取得の取組ですとか、地中熱の活用などについ

ても国の補助制度の動向ですとか、生涯費用であ

るライフサイクルコストというようなところも考

慮しながら検討を引き続き努めていきたいと考え

ているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。少し急ぎま

す。 

ＮＴＴファシリティーズは受けて、今検討して

いただいていると思いますけれども、市内の企業

の強みだとか、そういった部分も情報共有しなが

ら進めていっていただきたいと思います。屋上に

ソーラー設置して、下にＮＡＳ電池を置いて、さ

らにもう一つ小型風力なんかの研究もしている人

も市内にはいますので、いろいろな可能性を入れ

て、未来の庁舎を検討していただきたいと思いま

すので、お願いします。 

 それと、ＩＣＴ化について、庁内のＩＣＴ研究

グループはいろいろ考えているということなので

すけれども、その検討状況はどのようになってい

るのでしょうか。 

○日野智康庁舎整備推進室参事 ＩＣＴ研究会の

研究内容についてでございますけれども、庁内で

昨年10月に若手職員、こちらのほう５名になりま

すけれども、中心とした新庁舎建設に係るＩＣＴ

研究グループというのを発足して、10月から大体

８回程度集まっていただいているのと、あと関係

のシステム会社の営業等、ウェブで聞いたりだと

かというような活動をしていただいております。

その中で緊急の内容として、主に書かせない、待

たせない窓口を導入するにはどうすればよいかで

すとか、オンライン申請、コンビニ交付の導入に

よるサービス窓口の拡大、ＡＩ・ＲＰＡ等の活用

による業務の改善、ウェブ会議システムですとか

テレワークの導入による新たな働き方の実現、こ

ういうことを見据えて議論を行ってきているとこ

ろでございます。 

 また、国のＩＣＴ化の動向ですとか、デジタル

ガバメントの実現についてということで、総務省

の地域情報化アドバイザーである白井芳明さんを

当市のほうに招聘いたしまして、どのように取り

組んでいけばいいかというようなアドバイスなど

もお聞きしたところです。 

 今後もＩＣＴを活用して、どのように市民サー

ビスを向上させればとか、行政運営の効率化のた

めにどの機能をどの手法により導入するのかとい

う部分を市として引き続き研究していきたいと考

えております。 

○川原田英世委員 わかりました。それで庁内の

研究グループということなのですけれども、これ

にもやはり市内の各団体、商工会議所や農協、農

大など、様々な視点もある一定のところでは汲み

取っていく必要があると思うのですけれども、そ

の点についての考えも伺います。 

○日野智康庁舎整備推進室参事 まずは庁内の研

究会でいろいろとＩＣＴをどのように活用できる

かというところで、今研究をして方向性を出して

いる状況でございますので、今後それを具現化す

るときにそういうような関係者と意見交換して、

本当にそういうような機能が必要なのか、用意し

たら利用されるのかだとかというような議論とい

うか、意見交換もできるような場をつくるような

こともできればよいかなと思っております。 

○川原田英世委員 代表質問でも言ったように、

まちの中心的な機能、ＩＣＴの中心的な機能を持

つような形になってくるのだろうと思いますの

で、市内外の意見をぜひ受けていただきたいと思

います。 

 時間になってしまいましたので、最後に１点。

第５次行革について代表質問で来年度つくってい

くということでありました。それで、第４次行革

の中身がふるさと納税によって大きく変わったの

ではないかと、想定していた基金不足だとか、そ

ういったものが、ふるさと納税がこれだけ増えた

ことによって大きく変わってきたのではないかと

いうふうに思っています。それを受けて第５次行

革というのは示されていくのだと思うのですが、

これまでの縮小を続けてくるしかなかったこの第

４次行革までの流れとは、ふるさと納税基金のあ

る程度の活用で大きく方向性は異なってくるのだ

と僕は期待しています。縮小だけのまちではいけ

ないと思いますので、その点でどのような方針を

お持ちなのか、基本的なところを伺いたいと思い

ます。 

○北村幸彦企画調整課長 第５次行政改革計画に

ついてでございますが、現行の第４次の計画は今

年度で計画期間が終わるため、令和３年度に向け

て効果などを検証の上、新たな計画を策定すると
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しております。 

 新たな計画は、健全な財政運営に努めることは

もちろんのこと、市民の満足の向上を目指すこと

を基本としまして、新庁舎建設をきっかけとした

デジタルトランスフォーメーションを中心に、Ｉ

ＣＴを活用した市民の皆さんへの利便性の向上と

業務の効率化を重視したいものと考えておりま

す。 

○川原田英世委員 何ともまだわからないので、

どこかの段階で第４次行革について、来年度検討

の中間状況など、議会に対してお示しはあるの

か、最後にそれを確認して終わりたいと思いま

す。 

○北村幸彦企画調整課長 第５次行革策定に当た

りましては、４次の検証がまず一番先になるかと

思います。予定としましては今年の11月くらいを

めどに、なるべく早い時期に策定はしたいと思い

ますので、それの進捗状況につきましては、議会

を通じて御説明したいと考えております。 

○山田庫司郎委員長 次、村椿委員。  

○村椿敏章委員 それでは、マイナンバーカード

のことについてから質問したいと思います。 

 予算書では57ページ、個人番号交付事業になり

ますが、先ほど澤谷委員のほうから交付状況につ

いてはお聞きしました。それで、人口比にして

20.8％ということなのですが、この進んでいない

理由というのはどういうふうにお考えになってい

るか伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 申請数が伸び悩ん

でいるということになるかと思うのですけれど

も、申請数が、現在のところ、網走市は、まだコ

ンビニ交付など進んでいないこともありまして、

おそらく持っていることのメリットを感じる方が

少ないということが考えられると思います。 

○村椿敏章委員 そうですね。今のマイナンバー

カードがなくても特に問題なく過ごしていける、

そういう状況ですから、このマイナンバーカード

をつくることのメリット、この部分についてはど

のような運用方法を考えているのか伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 カードをつくらな

いことのデメリットということなのですけれど

も、カードをつくらないことのデメリットという

のは現在のところの考え、メリット、申し訳あり

ません。メリットですが、現在受けられるサービ

スとしましては、お年寄りでしたら本人確認書類

としての利用というのが大きいかと思います。あ

と確定申告の電子申請ですとか、子育てに関する

手続などが今できるようになっております。 

 今後のサービスとしましては、健康保険証や運

転免許証としての利用ですとか、これから検討を

始めます、各種証明書のコンビニ交付などが考え

られております。 

○村椿敏章委員 わかりました。当初、このカー

ドをつくるときに、税のこととか、社会保障、そ

れから災害の３分野について限るという話だった

のですが、これがどんどんほかのほうにも広がっ

ているというのが今の現状だと思うのです。やは

りこのカードをつくることによって、自分の情報

が、様々な情報が国のほうに出ていってしまう、

そういう心配をたくさん市民の方、国民の方は

思っている、その今の政府のやり方について不信

感があるというところもあると思うのですが、そ

こをどうやっていくのかというところも難しいと

は思いますが、何でもかんでも情報をつなげると

いうことによって情報が漏れるという、そういう

心配とかというのはないのでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 情報漏えいという

心配ということなのですけれども、以前もお話し

たことがあったかと思うのですが、情報を国のほ

うで一元管理するということは考えていないシス

テムでありまして、それぞれ持っている情報を必

要なときに連携をするというシステムですので、

カードの番号を誰かに漏えいされてしまったから

といって、全部の情報が一元管理されているとこ

ろから引き出されるとか、そういったものでは、

そういうシステムではないということです。 

○村椿敏章委員 そういうことなのでしょうが、

今総務省、政府のほうも自治体情報システムの標

準化というのを言い始めていて、それが今回のデ

ジタル化法案の中に入っていると思うのですが、

そうなりますと網走市の今のシステム自体も標準

的なシステムに今後取り変わっていくような形に

なるということなのでしょうか。 

○高橋剛情報政策課長 委員おっしゃったよう

に、国では現在、基幹系システム等、自治体で保

有しているシステムにつきまして、標準化という

ことで、フォーマットと言いますか、各システム

にのっている仕様について標準化するという方向

で進んでおりますので、当市につきましても同様

に標準化に移行する予定で進んでおります。 
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○村椿敏章委員 やはり、そういうことなのだろ

うなと私も思ってはいたのですが。そういう国の

標準システムに変わっていくことによって、網走

市の様々な情報が国のほうに流れていくというこ

とに私は危惧をするのですが、そういうことはな

いのでしょうか。 

○高橋剛情報政策課長 今おっしゃった標準化と

いうのは、あくまでもシステムの仕組みの話でご

ざいますので、あくまでも自治体で保有している

情報につきましては、その情報が国にそのまま流

れるということはありませんので、あくまで自治

体の中で情報を管理するという仕組みは変わらな

いものと考えております。 

○村椿敏章委員 ちょっと信じられないですけれ

ども、私もまだ勉強不足なので、もっと勉強した

いと思います。 

 それで、市民のほうで心配しているのは、この

マイナンバーカードをつくらなかった人の場合、

先ほど言っていた令和４年度末までにはほとんど

つくるということを想定していると言われていま

すが、つくらなかった場合、今のサービス、その

サービスが受けられなくなるような、そういうこ

とはないでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 カードをつくらな

いことでのデメリットということなのですが、

カードを持っていることで受けられるサービスが

受けられないという、そういう不便さはあるかと

思いますが、カードをつくらなかったことで現在

受けているサービスが受けられなくなるというこ

とはございません。 

○村椿敏章委員 わかりました。今回のデジタル

化というところでいうと、これから人口減少が進

んで、行政、自治体自体をまたさらに小さくして

いかなければならない。それでＡＩを利用した

り、インターネットの情報を全て通じて行政運営

のコストを落としていくというところでこれから

進んでいくと思うのですが、網走市の今の窓口、

その窓口の人数とかも、このデジタル化によって

減っていくような形にはなると思うのですが、そ

ういうことも想定されているのでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 現在は窓口業務に限っ

ての話ということでお話をさせていただきます

が、仮に窓口業務におけるデジタル化ですとか、

ＩＣＴ等の活用による業務の改善等がなされれ

ば、当然業務負担に応じた人員配置をしていくと

いうことになろうかと思います。 

○村椿敏章委員 わかりました。これから高齢化

も当然まださらに進んでいきますし、インター

ネットを通じたりできない方もたくさん多くなる

と思いますので、窓口業務がこれからさらにまた

必要になってくると思います。きめ細やかな対応

を今後もしていただけたらと思います。 

 先ほどの情報が漏れないと言っていた部分につ

いて、気になっているのは警察の免許証とかも、

そこもマイナンバーカードでできるようになる

と。そうすると、警察のほうの端末からハッカー

が入って情報が漏れたりとか、そういうことにも

つながっていくのではないかと危惧しているので

すが、要はいろいろな部署でこのマイナンバーを

利用することによって、いろいろな部署のパソコ

ン、コンピューターが狙われることになる、そう

いう危険がたくさん増えてくると思うのですけれ

ども、それについてはどう考えているのでしょう

か。 

○高橋剛情報政策課長 先ほど、戸籍保険課参事

より答弁がありましたけれども、あくまでも連携

できるデータにつきましては分散化して、それぞ

れのクラウド上だとか、データベースの中にデー

タを保管しておりますので、マイナンバーカード

が仮に漏れたといたしましても、それが芋づる式

に全ての情報が一気に漏えいするという危険性は

ないというふうに認識しております。 

○村椿敏章委員 わかりました。あと、今年の予

算の中では、57ページの予算の交付事業1,485万

7,000円なのですが、この金額というのは枚数に

応じたというものではないのですよね。そこをも

う一度確認させてください。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 こちらの予算に関

しては、カードを国で一括して作成交付している

地方公共団体情報システム機構で、国全体として

の金額が決まりまして、それを人数割で按分した

ものが網走市の分として請求が来るということ

で、その分が計上されております。 

○村椿敏章委員 20％ですから、今後その２年間

でほとんどの人をという考えになると、さらに網

走市の窓口、職員の負担も増えると思うのですけ

れども、増えた場合はどのように対応されるので

しょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 現在も時間外の交

付受取窓口を開設しているところでありますが、
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その分に関しては、時間外の費用を国のほうで事

務費として交付されることとなっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

○山田庫司郎委員長 村椿委員、次の質問に移り

ますか。 

○村椿敏章委員 移ります。 

○山田庫司郎委員長 村椿委員の質疑の途中です

が、ここで昼食のため、休憩します。 

 再開は、午後１時とします。 

午後12時04分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開を

いたします。 

 質疑を続行する前に、皆様にお知らせをいたし

ます。 

本日の審査の途中で、平成23年３月11日午後２

時46分に発生いたしました東日本大震災におきま

して、犠牲になられた方々に対し、追悼の意を表

するとともに、心から御冥福をお祈りするため、

同時刻に黙祷を捧げたいと存じますので、御承知

おき願いたいと思います。 

それでは、質疑を続行します。 

村椿委員の質疑から。 

 村椿委員。 

○村椿敏章委員 引き続き質疑をします。 

財政の見通しについてなのですけれども、今年

の市債、40ページの市債でいきますと、昨年に比

べると９億8,900万円増えております。この内訳

として、様々な事業があるのですが、その事業に

おける起債の充当率や、それから交付金が戻って

くるのか、その辺についてお伺いします。 

○古田孝仁財政課長 新年度の予算におきまして

予定しております市債の発行の内容でございます

が、全てを御説明するのはなかなか難しいので、

比較的に大きいものを中心に御説明させていただ

きますと、庁舎建設設計事業につきましては、公

共事業等適正管理推進事業債の市町村役場緊急保

全事業を活用するということで、充当率のほうは

90％、後の交付税措置率につきましては90％に対

しての、うち75％が交付税措置の対象になってい

まして、それの30％が入ってきますので、全体で

見ますと22.5％というような額が後年度交付税と

して戻ってくるお金となっております。 

 続きまして、認定こども園の網走幼稚園整備事

業補助金に係る市債でございますが、こちらにつ

きましては社会福祉施設事業債というものを活用

することで、充当率は80％、こちらに関しまして

は交付税措置はございませんので、全て市の財源

で償還していくことになります。 

 続きまして、高度医療機器整備事業補助金につ

きましては、地域活性化事業債というものの活用

を考えておりまして、こちらは充当率が90％、後

の交付税措置につきましては30％となっておりま

して、実質27％が後年度措置されるという内容で

ございます。 

 あと、河川整備事業につきましては、こちらは

２種類の起債を考えておりまして、一つ目が緊急

自然災害防止対策事業債というもの、もう一つが

緊急浚渫推進事業債というものでございます。ど

ちらも充当率は100％となっております。後の交

付税措置率につきましては70％となっております

ので、全体の７割が後年度交付税として戻ってく

るというようなものでございます。 

 あと、学校給食施設整備事業につきましては、

こちらは公共事業等適正管理推進事業債の中の集

約化複合化事業というメニューを活用することと

しまして、充当率は90％、後にいたします交付税

措置率は50％でございますので、全体の45％が後

年度交付税として戻ってくる内容でございます。 

 あと、水道事業会計出資金に係る起債につきま

しては、こちらは一般会計出資債ということで、

充当率は100％、後の交付税の措置率は50％と

なっていますので、こちらは半分、50％が後年度

交付税で戻ってくるという内容でございます。 

あと、臨時財政対策債でございますが、こちら

につきましては、本来国が普通交付税として地方

に配分しなければいけないものなのですけれど

も、国のほうで交付税会計の中で税収等が少ない

場合に配る財源がないものですから、そのときに

一時的に地方に資金調達をしてもらって、それの

償還に合わせて後年度国が普通交付税の中で算入

して戻ってくるものでございます。ですので、臨

時財政対策債につきましては、全額が今年度普通

交付税として戻ってくる起債となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。それで今年でい

きますと、もう一つ特別減収対策債というのが42

ページにあるのですけれども、これはどのような

ものでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 特別減収対策債につきまし
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ては、こちらは令和２年度から創設されたもので

ございまして、減収補填債というものがございま

して、そちらの対象とならない地方税ですとか、

あと使用料、手数料、減免等も含めてですけれど

も、そちらが前年度決算額から減収する、減収が

見込まれる場合、建設事業へ充当可能な範囲で発

行することができるという起債でございます。令

和２年度におきましては、今回２億円の発行を考

えております。新年度につきましては6,000万円

の発行を計上したところでございます。あと、交

付税歳入はこちらはございませんので、全額市費

で後年度償還していくことになります。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

それで、財政の見通しについては横ばいという

ことで話はされておりますが、131ページに記載

の見込額、それでいきますと令和１年末の合計で

いくと317億円、前年度末は359億円、来年度末は

354億円ということになってはいますが、この317

億円のところが359億円に増えた内訳というのは

どのようなものなのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 こちらの前々年度末残高に

つきましては、平成31年度末残高になります。そ

して前年度末現在見込高につきましては、令和２

年度末、今年度末になりますが、ここの部分につ

いて大きな発行といたしましては、東網走に今建

設中である麦乾工場によるもの、あと補正予算で

計上させていただきました光ファイバーの整備等

に係るものが主な要因でございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。次の質問に移り

ます。 

 51ページの日体大支援学校の施設整備補助につ

いてです。毎年この施設整備補助金を出しており

ますが、今年の1,000万円の内訳はどのようなも

のでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 日体大の施設整備補助

金の内訳でございますが、今のところ予定でござ

いますけれども、1,000万円の大半につきまして

は、ブドウ栽培に必要な経費、中古トラックや乗

用草刈り機の購入、用地整備などの費用で、その

ほか教育用備品としまして和太鼓やハンドボール

のゴール、トランシーバーなどを予定しておりま

す。 

○村椿敏章委員 これまでも何度かこのことにつ

いては質問させてもらっていますが、施設整備の

補助については、その都度出てきたときに対応し

ていくという話もあったと思うのですが、今後の

予定としてはどのようなものが考えられるので

しょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 先ほど申し上げました

が、ブドウ栽培がこれから着実に事業が始まると

いうことで、今後につきましては、ブドウ栽培の

関係の費用もかかると。あと校舎が旧道立高等技

専学校ということもございまして、平成４年の建

築でございます。老朽化が進んでいますことから

水道管とかポンプ設備の更新が必要な状況と伺っ

ております。このような状況から、当面、施設整

備などに対しては日体大と協議しながら継続して

支援していきたいと考えております。 

○村椿敏章委員 その水道施設とか老朽化してい

るというところなのでしょうが、おおよそ幾らく

らいという想定される金額などはわかるのです

か。 

○北村幸彦企画調整課長 正式な金額につきまし

ては、見積とかは徴収していないので定かではな

いのですけれども、水道管やポンプなどの更新で

全部やりますと7,800万円程度かかるのではない

かと伺っております。 

○村椿敏章委員 わかりました。引き続き、この

支援学校の施設についてはお金がかかっていくと

いうことなのでしょうけれども、市民の理解も得

ながら、その辺については今後も進めていってほ

しいと思います。 

 次に移ります。 

 53ページの集会施設についてです。今年度の集

会施設設置改修事業265万6,000円と、それから郊

外集会施設改修事業1,370万円、この内訳につい

てお示しください。 

○湯浅崇市民活動推進課長 まず、集会施設設置

改修事業についてでありますが、町内会や区会な

どが所有または管理している町内会館などの集会

施設の増築や修繕の要望に対し、その費用の一部

を補助するものとなっております。令和３年度に

つきましては、集会施設のＬＥＤ化を希望する町

内会が五つございます。また、集会施設の舗装の

修繕を希望する町内会が一つございまして、そち

らの町内会に対して補助を予定しております。 

 なお、ＬＥＤ化事業につきましては、平成31年

から令和２年度までの３カ年に限り、補助率を５

分の４としておりまして、令和３年度が最終年と

なっております。 
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 また、対象となる施設につきましては、現在市

内に30施設あるというふうに把握しています。 

 郊外集会施設改修事業についてでございます

が、当課で所管しています郊外集会施設５施設の

うち、嘉多山地区総合研修センターについては建

築から42年が経過し、老朽化が進んでいることか

ら、地域の要望に基づき、窓枠の改修と外壁の補

修を行うものでございます。 

○村椿敏章委員 やはりこういう集会施設の老朽

化も進んできているということなのですけれど

も、今後想定される改修もあると思うのですが、

自治会のほうから、町内会のほうから直したいと

いう要望などは何件も出されている状況なので

しょうか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 毎年当課のほうで要

望については秋の段階で把握をするように努めて

いるところでございます。今年度につきまして

は、七つから八つの町内会から要望がございまし

て、優先順位や内容を加味した中で新年度の予算

反映とさせていただいたところでございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。次の質問に移り

ます。 

 先ほど庁舎設計について、川原田委員からもあ

りましたが、この庁舎建設の設計について、１億

3,530万円の予算ですが、今庁舎を設計中でしょ

うが、基本設計が今進んでいると思いますけれど

も、どの段階で基本設計を市民に示して、そして

市民へ説明をするなど考えていると思うのです

が、その予定についてお示しください。 

○日野智康庁舎整備推進室参事 現在の基本設計

の状況についてでございますけれども、基本設計

の進捗状況から申しますと、本年１月から現在ま

でＮＴＴファシリティーズ北海道さんと基本設計

の執務レイアウトを検討している状況にございま

す。このような基本設計案というものを６月中に

作成したいということで考えております。この設

計案を７月のまちづくりふれあい懇談会で御説明

させていただきまして、併せてこの設計案に対す

るパブリックコメントも実施します。市民の皆様

から基本設計案に対する御意見を伺って、寄せら

れました御意見を精査して、基本設計を８月に完

成させて、基本設計の内容について市民説明会の

ほうも実施させていきたいと、このようなスケ

ジュール感で考えているところでございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。次の質問に移り

ます。 

 第５次行革についてですけれども、今年行われ

るその第５次行革のスケジュールについては、先

ほど11月頃には出せるのではないかということ

だったと思いますが、この間行われた行革によっ

て、市民サービスというか、委託も多く行われて

きていると思いますが、その委託が行われたこと

によって、仕事のやり方とか、また市民からの要

望をどう対応していくかとか、様々な問題が生じ

てはいると思うのですけれども、そういうことに

ついて今後検討していく場というのは、これから

設けていくのですか。 

○北村幸彦企画調整課長 第５次行政改革の策定

のスケジュール感の話ですが、先ほど川原田委員

でも答弁いたしたとおり、スケジュール的には委

員おっしゃったとおり、新年度に策定するわけで

すが、これまでの成果の検証を行った上で、11月

をめどに、これはできるだけ早い時期を目指して

策定したいと思っております。検証するに当たり

ましては、担当部署と庁内で聞き取りなどを行い

ながら検証していきたいと考えております。 

○村椿敏章委員 その検証を庁内の聞き取りなど

ということなのですけれども、併せて市民からの

声なども聞いていく必要もあると思うのですが、

その市民からの声などは聞く考えはないですか。 

○北村幸彦企画調整課長 今の段階では考えてお

りません。 

○村椿敏章委員 できれば市民の声も聞いていた

だきたいと思います。 

私の質問は以上になります。 

終わります。 

○山田庫司郎委員長 次、石垣委員。 

○石垣直樹委員 それでは早速、令和３年度網走

市各会計予算説明書について質問させていただき

ます。 

 まず初めに、通告に出していないことは質問し

てはいけないということで。答えられると……。 

○山田庫司郎委員長 石垣委員、通告とかそれは

別にして質問はいいのですけれども、もし答弁側

に準備がなければ、もしかしたら迷惑を掛けるこ

ともあり得ることも含めて質問してください。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

それでは10ページ、歳入部分です。固定資産税

についてお伺いいたします。 

これはたしかコロナ対策で減免が行われたかと
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思うのですけれども、反響はいかがですか。 

○高橋勉税務課長 固定資産税の減免というお話

でした。コロナ関連の。令和２年度の市税の減免

等の対象は、固定資産税に限らず、市で扱ってい

る税の徴収の猶予が行われておりました。反響は

どうだったかということでございますけれども、

直接なかなか市民あるいは法人の方とお話するの

はなかなかないのですが、実際その徴収の猶予の

申請をされる方につきましては、やはりコロナ前

と、それからコロナ禍において、やはり収入が個

人であれば給与が激減した、あるいは法人であれ

ば収入が思うように上がらなかった、前事業年度

から比べると激減してしまったと、非常にやりく

りに苦慮しているというような声はお聞きしてい

るところでございます。 

○石垣直樹委員 猶予ということで、実はこれ本

当に助かりました。ぜひとも令和４年度もできる

のであれば実行してもらいたいなと思います。本

当に好評だったと思います。 

 続きまして、51ページ、市史編さんについてお

伺いいたします。先ほど澤谷委員との答弁もお聞

きしましたけれども、久しぶりに市史が編さんさ

れるということで、これは６年間かけてつくられ

るということですけれども、まず本年度はいろい

ろ検討されるかと思います。そこでつくるだけで

は終わらずに、ぜひとも読んでいただけるような

市史をつくるべきだと思います。これを広く市民

の方に読んでいただくことで、地域に対する愛着

心であるとか、愛郷心とかを育むようなすばらし

い市史をつくっていただければと思うのですけれ

ども、読んでいただく工夫とか何かお考えがあれ

ばお聞かせください。 

○田邊雄三総務防災課長 市史の発行後に関しま

しては、先ほど澤谷委員のところで御答弁申し上

げましたけれども、図書館に置くですとか、あと

電子データでも作成をして、電子図書館でも公開

をする予定ですので、そういったところでの利用

の促進に努めていきたいと思いますし、ほかの市

を見てみますと、市史の編さん途中で市史の編さ

ん状況も公開して、お知らせしておりますので、

そういったところで市史に関心を持っていただき

ながら、市史の発行をやっていくという手法もあ

りますので、その辺も研究してまいりたいと思い

ます。 

○石垣直樹委員 すみません、質問がちょっと悪

かったです。 

今年から検討するということで、今聞いてもあ

れだったのかなと思うのですけれども、ぜひとも

子供たちにも読んでいただけるような市史をつ

くっていただきたいと思いますので、もし可能で

あれば漫画、市史の漫画化なども検討していただ

ければと思います。 

 続きまして、これはちょっと質問というか、質

問にはならないのですけれども、地域おこし協力

隊についてでございます。先ほど午前中の答弁で

川原田委員と様々な議論をされておりましたが、

なかなか難しいことだと思います。その中で私の

知る限り、６年前に長崎から来た青年が、半年で

起業して、今年入籍をされて、網走に定着した方

がいます。そういう人のお話を聞いて、なぜこの

網走に住もうと思ったのか、また様々なことが学

べるかと思いますので、ぜひともそういう成功事

例の話を聞いて、地域おこし協力隊につなげてい

ただければと思います。 

 そして……。 

○山田庫司郎委員長 石垣委員、答弁はいいです

か。 

○石垣直樹委員 はい、いいです。 

○山田庫司郎委員長 質問してください。 

○石垣直樹委員 では、どうですか。 

○北村幸彦企画調整課長 ありがとうございま

す。機会があれば、ぜひお話を聞かせていただき

たいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○石垣直樹委員 私からは以上でございます。 

○山田庫司郎委員長 小田部委員。 

○小田部照委員 早速質問に入らせていただきま

す。 

 予算書の51ページ、定住自立圏拡大推進事業に

ついて伺います。こちらの事業は１市４町が相互

に補完、協力しながら行政運営を図れるよう、推

進するとありますが、締結に向ける準備に入った

のだと考えますが、詳しい説明をいただきたいと

思います。 

○北村幸彦企画調整課長 定住自立圏の拡大につ

いてでございますが、これまでも１市４町では

様々な連携した取組を行ってきておりますが、医

療体制はもとより、福祉や公共交通の維持、ごみ

の中間処理など、今後単独の自治体だけでは解決

できない様々な課題が生じることが予想されると
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の共通認識のもと、各首長の合意を得て、定住自

立圏圏域を拡大し、連携協力して諸課題の課題に

取り組むものでございます。 

○小田部照委員 これからの時代は大変重要な鍵

を握るような制度だと考えております。その一方

で、網走郡である美幌町並びに津別町がもう既に

北見と定住自立圏を締結してしまっているようで

すが、私は網走流域のまちという観点からも大空

町、美幌町、津別町は今後ともしっかりと連携と

協力をしていくべき大切な地域だと考えておりま

すが、その辺の市の見解を伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 委員お話のとおり、美

幌町や津別町は令和元年10月に北見地域定住自立

圏協定を締結したところでありますが、両町とは

網走川流域の会での環境保全の取組を通じて、

様々な連携を行っております。定住自立圏の形成

に当たりましては、中心地である当市と近接し経

済・社会・文化または住民生活等において密接な

関係を有する自治体と合意のもとで協定を締結す

るものであり、これまでのＪＲ釧網本線維持の取

組、また市の二次商圏でもあります斜里、小清

水、清里との連携拡大は、単独の自治体だけでは

解決できない諸課題の解決の道筋をつけるものと

考えております。 

 また、定住自立圏として同じ圏域ではございま

せんが、ごみの中間処理では美幌町とも連携をす

ることとしておりますし、さらに広域な課題に対

しましては、オホーツク圏活性化期成会の枠組み

などにより、取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

○小田部照委員 私個人的な意見としては、北見

と締結してしまったということで、ぜひ網走と締

結していただきたかったなというような思いがあ

ります。しかし、網走は昔から斜網地域の中心の

まちという位置づけで、まちづくりを進めてきて

いるものだと思います。より一層の地域の連携と

協力に努めて、この事業の推進に当たっていって

いただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 同じく51ページ、日体大入学支援補助金につい

て伺います。こちらの事業は一人15万円で40名の

定員を想定しての600万円という事業だと認識し

ておりますが、今年度の入学予定者は何名なのか

お伺いいたします。 

○北村幸彦企画調整課長 日体大高等支援学校の

令和３年度の入学予定者は26名と伺っておりま

す。 

○小田部照委員 今年度は26名ということで理解

いたしました。一方で、先日20名の生徒さんが卒

業されたという報道がありました。その20名の生

徒の進路は、地元に残った方もいるのか、就職さ

れる方、進学される方、様々だと思いますが、答

えられる範囲で教えていただきたいと思います。 

○北村幸彦企画調整課長 委員お話のとおり、今

月７日に日体大におきましては、第２期生の卒業

式を開催いたしました。20名の卒業生を送り出し

ました。卒業の進路につきましては、支援校から

は就職が７名、そのうち網走市内が１名、福祉的

就労が５名、自立訓練が１名、進学が７名と伺っ

ております。 

○小田部照委員 ７名の方が就職されて、１名の

方が地元に、この網走に就職されたということ

で、たしか前年度も１名の方が網走に就職された

のだと伺っていると思います。その中でちょっと

気になったことが。この２期生が入学時も20名

だったのか。それとも、もう少し多かったのです

けれども、途中で辞められた方もいたのかお伺い

したいと思います。 

○北村幸彦企画調整課長 今回卒業しました２期

生につきましては、入学当初は22名で入学いたし

ました。２名減った理由につきましては、転学と

聞いております。転校ですね。転学と聞いており

ます。 

○小田部照委員 理由が転校ということなので

しょうが、様々な理由があると思います。この網

走に来て、学校が合わなかったですとか、いろい

ろな事情があると思います。そういった実態の事

情をしっかりと把握するということも大事だと思

いますが、押さえているのでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 この２名の転学の理由

については、ちょっと聞いておりません。 

○小田部委員 今後、生徒募集にも関わる重要な

ことだと思いますので、ぜひ実態の調査、しっか

り実態を把握するということにも努めていってい

ただきたいと思います。 

 一方で、今年度は26名の入学予定者ということ

ですが、単純に学校経営という観点から、最低で

も何人の生徒が確保されなければならないのか。

もし、わかる範囲であれば、40名を目標としてい

ますが、20名で学校経営は成り立つのか。それも
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踏まえてお答えいただきたいと思います。 

○北村幸彦企画調整課長 学校経営の観点で申し

ますと、やはり定員の40名がそろわなければ経営

は成り立たないと考えております。 

○小田部照委員 これで定員に満たない年が５年

連続続くということになるわけですが、今答弁い

ただきましたが、学校経営に及ぼす影響がかなり

あるのだろうなというのが今の実情だと思います

が、誘致した自治体としても、これをどのように

捉えて、今後に生かしていこうとされるのか、お

考えをお伺いいたします。 

○北村幸彦企画調整課長 日体大附属高等支援学

校は、平成29年に開校されたわけですが、その開

校以来、市民との関わりを大切にする、地域に密

着した学校づくりを進めておりまして、様々な形

で地域との交流を通じまして、地域に根づいた魅

力のある学校として、今後につきましては、日体

大と連携を図りながら、定数確保に向けた支援を

行うとともに、有効な周知方法なども含めまし

て、支援校と協議しながら検討してまいりたいと

考えております。 

○小田部照委員 日体大としっかりと連携して、

協議を進めながら、生徒募集に関してもそうなの

ですが、大切なことなのですが、まず５年連続40

名に満たない年が続いたと。しかし、学校経営に

は40名の定員が必要であるというようなお考えで

しょうから、これを年度ごとに、開校当初は制度

上、告知が遅れて、生徒募集が遅れたという理由

があったのですが、今年に限ってはコロナの影響

も多少はあるのかもしれませんが、いずれにして

も５年間連続で定員に満たないという、この原因

をしっかりと追求して考えて検討していかなけれ

ばならないと思いますが、その辺はどのように捉

えていますか。 

○北村幸彦企画調整課長 今回定員に満たなかっ

た理由につきましては、委員おっしゃるとおりコ

ロナの関係で、例年行っておりました学校の説明

会とかが通常どおり開催できなかったということ

が大きいこともございます。あと支援校からの話

によりますと、高等支援学校が道内でちょっと増

えているという傾向もございまして、そういうこ

とで選択肢が広がったということもあって生徒が

分散したのではないかということもございます。 

 いずれにしましても、市としましては定員定数

確保に向けまして、先ほど申し上げたとおり支援

校と連携協力しながら生徒確保に努めてまいりた

いと考えております。 

○小田部照委員 道内でも、ほかの地域にも特別

支援学校ができてきたということで、言い方はあ

れですけれども、生徒の取り合いのような状況に

なると思います。日体大は特色のある学校ですの

で、まだまだ生徒が来る魅力というのは、網走の

魅力も踏まえてあると思いますので、しっかりと

地域に根づいた学校にしていくためにも生徒募集

のＰＲですとか、周知の仕方、やり方など、今一

度見直し、より一層の工夫と努力が必要だと思い

ますが、その辺に関してもう一度答弁をお願いし

ます。 

○北村幸彦企画調整課長 答弁も繰り返しになり

ますが、先ほど申し上げたとおり、日体大の魅力

をＰＲするような形の工夫などを支援校と連携し

ながら進めていきたいと思っております。 

○小田部照委員 しっかりと日体大と連携しなが

ら、誘致した自治体として、しっかり40名定員が

続くようにいろいろなやり方、検討、工夫、努力

を続けていっていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 同じく51ページ、地域おこし協力隊に関してで

すが、これに関しても他の委員からいろいろと質

疑がありましたが、この制度はあくまで地域協力

活動を行いながら、その地域に定住または定着を

図るのが目的である事業だと思います。この制度

が開始されてから、うまく利用してきた地域と、

そうではない地域では大きな差が出てきているも

のだと思います。残念ながら網走は、うまく利用

できていない後者のほうだと私は感じております

が、その辺について、市はどのような認識でこの

事業に当たっているのか伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 地域おこし協力隊の制

度につきましては、繰り返しになりますけれど

も、総務省の地方支援策でございまして、都市地

域から過疎地域への生活の拠点を移し、一定期

間、地域に居住して地域協力活動を行いながら、

その地域へ定住・定着を図る取組でございます。 

現在、まちづくり会社まちなか網走に平成30年

５月より１名、博物館網走監獄に令和元年６月よ

り１名、コネクトリップに令和２年８月より１

名、現在計３名の協力隊がおります。３名とも通

常業務はもちろんのこと、地域活動へ積極的に取

り組んでいると担当課や協力隊のフォロー委託業
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者から伺っておりますが、同時に思い描いていた

活動と実際の活動との差異を少なからず感じてい

るところもあるようでございます。面接では、こ

れらの質問だけではなく、活動内容などはもちろ

んのこと、実際の生活面での心配ごとなどの相談

にも応じるなどして、ミスマッチが生じないよう

努めておりますが、引き続き関係機関との調整や

協力隊員とのコミュニケーションを密にし、隊員

の活動を支援してまいりたいと考えております。 

今後につきましては、新規協力隊の企画に当た

りましては、市にとって必要で、より魅力のある

任務など、庁内部署等通じまして、関係団体と協

議をしながら取り進め、この制度のよりよい運用

に意を用いて取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○小田部照委員 前回も質問させていただいてお

りますが、三大都市圏からをはじめとする都会か

ら地方への移住ということで、何を求めてその人

たちは来るのか。網走の魅力とマッチングさせな

ければ、この事業は成功しないのだと私は考えて

おります。今の会計年度任用職員という扱いでは

なかなか難しい、これを変えなくては難しいこと

だとは思いますが、網走の基幹産業である漁業や

農業としっかりとマッチングさせる工夫があれ

ば、先日代表質問でありましたように農家さんの

後継者不足、担い手不足、一次産業の担い手不足

にもつながりますので、しっかりと各関係機関と

協議連携をして、この事業を進めていっていただ

きたいと思います。どうですか。 

○北村幸彦企画調整課長 協力隊の関係では種々

御議論いただいております。うまくいっていない

という御指摘もございますので、その辺を含めま

して、委員の今お話のあったとおり、いろいろな

視野を広げた中で、様々な可能性も含めまして検

討してまいりたいと考えております。 

○小田部照委員 この事業はうまく活用すれば人

口減少や地域の活力となるすばらしい事業だと思

いますので、そろそろ実績が上がるような事業に

期待いたしまして、次の質問に移らせていただき

ます。 

 次に53ページ、交通安全推進事業について伺い

ます。交通安全に関しては、地域住民の皆様から

様々な意見や要望が上がっていることだと思いま

す。その中で昨年はいせの里保育園の交差点に、

いせの里保育園の設置に伴い、交差点の交通量が

増大したということで、信号機の設置の要望があ

りました。これに関連して、昨年、道警本部から

職員の方が来られて、関係者や地域住民にいろい

ろと説明をしていただきましたが、当初はこの地

域をキッズゾーンと位置づけて、子供たちの安全

対策について地域住民や関係団体と十分協議をし

ながら進めていくような旨の説明をいただいてい

たところでありますが、ちょうどもう１年くらい

たちますが、その後どのような状況になっている

のか伺います。 

○湯浅崇市民活動推進課長 いせの里保育園前の

交差点に対する交通安全対策についてでございま

すが、委員御指摘のとおり、昨年２月に北海道警

察本部より担当者が来網され、当該箇所における

キッズゾーンの設定に向け、地域及び警察、そし

て市とで継続して協議していくことを提案されて

おります。その後、北海道警察本部及び網走警察

署からは説明や協議の場が設定されていない状況

にございます。市役所内部では、キッズゾーンの

設定に向け、関係部署で協議を図り、情報共有を

図っておりますが、警察から提案がない時点にお

きまして、まだそちらの設定については踏み切れ

ていないというような状況でございます。 

○小田部照委員 警察からの連絡がないというこ

とですが、もう１年以上たって、何の連絡もない

というのもどうしたものかと。地域住民の方も気

になっているところではありますが、担当の市と

しても子供たちの交通安全のことですので、しっ

かりとそういったことも、連絡がないことも含め

て、地域住民によく説明、関係機関に説明するべ

きだと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 市といたしまして

は、当該箇所における交通安全対策につきまして

は、近々の課題と認識しており、改めて警察から

の説明、今後の取組について協議の場を早急に設

定していただくよう、警察に要請してまいりたい

と考えております。 

○小田部照委員 地域住民や関係者の理解と協力

が大前提ですので、しっかりと北海道警察のほう

に要望もしながら、子供たちの安全対策に前向き

に取り組んでいっていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 予算書49ページ、防災対策ガイドブック発行事

業について伺います。これは、ガイドブックを改

正して全戸配布するという、時期的にもコロナ禍
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の中すばらしい事業だとは思いますが、詳しい御

説明をお願いいたします。 

○渡辺昭総務防災課参事 現在のガイドブックは

日頃の備え、災害への対応、ハザードマップ等の

情報の提供になっており、新たに感染症対策マイ

タイムライン等を追加した内容を考えておりま

す。ハザードマップについては別刷りとし、土砂

災害警戒区域、１級２級河川の想定最大雨量によ

る浸水区を作成するものです。 

○小田部照委員 防災対応ガイドブックというこ

とで、今コロナ禍なのですけれども、このガイド

ブックにはコロナの防災対応みたいな、災害対応

みたいな記載もあるのでしょうか。そういった部

分の説明をお願いします。 

○渡辺昭総務防災課参事 避難所における感染症

対策とかを含めまして、コロナ対策についても記

載を行っていきます。特に避難する場合、避難所

だけが安全な場所ではないということも踏まえな

がら、身近な安全な親戚等への避難とかも含め

て、そういうことも含めて説明を行っていくこと

を考えております。 

○小田部照委員 コロナ関連に関しては理解いた

しますが、このガイドブックにはもちろん、今の

御説明ありましたが、各地域に指定した各避難所

がマップに掲載されていることなのだと思います

が、北児童館含め、避難所だったところが解体さ

れたというようなケースもありますので、今現在

網走全体で避難所というのは何箇所あるのか御説

明いただきたいと思います。 

○渡辺昭総務防災課参事 指定避難所は小中学

校、コミセン、住民センターなどを含めて47箇所

となっております。 

○小田部照委員 市内全体で47箇所の指定した避

難所があるということで理解いたしました。この

件に関しても以前から何度も質問させていただい

ておりますが、各地域によって想定される災害と

いうのも様々あると思いますが、この各避難所に

おける初動の開設マニュアルの策定がされていな

いというような現状をお聞きいたしましたが、そ

れを早急に開設マニュアルの作成をするというよ

うな答弁を何度もいただいておりますが、今の現

状はどのようになっているのか伺います。 

○渡辺昭総務防災課参事 標準版の避難所開設運

営マニュアルは平成30年８月に学校とコミセン、

住民センターに配付を行い、地域との説明を行っ

てきましたが、地域版マニュアルの作成は潮見小

学校の１箇所にとどまっております。今後は市で

想定される土砂災害や洪水浸水の際に受入先とな

る向陽ヶ丘地区を中心に地域版避難所開設運営マ

ニュアルを作成していきたいと考えております。 

○小田部照委員 47箇所あるうち、潮見小学校は

前回の答弁でも１箇所だけできていたということ

で、その後１箇所もまだ作成されていないという

現状だということなのでしょうが、一体これはな

ぜできないのか。その理由をお聞かせください。 

○渡辺昭総務防災課参事 平成31年度に二地区で

地域版避難所開設マニュアルの話し合いを行いま

したが、翌年に持ち越しになって、コロナ禍とい

うことで昨年は、本年度ですね、令和２年度につ

いては話し合いもできなかったことから作成には

進んでいない状況になっております。 

○小田部照委員 私は何年も前から、この避難所

初動開設マニュアルの作成については大変重要な

ことなので早急に作成するように、この議会で何

度もお話させていただいておりました。避難所に

おいて、せっかくこの防災対策ガイドブック、す

ばらしい事業、発行して全戸配布する、すばらし

い備蓄品を装備しても、いざ夜中に、一体その避

難所を誰が開けるか、誰が開設して、その備品を

運用するのか。決まっていなかったら、これ何も

意味ないのですよね。その辺はどのように認識し

ているのか伺います。必要ないものだと認識なの

か、早急に必要なものだという考えがあるのか、

伺います。 

○渡辺昭総務防災課参事 災害時に、夜中とかを

含めまして、災害時に避難所に行った場合に   

に入れないとか、そういうことを踏まえて、平成

31年度に行いました海岸町町内会、向陽ヶ丘連合

町内会の避難訓練においても、学校への入り方、

学校の校長先生、教頭先生との連絡が取れない場

合については、学校開放の入口の番号から入れる

ということを参加者の皆さんと共有しまして、そ

ういうものの取り扱いについても説明してきたと

ころですので、そこら辺も踏まえて今後は行って

いきたいというふうには考えております。 

○岩永雅浩企画総務部長 これまでも議会の中で

地域版の避難所開設運営マニュアルの必要性、そ

れから重要性についてはお答えしてきております

が、委員から御指摘のとおり、標準版のマニュア

ルに基づいて、各避難所で自ら地域版のマニュア
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ルを作成していくことは非常に大事だと言うこと

を答弁してまいりました。参事からもお話をして

おりますけれども、避難所においては、東日本大

震災の教訓として、開設の際に市の職員がそこに

駆けつけることができない場合が多いということ

を教訓として、そういう考え方に至ったところで

ございます。標準版のマニュアルがあること、そ

れから新年度には防災対策ガイドブックの中で新

たな内容を追加したものを策定しますので、それ

らを活用して地域の中で自主的な防災組織の組織

化も含めて、丁寧に説明をし、御理解をいただく

中で、地道に策定に向けて取組を進めていきたい

と考えております。 

○小田部照委員 毎回策定に向けた取組を進めて

いくという答弁はいただいているのですが、実

情、先ほど言ったように１箇所もできていないと

いうのが現状なのです。もともと１箇所あったの

ですけれども、潮見小学校で。でもその後は、も

う１年たって、もう何も進んでいないという現状

が、海岸町、向陽ヶ丘地域の方々と協議しなが

ら、そこは説明してきたということですが、ほか

の47箇所ある避難所の住民の方々は、一体そうい

う非常時には誰が開設して、誰が運営するのだと

いうことも定まっていないということなのでしょ

うね。理解していないということですよね、今

は。それぞれの地域、避難所に対して。その辺ど

うなのでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部長 現状におきましては、

委員から御指摘のあったとおりでございます。避

難所開設に当たって、地域の方たちがどのような

手順で開設をしていくのかということについて

は、とまどう場面が想定されますので、参事から

もあったように、地域との話し合いを進めながら

地域版のマニュアルの策定を進めていきたいと思

います。 

○小田部照委員  目標で結構ですので、スケ

ジュール感などを示していただきたいと思いま

す。 

○岩永雅浩企画総務部長 大変お答えづらいので

すが、現時点でスケジュールについては定めたも

のはありませんけれども、地域との話し合いを進

めながら、できるだけ早く地域版マニュアルの策

定に向けて、地域の御理解もいただきながら進め

てまいりたいと思います。 

○小田部照委員 いずれにしてもしっかりとした

初動の開設マニュアルというのは必要不可欠なも

のだと思いますので、スピード感と強い意志を

持って作成に努めていって、この防災対応ガイド

ブック、備品事業、全てがそうですが、この生き

た事業になるように努めていっていただきたいと

思います。 

 終わります。 

○山田庫司郎委員長 ここで暫時休憩します。 

午後１時57分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時07分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 質疑を続行します。 

 金兵委員。 

○金兵智則委員 それでは何点か伺っていきたい

と思います。 

 前の委員さんのほうからも何点かありました、

市史編さん事業について伺います。スケジュール

については令和３年度中にということでありまし

たけれども、よいものをつくるためには時間をか

けるというのは、僕自身は否定するものではない

のですけれども、ただある程度の目安というのは

考えていかないと、これはいつまでたってもでき

ないというものになっては困りますので、ある程

度の目安というところでスケジュール感をお伺い

したいと思います。 

○田邊雄三総務防災課長 発刊を含めた計画を令

和３年度で検討していくということで御説明をい

たしております。これはどのような分量の、どの

ような市史にするのか、また資料として考えられ

るもの、その収集などの見通しなど、ある程度令

和３年度に調査をし、発刊までのかかる経費も含

め、総合的に検討をしたいと思っているところで

す。 

 発刊のタイミングにつきましては、記念となる

年の事業にも絡めたことも含めて、検討できるか

も考えられますので、一つは庁舎の建設、もう一

つは市政施行の年、そうなりますと令和９年度ま

でにはつくることを時期的に考えて計画をつくっ

ていくことを検討したいと考えております。 

○金兵智則委員 ある程度、ゴールというものが

ないとだらだらとしてしまっても、またそれはそ

れで困りますので、わかりました、令和９年まで

をめどにということで事業をスタートさせるとい
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うことで理解をさせていただきます。 

 この市史編さん事業についてもう１点伺いたい

のですけれども、この事業は財源がふるさと寄附

金を活用するということでなっていましたけれど

も、これはなぜふるさと基金を使われるのかお伺

いしたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 市史編さん事業に対します

財源でふるさと寄附を活用している点でございま

すが、まずふるさと寄附金につきましては寄付者

の意向に沿った形で活用するということで運用を

しております。寄附の目的といたしましては、そ

の他を含めまして八つの項目を設定しているとこ

ろでございます。このたびの市史編さん事業につ

きましては、市史というものは網走の歴史をまと

め上げていくものと理解しておりまして、そちら

は今住んでいる方または以前住まわれていた方、

あと網走に対して好意というか関心を持っている

方含めまして、そういう方が網走をふるさとに思

われる方も関係するものということで判断いたし

まして、喜んでいただける取組だという面も持ち

合わせていると思いましたので、その他の目的で

はございますが、ふるさと寄附金を活用して事業

を遂行しようと考えた次第でございます。 

○金兵智則委員 今の説明、ある程度理解すると

ころでありますのですが、ちょっとせっかくの機

会ですのでお伺いしたいと思いますけれども、八

つの項目、ふるさと基金で使えるのは八つ項目が

あるのはわかるのですけれども、それに当ては

まってもふるさと基金は使わなくて一般財源で

やったりするものがあったり、今回の市史編さん

でいえばふるさと基金でなくて、別に一般財源で

やってもいいようなというようなところもあると

思うのですけれども、このふるさと基金を最終的

に使おうとする、使うことを決める基準みたいな

ものというのは何かあるのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 ふるさと寄附基金を原資と

した財源の活用の判断につきましては、明確な運

用上のルールというものは持ち合わせておりませ

ん。ただ、本来であれば市税等を中心とした自分

の財源というもので事業を遂行すべきであります

が、全国からの皆さんから善意ということで寄せ

られた寄附金につきましては、通常であれば実施

できないようなサービスの向上、新規事業、あと

は質を高めるような、拡充していくような事業と

いうようなもとで、あと寄附者の目的があります

けれども、その目的に沿った形の事業であること

が全体的に合致していったものに対しまして、財

源を活用していこうという考え方を持っておりま

す。 

 また、その他につきましては、幅広い活用がで

きるというもので考えておりますが、闇雲に財源

対策としてふるさと寄附金を使っていこうという

考えは持っておりませんので、そういう意味で市

民または寄付者に対して説明ができる取組である

ということが判断材料として取り組んでいるとこ

ろでございます。 

○金兵智則委員 理解をさせていただきます。決

してこの事業をふるさと納税で使うことを否定し

ているわけではなくて、ちょっと疑問に思った部

分でしたので、改めて確認をさせていただきまし

た。明確な基準はないけれども、いろいろな判断

のもとにということで理解をさせていただきま

す。 

 次に移ります。 

 公文書管理事業について伺います。来年度、新

年度は763万5,000円の予算額がついておりますけ

れども、この事業の詳細についてお伺いしたいと

思います。 

○田邊雄三総務防災課長 新規事業となる公文書

管理事業ですが、目的についてですけれども、新

庁舎の建設基本構想において、建設コストの削減

のため、ファイリングシステムの導入と文書の電

子化が明記されておりまして、新庁舎への移転が

令和６年度となることから、それまでに第１弾と

して、これまでにある文書、永年10年文書で５年

未満の文書と今後発生する文書の管理方法の見直

しによる文書量の縮減と分類なども見直しをし、

令和５年度までにファイリングシステムという手

法で行い、紙文書量を50％縮減しながら、令和６

年度以降は新たな分類方法を取り入れた電子決裁

による文書管理によるさらなる紙の縮減を図るこ

とも今後検討することと並行して行いながら、

ペーパーレス化を図ることを予定しております。 

 具体的な手法につきましては、従来の簿冊式の

整理から多くの自治体で導入事例があり、かつ文

書量の縮減に一定の実施効果が見られるファイリ

ングシステムによる整理方法を新たに導入をいた

します。ファイリングシステムは個別フォルダー

と呼ばれる見出しのついた二つ折りの挟み込みの

紙ファイルを用いて文書を保管する手法であり、
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従来の簿冊ファイルと比べ、文書をとじるための

とじ具を必要としない分、ファイルの厚みが縮減

され、収納スペースを効率的に使用することがで

きます。また、ファイリングシステムは文書の綴

じ込み方だけではなく、文書の発生から保管、当

該年度終了後の保存及び一定の保存年限が過ぎた

文書の廃棄に至るまでの一連の処理の流れ全体を

指すものであり、それぞれの文書処理段階におい

て、保管・保存が必要な物、必要ない物を整理す

ることにより、文書の縮減が図られるものです。 

 本事業の実施に当たっては、専門の指導経験を

有する民間事業者の外部委託により実施をしよう

とするものです。 

 スケジュール的には、本事業は新庁舎の完成、

移転が見込まれる令和６年度に向けて、現庁舎で

は令和３年度から５年度の３か年で本庁舎、西庁

舎の全部署を対象として行うことを予定しており

ます。全31部署を大きく二つに分け、初年度を導

入期、２年度目を維持管理という２か年を一サイ

クルとして新たな文書管理手法を導入し、３年度

目より自主管理に移行していくことを想定してお

ります。 

 事業費につきましては、763万5,000円を予定を

しておりまして、先ほど言った文書管理の改善の

指導を受ける委託料として533万5,000円、あと

ファイリングのシステムに係る消耗品など、とじ

込みのファイルなどに230万円を初年度として見

込んでおります。 

 以上です。 

○金兵智則委員 とても詳しい御説明をいただき

まして、ありがとうございます。私どもも議会で

士別市役所を見に行かせていただいて、このファ

イリングシステム、見させていただいて、とても

いい物だなというのもわかりました。スケジュー

ルも全てお答えをいただきましたので、これにつ

いてはこれで終了したいと思います。 

 次に、証明書等コンビニ交付サービス導入検討

事業について伺います。これも先の質問でマイナ

ンバーカードを利用してやっていくものだという

ことについては理解をさせていただいたのですけ

れども。たしか予算が50万円ですけれども、この

50万円の内容と財源についてお伺いしたいと思い

ます。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 事業の内容につい

てなのですが、マイナンバーカードの活用を推進

するため、カードを利用した住民票の写し等の各

証明書などをコンビニで交付するサービスについ

て、導入に向けて検討する事業でございます。 

 検討内容としましては、先進地視察を行った上

で発行する証明書の種類やシステム方式、費用な

どの情報を収集し、検討を進めるものでありま

す。事業費と事業内容の先進地視察の旅費と事務

費として、今回計上させていただいております。 

財源につきましては一般財源となります。 

○金兵智則委員 まず、導入を検討するに当た

り、先進地を視察するというのが令和３年度の事

業であるということでわかりました。 

先ほどの質問で導入時期は決まっていないとい

うことでしたけれども、これも市史編さんと同様

で、最初の年で視察をします。その後どうしま

す、こうしますというのが、視察してからという

ことになるのかどうか分からないですけれども、

これもいつ導入するか分からないのであれば、ず

るずるといかれても、それはそれでせっかくのい

い事業ですので、ある程度のめどというのは立て

ていないといけないのではと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 先ほど、まだ決

まっておりませんと回答しておりましたが、視察

の結果をもとに、あと標準システムの導入の検討

の時期も考慮しながら、今後検討していくという

ことで考えております。 

○金兵智則委員 標準システムの導入を含めて検

討していく、これは来年度やることですか。その

視察が終わってから、さらにその先にやることな

のですか。その辺もちょっとよく見えてこないの

ですけれども。結局、例えば３年後には導入した

いので、こういうスケジュールでやりますと言う

のなら理解もできるのですけれども、いつ導入す

るかわかっていないので、まず視察へ行きますと

いうことを、本当にそれでいいのかなということ

を御質問しているのですけれども、よろしいです

か、もう一度御説明いただいて。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 めどとしまして

は、交付税の財源措置が令和４年度までに導入し

たものに対してありますので、申し訳ございませ

ん。新庁舎建設に向けて、併せて最低限そこをめ

どに導入を検討していきたいと思っております。 

○金兵智則委員 実はそうでないかと思っていた

のです。なので、とりあえずそこをめどに。そこ
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から遅れることもあるかもしれないですけれど

も、そこをめどになのだろうなというのは思って

いました。それがちょっと聞きたかったです。 

 あと、システムの話がありましたけれども、今

回コンビニで交付をするという、このサービスを

始める背景に、設備がコンビニでは整っているか

らなのではないかと思うのですけれども、そう

いった考えでよかったでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 コンビニがない地

域における、整っているところ、そうですね、そ

のとおりですね。コンビニが市役所より近くにあ

る方にとりましては、証明書の受取にかかる利便

性が向上すると考えております。 

○金兵智則委員 コンビニだと発行するためのシ

ステムというか、そういうものがもう既にあるの

で、まずコンビニから始めて、まずかどうかわか

らないですけれども、コンビニから始めてみよう

ということで、コンビニ交付サービスという理解

でよかったのですよね。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 コンビニに設置さ

れております、キオスク端末を利用して事業を進

めていくと考えております。 

○金兵智則委員 それでコンビニ交付というサー

ビスを検討していこうということなのだと思いま

す。ただ、コンビニがない地域もやはりあるので

す。庁舎に来るよりはコンビニのほうが近いとい

うことなのかもしれませんけれども、そこまでの

交通手段がないような方ももしかしたらいらっ

しゃるのかもしれません。そのような場合、ほか

の施設、ちょっと思ったのは例えば郵便局さんな

んかは各地域にあったりするので、そういうとこ

ろでもサービスを受けられるようにというのは併

せて検討というのは難しいものでしょうか。検討

してみていただきたいと思うのですが。 

○高橋剛情報政策課長 委員おっしゃるとおり、

今回の事業名はコンビニエンス等というふうに記

載しておりますけれども、今導入を検討している

サービスの内容につきましては、コンビニエンス

のほかでも郵便局や大型ショッピングモール、イ

オン等の大型ショッピングモールやサツドラ等の

ドラッグストアに置いてありますキオスク端末で

も対応が可能ということもありますので、全部の

郵便局のその端末があるかどうかということもあ

るのですけれども、郵便局なりの御協力をいただ

けるのであれば、そちらに端末を設置していただ

いて、そこで証明書等を発行、受けることが可能

になると考えております。 

○金兵智則委員 大変いい事業だと思います。ま

た、そのように郵便局ですとかショッピングモー

ルさん、サツドラさんなんかでも対応することが

可能な設備はあるということですので、広い視野

で、広い場所で受けられるようなサービスを目指

していただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 次に、市政執行方針に耐震化対策が必要な市庁

舎以外の公共施設については、今後の在り方を含

め、総合的な検討を進めると明記がありました。

これについての予算は特に計上はされていなかっ

たのですけれども、どのような形で検討されるお

つもりなのか、お考えを伺わせていただきたいと

思います。 

○古田孝仁財政課長 耐震化が必要な庁舎以外の

施設の総合的な検討についてでございますが、こ

ちらにつきましては、平成27年度から28年度にか

けまして、市役所本庁舎、西庁舎、総合体育館、

市民会館、消防本部庁舎の耐震診断を行った結

果、いずれの施設も耐震基準を満たしていないと

いうことが判明いたしまして、そこから施設の優

先度を踏まえまして、まず市庁舎の建て替えを先

行するということで、現在進んでいるところでご

ざいますが、残る総合体育館、市民会館につきま

しては、新年度、令和３年度になりますけれど

も、社会教育部におきまして、社会教育施設の在

り方の調査研究をする場というものを設置いたし

まして、今後の社会教育施設の規模であったり、

事業の内容も踏まえたり、あと運営方法などにつ

いて議論を行うこととしているものでございま

す。予算につきましては、社会教育部の社会教育

委員費のほうに、打合せ等の費用は事務費の部分

でございますので、既存事業の中で増額のほうを

したところでございます。 

また、消防本部庁舎につきましては、こちらは

網走地区消防組合において検討がなされるもの考

えているところでございます。 

○金兵智則委員 であるならば、この場所である

よりも社会教育費のところで議論をさせていただ

いたほうがいいのかなと思いますので、この質問

はこちらで終わりたいと思います。 

 最後に防災について伺います。もう間もなく10

年前、東日本大震災が起こった時間になります。
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今なお、まだまだ大変御苦労されている方がたく

さんいるということで、被災された全ての方々に

改めてお見舞いを申し上げたいと思います。 

そして、この東日本大震災は我々にも多くの教

訓を教えていただいたと思います。僕が議員に

なったのもちょうど10年前、防災については数多

くのやり取りをさせていただいたのかなと思いま

す。ある一定程度のこの10年間、10年一昔ではな

いですけれども、昔にしてはいけない話、これに

ついては話だと思います。今後もしっかりとした

防災対策をしていかなければならないのかなと思

いますけれども、10年前から備蓄の事業について

はいろいろと質問させていただきました。この防

災備蓄整備事業、今年度より予算が大幅に減少し

ておりまして、去年の予算から見れば３分の１と

なっています。これまで備蓄品の整備を様々行っ

てきているということは認識しておりますので、

新規の整備については一定程度終了しまして、入

れ替えということで予算が少なくなったのかなと

いうふうに考えるところでありますけれども、来

年度整備するものの詳細と整備の状況について、

改めて伺いたいと思います。 

○渡辺昭総務防災課参事 防災備蓄品について

は、平成25年度から計画的に更新を行ってきてお

り、令和２年度は非常食のほかにバスタオル等の

更新費用がありましたが、令和３年度は平成28年

度に整備した潮見小と市役所の備蓄、非常食、乾

パンアルファ化米、アルファ化米使用水と東小の

学校トイレ用薬剤の更新のみの81万4,000円と

なっており、前年に比べ大幅に減額になっており

ます。 

○金兵智則委員 御答弁の中である程度、一定程

度進んだ中で、賞味期限の切れる物なんかの入れ

替えだということで理解をさせていただきたいな

と思いますけれども。また、今ではこれまで備蓄

を進めてきた中で、新型コロナウイルス感染症と

いうものが出てきまして、それに必要とされるも

のの備蓄も必要となってきました。それらについ

て、例えばマスクなども備蓄を行ってきていると

認識しておりますけれども、現状どのようになっ

ているのか、改めてお伺いしたいと思います。 

○渡辺昭総務防災課参事 コロナ関係の備蓄品に

ついては、リード期間内での避難所の持ち込みを

想定しておりますが、現在学校への保管を協議さ

せていただいており、今後協議が整い次第、学校

への保管を行っていきます。 

 コロナ関係の備蓄品については、ダンボール

ベッド、ダンボールパーティション等300組、

サージカルマスク5,500枚、フェイスシールド240

個、自動手指消毒器42台、送風機90台が主な物に

なります。 

○金兵智則委員 各避難所に備蓄をしている物

と、そうではない物がありますが、話し合いを進

めていって、それが置けるようになるようにとい

うことが全て網羅された答弁だったのかなと思い

ますので、そこはそこで理解をさせていただきた

いと思います。 

 防災では、やはり防災訓練というのは重要なの

だということも、ここ10年ずっと言わせていただ

いてきております。まず、来年度想定されている

訓練、どのようなものがあるのかお伺いしたいと

思います。 

○渡辺昭総務防災課参事 令和３年度は、毎年実

施している嘉多山地区と栄・浦士別地区と網走市

町内会連合会の協力で実施する二地区に加え、本

年度も実施しました小中学校の防災教育の継続に

向けて、引き続き協議していきたいと考えており

ます。 

○金兵智則委員 これまで続けてきたところも、

さらに来年度も行うというような答弁だったのか

なと思いますけれども。例えばコロナ感染症によ

りまして、避難所開設がこれまで想定していたや

り方では対応しきれなくなってきているのではな

いかと考えます。先ほども避難所の開設のマニュ

アルがそれぞれの避難所でないというお話で、な

かなか大変な御苦労をされる場面が出てくるので

はないかというお話もありましたけれども、その

コロナ感染症によって避難所開設をするときに、

個人スペースの確保の距離をこれまでより多く取

らなければいけなかったり、例えばつい立てを設

置しなければならなかったりというようなことが

出てくるのかなと思います。そのようなことを踏

まえて、コロナ対策を含めた避難所開設訓練や避

難訓練なども考えてみていただいて、これを行う

ことによって開設マニュアルをつくっていくとい

うような考え方もあるのではないかと思います

が、いかがでしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 令和２年８月７日に網

走市町内会連合会、北海道民生委員児童委員連盟

網走支部、網走青年会議所、コミセン連絡協議
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会、市、網走市社会福祉協議会の参加により、感

染症対策を踏まえた避難所開設訓練を行っており

ます。その中で、感染者の動線の確保や間隔を

取って避難させること、ダンボールベッド、ダン

ボールパーティションの組み立て、設置を行って

います。 

 また、地域防災訓練の中でも町内会、学校、感

染症対策の避難所開設訓練を実施しておりまし

て、全ての中で感染症を踏まえた避難所開設につ

いて説明を行ってきており、その中でダンボール

ベッドの組立てなどを説明しております。 

 令和３年度につきましても、同様にダンボール

ベッド、ダンボールパーティションの組立てや設

置についても引き続き行っていきたいと考えてお

ります。 

 今のこのような取扱いを含めまして、地域版の

避難所開設運営マニュアルに反映したいと考えて

おります。 

○金兵智則委員 もう既にどこかでやられている

というようなことなのだと思います。これは各地

でできればいいのかなと思いますけれども、その

辺の考え方についてはいかがですか。そのマニュ

アルづくりも含めて、各避難所でちょっとずつで

もやれるような体制を整えていけたらいいのでは

ないかと思いますけれども、それについての考え

方、お伺いしたいと思います。 

○渡辺昭総務防災課参事 各地域とお話をさせて

いただきながら、可能な限り進めていきたいとは

考えておりますが、全ての地域が全てできるのは

ちょっと難しいものですから、できる可能な範囲

から進めていきたいと考えております。 

○金兵智則委員 もちろん、可能なところから順

次進めていっていただきたいなと。やったところ

のある場所と、まだやられていないところで、も

し本当に何かあったときには差が出てきますの

で、やはりやれるのであれば可能な限り進めて

いっていただきたいと思います。 

 あと、コロナ禍における避難所開設について

は、国がホテルなどの宿泊施設を避難所に活用す

ることを求めており、北海道内の市町村ではその

対応が進んでいないと、新聞報道が先日行われま

した。その記事によりますと、網走市は検討中、

未決定というふうになっていましたけれども、あ

の新聞記事では詳細がわからなかったというとこ

ろもありますので、現状どのような状況なのかお

伺いしたいと思います。 

○渡辺昭総務防災課参事 ホテル利用につきまし

ては、2017年に北海道と北海道ホテル旅館生活衛

生同業組合との協定を活用することと考えており

ますが、詳細な取扱いが未定であるため、今後も

協議を進めてまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 その新聞記事の中に、今おっ

しゃった締結の話も載っていました。締結はコロ

ナ禍前に締結されており、感染対策を前提として

いないため、道による協定の効力はなかなか見通

せないのではないかという明記がされておりまし

た。そして、市町村は宿泊施設と避難所としての

運用可能かどうか、まず話合うべきであるという

ことも書いておりましたけれども、その辺につい

て見解を伺いたいと思います。 

○山田庫司郎委員長 答弁調整のため、暫時休憩

します。 

午後２時36分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時37分 再開 

○山田庫司郎委員長 それでは、再開します。 

 金兵委員の答弁から。 

 総務防災課参事。 

○渡辺昭総務防災参事 ホテル利用につきまして

は、かねてからの災害時協力協定ということで、

ホテルを避難所として使うことについて協力いた

だいているホテルがありますので、そちらのホテ

ル等含めまして、今回のコロナ対策含めて、実際

に避難者として受入が可能なのかどうかも含めて

協議をさせていただきたいと考えております。 

○金兵智則委員 とりあえず、まず可能かどうか

の話だけでもしてみるというのが、まず第一歩か

なと思いますので、進めていただきたいと思いま

す。 

 先ほどもありました防災対策ガイドブック発行

事業についてお伺いをさせていただきたいと思い

ます。このガイドブック作成事業732万3,000円の

計上をされていますけれども、これの予算の内訳

と財源についてお伺いしたいと思います。 

○渡辺昭総務防災課参事 予算については、ハ

ザードマップ、ガイドブックの印刷代260万4,000

円、郵送料162万4,000円、防災ガイドブックの作

成業務229万9,000円、ハザードマップの地図デー

タを印刷データに変換する業務79万6,000円の合

計732万3,000円になります。財源については地域
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づくり総合交付金360万円になります。 

○金兵智則委員 それでは、先ほど改訂の内容に

ついては感染症対策やマイタイムラインが追加さ

れるといったような御説明がありました。この作

成発行のスケジュールはどのようになっているの

か、お伺いしたいと思います。 

○渡辺昭総務防災課参事 令和３年４月に発注を

行い印刷データを９月頃までに完成させ、印刷発

注を行い、10月から11月頃には市民への配布を検

討しております。 

○金兵智則委員 10月から11月には配りたいとい

うことですので。前回出たのは平成26年２月です

ので、早い対応なのかなと。これの改訂だから早

いのか、その辺ってそういうものなのですか。 

○渡辺昭総務防災課参事 内容的に業者さんとの

確認を行い、ある程度この時期で、このくらいの

時間でできるという判断をさせていただきまし

て、10月から11月頃の配布を予定しております。 

○金兵智則委員 ちょっと改めてお伺いをしたい

と思います。前回の発行から約８年経過しており

ます。先ほど来いろいろ出ています、令和６年度

には新庁舎が供用開始となる。この新庁舎は一時

避難所としても活用するという話がずっとありま

した。そのような状況の中で、来年度にこの防災

ガイドブックを発行しようということを考えられ

た理由はどうしてなのでしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 令和２年度末に土砂災

害警戒区域指定が完了すること、１級・２級河川

の想定最大規模の浸水区による浸水域が完成した

こと、感染症対策の上で避難方法等を追加するた

め、令和３年度としたところです。 

○金兵智則委員 その辺が一段落したので全面改

定に踏み切ろうということなのだと思いますけれ

ども、先ほどもちょっと言いましたけれども、令

和６年度には新庁舎になるということで、もう

マップの庁舎の位置が３年後には変わってしまう

というような状況なのですけれども、その辺につ

いてどのようにお考えなのかお伺いしたいと思い

ます。 

○渡辺昭総務防災課参事 今回作成するガイド

ブックにつきましては、ガイドブックの冊子版と

ハザードブックと別刷りとしますので、出来上

がったものについては直すことはちょっと難しい

のですが、ホームページ等で公開しているデータ

につきましては、庁舎移転の際には場所を移動す

ることは可能となりますので、そのような取扱を

していきたいと思っております。 

○金兵智則委員 取りあえずガイドブックはつ

くってしまったら、直せないので仕方がないけれ

ども、ホームページ上は新しくしておきますよと

いうことなのかなと思いますが、例えばその頃に

また、例えば前回は今から８年前ですので、次も

８年後になるのか、５年後になるのか、３年後に

なるのかわからないですけれども、その次という

ようなことについては構想みたいなものはあるの

でしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 内容の更新につきまし

ては、状況を見て必要に応じて更新を行っていく

必要があると考えております。 

○金兵智則委員 その辺も適切なタイミングでと

いうようなことなのかなと思いますけれども、業

者さんに発注をかけるということだったのですけ

れども、229万3,000円というのがこのガイドブッ

クをつくってもらうために委託費か何かになるの

がこのお金だということでいいのですか。 

○渡辺昭総務防災課参事 そのとおりになりま

す。 

○金兵智則委員 話を聞いている限り、このガイ

ドブックの改訂版なのに230万円をかけて委託す

るというのが、ちょっと僕には疑問なところもあ

るのですけれども。委託先の選定の方法というの

は、何か考えていらっしゃることはあるのです

か。 

○渡辺昭総務防災課参事 委託につきましては、

公募型のプロポーザル方式を想定しております。 

○金兵智則委員 プロポーザル方式を検討してい

るということですけれども。例えばこの防災ガイ

ドブック、大きさがこのままでいくのか、例えば

東京都のように持ち運ぶかどうかは別にして、大

きさを小さくして、もっと厚いものでいろいろ読

み物がついているようなものを作成するとかとい

うのであれば、まだ理解はさせていただけるので

すけれども、これに何か新たな部分を差し替える

というようなイメージしか、差し替える、または

感染症の部分を加えるという部分でしかなかなか

あれなのですけれども。 

例えば今後、現在のガイドブックの中でもＱＲ

コードが明記されていて、読み込むと今、ホーム

ページ上で最新のマップが見られるようになって

いるのは理解をさせていただきます。ただ、今後
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つくっていくものについては、これまでよりＩＣ

Ｔの活用を念頭に置いたものではなければならな

いのではないかと思います。例えば、読み込めば

現在地から一番近い避難所が表示されて、そこへ

の避難経路が明示されるなど、様々な工夫が考え

られるのではないか、ＩＣＴに関しては考えられ

るのではないかと思います。今度のガイドブック

では、そのようなことも念頭に置いて作成しなけ

ればならないのではないかと思いますけれども、

委託してまでも改訂するのですから、その辺のこ

とも含めた改訂をしていただきたいと思いますが

いかがですか。 

○渡辺昭総務防災課参事 ネットを利用される方

も増えてきており、今御説明のありました、自分

の居場所から近くの避難所までの距離がわかるア

プリや降水量等を表示するＱＲコードなど、イン

ターネットを介してすぐに確認できる手段等につ

いて検討し、見やすい、わかりやすいガイドブッ

クの作成になるように検討してまいりたいと考え

ております。 

○山田庫司郎委員長 質疑の途中ですが、ここで

平成23年３月11日午後２時46分に発生いたしまし

た東日本大震災におきまして犠牲になられた方々

に対し、追悼の意を表するとともに、心から御冥

福をお祈りするため、黙祷を捧げたいと思いま

す。 

 御起立を願います。 

 黙祷。 

 黙祷を終わります。 

 着席願います。 

 それでは、金兵委員の質疑から。 

 金兵委員。 

○金兵智則委員 そのＩＣＴ関係のことも、いろ

いろと検討をしていただいてガイドブックを作成

していただけるという答弁をいただきましたの

で、これについてはその方向でぜひとも進めてい

ただいて、ただいつもよりちょっと早めの納期で

お話をされている中で、新たなことが追加になる

ので厳しい状況もあるのかなと思いますけれど

も、ぜひともいいものをつくっていただいて、

配っていただければと思います。 

 質問を終わります。 

○山田庫司郎委員長 永本委員。 

○永本浩子委員 永本でございます。それでは、

質問させていただきます。 

 予算書の49ページ、職員研修の中の一般研修費

ですけれども、500万円ということで、ほぼ毎年

同じくらいの予算が上がっているところですけれ

ども、まず、はじめに研修の対象と研修内容、

様々あるかと思いますけれども、お聞きしたいと

思います。 

○寺口貴広職員課長 研修の対象と研修内容につ

いてでございますが、一般研修につきましては、

集合研修と派遣研修の大きく二つに分類すること

ができます。 

まず集合研修ですが、新規採用職員を対象とし

たビジネスマナーや実務の基礎などの習得を目的

とする研修のほか、在職５年程度の職員を対象と

した課題発見、改善に関する研修、在職10年程度

の職員を対象とした大空町職員と合同で実施する

政策形成研修、あと係長職以下、全職員を対象と

した接遇研修などを令和３年度に実施する予定と

しております。 

また派遣研修としましては、職員自らが選択

し、各職場における専門知識や技能を習得するた

めの研修に派遣する制度を設けているところでご

ざいます。 

○永本浩子委員 今お聞きしまして、各年代とい

うか、実に様々な研修、大変充実した角度の研修

が行われていると思いましたけれども、最近市民

の皆さんから、一時期とても市役所の職員の方の

対応がすごくよかったという声も聞いていたので

すけれども、最近はちょっと態度や対応などへの

要望の声を聞くことが多くなっておりまして、中

でも窓口対応とか、少し経験を踏まれた方にこち

らが名刺を出しても名刺をもらえなかったとか、

そういった接遇とかも、社会人として基本の対応

マナーの研修という、この中にも既に含まれては

いますけれども、現実そこが、全員ではないです

けれども、生かされていない部分があるのではな

いかと思うのですけれども、その点はいかがで

しょうか。 

○寺口貴広職員課長 職員に対しましては、日頃

から研修などを通しまして、市民の皆様との信頼

関係を築くために、丁寧で優しい対応に心がけな

ければならないと指導しておりますが、今回この

ような御指摘を受けたことは大変残念であり、再

度市民の皆様への対応について指導を徹底してま

いります。 

○永本浩子委員 ぜひその点、お願いしたいとこ
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ろなのですけれども、私たちは役所に来るのはご

く普通のことで、本当に慣れているので、全然そ

う思わない部分もあるのですけれども、一般の

方、特にたまにしか来ない方にとっては、ちょっ

とやはり緊張したりとか、どこにどの部署がある

のかがよくわからなかったりという中で、来たと

きに、ちょっともう少し丁寧にしてもらいたいと

いう声などが出るのかなと思います。 

 またある方からは、こちらから声をかけないと

何も言わないというのではなく、窓口に行った

ら、できれば職員のほうから、「こんにちは、今

日はどうされましたか。」というような声かけ、

挨拶運動というものを心がけていただけないかと

いう声もいただいておりますが、この点はいかが

でしょうか。 

○寺口貴広職員課長 挨拶はあらゆる場面でコ

ミュニケーションの基本であると同時に、職場内

においても欠かせない礼儀であると認識している

ところです。しかし、この基本である挨拶がおろ

そかになる場面も度々見受けられることから、挨

拶の大切さを改めて確認するとともに、組織の活

性化と市民満足度の向上を目的として、平成28年

４月の１カ月間を挨拶再確認月間として実施した

経過がございます。 

 このときから、約５年が経過していることか

ら、再度の取組について検討してまいります。 

○永本浩子委員 すばらしい取組だと思います

し、やはり年月がたつとだんだん慣れが生じてく

るということもありますので、こういった挨拶月

間等を取り入れていただきまして、また市民の皆

様から愛される市役所にしていっていただきたい

と思います。 

 また、新しい角度の研修ということで、去年Ｓ

ＤＧｓに関するセミナーを受講したのですけれど

も、そのセミナーの中でカードゲームを使ったＳ

ＤＧｓの理解ということがありました。最初、ど

んなゲームなのか説明を聞き始めたときはよくわ

からなかったのですけれども、やり始めてみると

二、三人のチームで、自治体になるチームもあれ

ば、中小企業になるチームもあれば、それぞれが

いろいろな分野のチームに分かれて、そしてその

プロジェクトを達成する中で、本当にまちの状況

のメーターというものがありまして、人口、経

済、環境、暮らしという分野で、こういったプロ

ジェクトをやると経済はよくなるけれども環境が

悪くなるとか、本当に様々な具体的な、その中で

取り上げられているプロジェクトは日本全国で既

にもう行ったことがある内容なのですけれども、

そういったゲーム、本当にやり始めてみるとあっ

という間に時間が過ぎて、本当に白熱し、楽しく

この17項目のＳＤＧｓが他人ごとから自分ごとに

なったというゲームがありまして、こういった

ゲーム等も取り入れながら、このＳＤＧｓに対す

る理解を深めるということも、そしてまた市役所

職員の中でもコミュニケーションを取るために

も、大変よい取組、ゲームではないかなと思いま

したので、こういった新しい角度の研修について

は検討等はされているのでしょうか。 

○寺口貴広職員課長 研修につきましては、これ

まで実施してきた職員に応じた研修も必要なとこ

ろでございますが、職員要望のほか、その時代背

景から求められる知識や技能の習得が大切と認識

しているところでございます。 

 そうした中、昨年策定された市の総合戦略にお

いても、ＳＤＧｓの推進がうたわれておりますこ

とから、職員がこの考えを理解することは非常に

有益と考えているところでございます。 

 したがいまして、今後この研修の開催につきま

しても検討してまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ検討をお願いいたします。 

 次に、予算書の同じく49ページですけれども、

Ｊアラートの管理事業についてお伺いいたしま

す。予算が196万6,000円ということでついており

ますけれども、緊急告知防災ラジオの配付事業に

なるかと思いますが、現在の配付状況はどこまで

いっているのでしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 令和３年３月９日現在

で75歳以上の世帯、要援護者の世帯、町内会長、

民生委員、児童委員の対象者、4,293名に対し、

民生委員、児童委員や町内会連合会の皆様の協力

を得て、2,546台を貸与しており、貸与率は59.31

となっています。 

○永本浩子委員 59.31ということで、ちょっと

もう少しいっているのかなと思っていたのが正直

なところだったのですけれども、なかなか進まな

いこの原因というのはどういうところにあるとお

考えでしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 近年はインターネット

を利用される方も多く、携帯電話等において情報

収集できることから、ラジオを使わなくてもいい
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と言われる方も多くなってきていることが原因だ

と思っています。 

○永本浩子委員 ということは、設置ができたの

が2,546台だけれども、いらないということで

断った方も多く、4,293人の対象者の中でも当

たってしまった人は、これ以上かなりいるという

ことでよろしかったのでしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 現在、民生委員、町内

会長連合会の皆様にお願いして、回っていただい

ているデータなのですが、全体の７割程度が３月

９日現在で終了しておりまして、まだ３割程度が

未確認状態ということがありますので、実際には

これより人数は増えるということで想定しており

ます。 

○永本浩子委員 あと３割ということで、予算が

令和２年と令和３年とほぼ同額ということなので

すけれども、事業の内容としては継続してまだ当

たっていない３割の方のところに当たって設置を

していくという事業内容でよろしかったでしょう

か。 

○渡辺昭総務防災課参事 令和３年度の予算なの

ですが、貸与対象者への御案内のほか、緊急割込

装置の使途、コミュニティＦＭ局間の通信料、緊

急割込装置の保守点検及び管理委託費が主なもの

となっております。 

○永本浩子委員 わかりました。予算的には配付

事業に関するものというよりは、そういったとこ

ろの予算ということで了解いたしました。 

 今回、民生委員の方からちょっとお話がありま

して、現実何度行っても会えない人や名簿がもと

もと間違っていたりとか、設置までして大変だっ

たという声などがありました。大変御苦労お掛け

したということなのですけれども、多分民生委員

の皆さんから報告書も上がっていると思いますけ

れども、市のほうにはどのような声が上がってい

るのでしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 民生委員、児童委員の

皆様からは口答による報告を受けており、ラジオ

調査に関する協力依頼に訪問した先での留守が多

く、何度も足を運んでいただいたことなど、大変

御苦労をかけたということで考えております。 

 この取組の中で、新たに多数の方にラジオを貸

与することができましたので、その苦労に改めて

感謝とお礼を申し上げます。 

○永本浩子委員 今私がお聞きしたのは、報告書

の中に上がっていた声がどのようなものがあった

のかということでお聞きしたのですけれども、そ

の点はいかがですか。 

○渡辺昭総務防災課参事 民生委員さんからは、

提出していただいたのは名簿とその対象者に対す

る取扱の名簿等の報告をいただいておりますが、

その際に併せてアンケートみたいなものを照会し

ておりますので、そこに書いてあるアンケートで

は、やはりラジオが必要ないと言われている方が

いたり、ラジオを持っていって訪問したら人が倒

れていて、たまたまそれを発見することができた

とか、そういうようなことを書かれている人もい

ましたので、いろいろなケースがあるのかなと

思っております。 

○永本浩子委員 人命救助につながったというこ

とは一つすばらしいことだと思いますし、民生委

員さんによっては今まで会えなかったところに、

今回のラジオの配付を通して初めて会えてよかっ

たと言ってくださる方もいれば、やはり何度行っ

ても会えなくて大変だったという場合も、特に高

齢者は入院をされていたりとか、施設に入られて

いたりとか、表札がかかっていても現実そこに住

まわれていないことも多々あるのかと思いますの

で、そういったところで大変御苦労をお掛けした

のではないかと思っております。また令和３年度

も引き続き、残りの３割の方に対して動いていた

だくということで、そういったところも踏まえな

がらやっていただければと思っております。 

 また、このラジオに関しては、前から言われて

おりますけれども、呼人の国道沿いが特に電波が

弱くて、設置してもラジオが入らないところがあ

るようで、お家の設計の仕方、窓の向きなどにも

左右されるかと思いますけれども、このラジオが

入らないところというのは市内にどれくらいある

のでしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 弱電箇所につきまして

は、御指摘のありました呼人地区のほか、新町地

区、稲富・山里地区、嘉多山・越歳地区、海岸町

の一部、車止内地区、錦町地区、鱒浦地区など８

か所を想定しており、その解消に向けて取組を進

めます。 

○永本浩子委員 戸数にするとどれくらいになり

ますか。 

○渡辺昭総務防災課参事 昨年の夏現在の状況で

1,000世帯というふうに把握しております。 
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○永本浩子委員 こういったほぼ電波が弱くてラ

ジオを設置しても入らないというところを、今回

もまた呼人のほうからもそういった部分があった

かと思うのですけれども、民生委員さんに回って

いただくときは、事前に電波が弱くて入らない可

能性があるということはもう伝えてあるのでしょ

うか。 

○渡辺昭総務防災課参事 今回民生委員の方にお

願いしたのは、各民児協単位でお願いしておりま

すので、個々の民生委員さん、直接私たちはお話

をしていないことがありますが、基本的に説明の

中では弱い地域があると。どうしても聞こえない

地域とかがあれば、ラジオだけが万能ではないと

いうことを前提にお知らせメールへの登録等も可

能となりますという説明をさせていただいており

ます。 

○永本浩子委員 実際、地形的に難しい部分とい

うのはあるかと思いますので、お知らせメール＠

あばしりということになるかと思うのですけれど

も、このお知らせメールだとスマホをお持ちの方

でないと難しいということになりますか。 

○渡辺昭総務防災課参事 スマホ以外にガラケー

でも受けることが可能となっております。 

○永本浩子委員 ちょっと安心しました。これか

ら国もデジタル化を目指しておりますので、高齢

者でも、どこバスの予約にしても、スマホにだん

だん慣れていく時代になってくるかと思いますの

で、ラジオだけではなくほかの角度、そして最終

的には多分実際に災害が起きたときの対応となる

と、どうしても民生委員さんだけだと一人でかな

り広範の地域を受け持っていらっしゃいますの

で、地元の町内会、隣近所が助け合ってという形

が一番妥当なのかなというところで、そういった

ところの助け合いの構築が必要になってくるかと

思っております。 

 次に、先ほど金兵委員からもお話がありました

……。 

○山田庫司郎委員長 永本委員、新たな質問にな

りますか。 

○永本浩子委員 はい。 

○山田庫司郎委員長 すみません。着席くださ

い。 

 ここで暫時休憩いたします。10分休憩いたしま

す。 

午後３時06分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時15分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 永本委員の質疑を続行します。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 それでは引き続きまして、同じ

く49ページの防災対策ガイドブック発行事業につ

いてお聞きいたします。 

 先程来の質問でほぼほぼ内容の変更、またスケ

ジュール感等わかったところですけれども、せっ

かくこの防災ガイドブックをつくっていただいて

も、それが活用されないとあまり意味がないとい

うことで、意外ともらったまま飾って、棚にし

まったままという方が今までは多かったのではな

いかと思っております。 

 今回マイタイムラインを入れていただけるとい

うことで、私も一般質問で災害を他人ごとから自

分ごとにするためには、このマイタイムラインと

いうものが大変大事だということを訴えさせてい

ただきましたけれども。これもやはり実際に自分

でつくってみないと、本当の意味では活用にはな

らないと思うのですけれども、こうしたところを

せっかく出来上がったガイドブック、多分いろい

ろな活用は来年度、令和４年度からにはなるかと

思うのですけれども、どのような活用方法をお考

えでしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 一人一人が災害時の行

動や日頃からの備えの必要性について協議いただ

くことに加え、地域での助け合いで命や財産を守

り、被害を防止・軽減するためには、自主防災組

織が有効であり、地域での組織化へ向け支援に取

り組むとともに、地域での防災訓練を通した防災

意識の向上を促してまいります。 

○山田庫司郎委員長 補足ですか。 

 総務防災課参事。 

○渡辺昭総務防災課参事 マイタイムラインにつ

きましては、日頃から自分たちで考えていただく

ことが大事なのですが、それに加え防災訓練等で

使い方の研究とかを含めて行っていきたいと考え

ております。 

 近年、今年、特に小中学校の防災教育というも

のが増えましたので、そういうところも踏まえな

がら、子供たちに話すことによって親御さんに伝

わるということもありますので、そういうことも
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踏まえながら今後行っていきたいと考えておりま

す。 

○永本浩子委員 ぜひ、そういう角度が大事かと

思います。やはり地域防災訓練をやるときに、出

来上がったばかりの、配られたばかりのガイド

ブックを持ち寄っていただいて、みんなで１回開

いて、自分たちの避難場所はどこなのかを確認す

る。または仕事、職場に行っているときはどこに

避難すればいいのかを確認する。そしてマイタイ

ムラインの書き方もそこでみんなで一緒にやって

みるということが、とても大事になってくるかと

思います。 

 また、先ほども黙祷をさせていただきましたけ

れども、今日で3.11からちょうど10年ということ

で、連日にわたって様々な形で3.11の報道がされ

ている中で、やはり目を惹くのは子供たちの力は

本当にすごいなということを実感させられまし

た。釜石の子供たちに象徴されるように、小さい

頃から防災に対する教育を受けている子供たち

が、やはり逃げないといけないということを言っ

て命が助かった大人はたくさんいたかと思いま

す。どうしても年を取れば取るほど自分の経験値

だけで物事を考えてしまいがちですので、ぜひこ

の子供たちの力もお借りして、学校でやる防災訓

練等でも使っていただきながら、それを子供たち

から自分の家庭でも広げていただくということ

で、そうした方法をしっかり実施していっていた

だきたいと思っております。 

 次に51ページの東京農大の学生確保対策支援補

助金ですけれども、去年も質問させていただきま

した。平成21年の270万円がピークで、減少が続

いておりましたけれども、令和２年には14人、

220万円になり、市内からも８名の方が農大に進

んでくださったということのお話があったところ

ですけれども、令和３年、予算も200万円で、ほ

ぼ令和２年と同額ですけれども、人数とその内訳

を教えていただきたいと思います。 

○北村幸彦企画調整課長 東京農業大学学生確保

対策補助金でございますが、令和３年度の入学者

に対する補助金につきましては、まだ出身校とか

把握していないため、詳細はまだ不明でございま

すが、予算規模としましては200万円計上してお

ります。その考え方といたしましては、市内が５

名、市内市民に対しては20万円、管内、交流都市

からは10名、10万円の支給、合わせまして200万

円という予算計上でございます。 

○永本浩子委員 まだ確定はしていないという、

人数に関しては、ということで。ほぼめどが立っ

ているということではなく、人数に関してはまだ

確定していないということですか。 

○北村幸彦企画調整課長 令和３年度の入学者総

数につきましては、定員の約363名前後と聞いて

おりますが、この学生確保対策支援補助金の対象

となる人数につきましては、まだ把握できていな

いというところでございます。 

○永本浩子委員 そうですか。去年の予特のとき

には人数が出ていたので、わかっているかと思っ

たのですけれども。ぜひ、市内並びに姉妹都市等

の関係都市からの入学を望むところでございま

す。 

 同じく51ページの日体大高等支援学校入学支援

補助金についてお伺いいたします。令和３年は入

学26名ということで、多分先ほども話がありまし

たけれども、コロナで例年行っている学校説明会

もかなり難しかったのではないかと思っておりま

すけれども、１回も開けなかったということなの

でしょうか。それとも６回開いていたのが少し回

数が減ったという状況なのでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 日体大の令和３年度の

募集の取組といたしましては、学校説明会につき

ましては７月上旬に東京で１回開催いたしまし

た。例年開催しております道内の札幌、旭川、函

館、釧路、この会場につきましてはコロナウイル

スの感染拡大の影響により中止している状況でご

ざいます。 

 ちなみに東京で開催しました学校説明会につき

ましては、令和３年度の募集については20名、昨

年が59名の参加だったということで、この辺もや

はり参加人数の減少が見られる状況でございま

す。 

○永本浩子委員 でも１回だけでもやれて、まだ

よかったのかなというところなのですけれども、

40名を目指す中で、今回ちょっとコロナというこ

ともあり、順調に増えていたところが、ちょっと

伸び悩んではいるところですけれども、先ほども

道内にも高等支援学校が開設され、ちょっと競争

が激しくなったという状況だったかと思いますけ

れども、やはりこの特色を出し、差別化をしてい

く、選んでもらえるというものがこれから大事に

なってくるかと思うのですけれども、東京農大は
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どちらかというと学生さんのほうが選んでここに

入りたいということで、遠くて心配する親御さん

を説得して来てくれる方が多いのかなと思う反

面、日体大に関しては、御本人もそうですけれど

も、やはり親御さんがここに子供を預けて大丈夫

という安心感というところが大事になってくるか

と思っております。 

障がいのお子さんを抱える親御さんにとって一

番心配なのは、そのお子さんの将来というところ

だと思うのです。順調にいくと自分たちのほうが

先に亡くなってしまう。その後、障がいのある我

が子がどうやって生きていけるのかというところ

で、ここの学校に預ければ次の雇用、進学という

ところが安心だというところは、選んでもらえる

ためのとても大きなポイントになるかと思ってお

ります。例えば、令和３年度から予算を取ってお

ります、このブドウ園等のこういったところの取

組が、例えば行く行くはワインの製造、さらに雇

用につながるとか、そういった部分というのはあ

るのでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 令和３年度、実は令和

２年度から校内のハウスとかで試験的にブドウ栽

培は進めておりましたが、令和３年度から   

事業と絡めた中で、刑務所用地を活用した中でブ

ドウ栽培を進めていくという取組でございます。

まだ定着するまでは数年時間はかかるとは思うの

ですが、行く行くはそのブドウ栽培、ブドウ

ジュースをつくったり、ワインをつくったり、そ

ういうことが展開できればいいかなと思っており

ます。 

○永本浩子委員 年数はかかるかもしれませんけ

れども、そういう希望溢れる構想というのはとて

も大事だと思います。 

また、去年と今年でそれぞれ、市内に１名ずつ

の就職があったということで、雇用の継続という

のはとても大切だと思いますけれども。例えば昨

年市内に就職していただいた方は今も続いている

のでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 昨年市内に１名が就職

したという形で報告させていただきました。その

後につきましては、状況はちょっと聞いていない

状況であります。 

○永本浩子委員 いよいよこれからだとは思うの

ですけれども、ぜひ親御さんの立場に立つと、自

分のお子さんがきちんと仕事に就けて、その後安

定した生活に入っていけるかどうかというとても

大きなところだと思いますし、障がいのある方

は、やはり周りからの応援があると続けられるけ

れども、自分の特性とかをよくわかってもらえな

いとなかなか続かないというところがありますの

で、ジョブコーチとかもなかなか当市も進まない

現状ではありますので、ぜひ卒業後の支援という

点でも日体大高等支援学校と連携を取りながらサ

ポートしていけるような体制をつくっていただけ

ればと思いますけれども、いかがですか。 

○北村幸彦企画調整課長 日体大卒業後の就職に

つきまして、先ほど、昨年１名が市内に就職した

という方のお話しましたけれども、実はその会社

のほうで改造した中で、会社に住みながら働くよ

うなことで対応していただいているということも

あります。日体大につきましても、いろいろな企

業と連携を持ちながら、そういう職場実習も含め

た中で展開しておりますので、徐々に会社のほう

もそういう障がい者の雇用について浸透してきて

いると思います。 

 また、新年度から社会福祉課で新規事業の障が

い者就労支援事業、こういう事業とも連携を図り

ながら、就職先の開拓も取り組んでまいりたいと

思っております。 

 それと、ちょっと修正なのですけれども、先ほ

ど卒業後の進路の内訳を説明させていただきまし

たが、市内に１名が就職と言いましたけれども、

もう１名、就労移行支援にも１名が市内にいると

いうことで、追加で合計２名ということでござい

ます。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。うれし

い結果ということで、今後新しい学校ですので、

そういったいい流れを少しずつ築いていっていた

だければと思っております。 

 続きまして、同じく51ページの地域課題戦略推

進事業についてお聞きいたします。先ほども川原

田委員から様々な質問があったところですけれど

も、令和２年から新規事業、流れ的には前ＣＣＲ

Ｃ構想を引き継いでということですけれども、

600万円から今回700万円にプラスになりましたけ

れども、これもほぼほぼ人件費という捉え方でよ

ろしかったのでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 この事業の令和３年度

の内訳、内容でございますが、中身は４点ござい

まして、一つ目は今年度と同様に戦略センターの
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運営負担金ということで、専任職員の人件費350

万円と事務費50万円の合計400万円、これは同額

でございます。二つ目は今年度からの継続で、関

係人口創出に向けた機会づくりとしてオープンカ

レッジなどを開催し、関係人口の創出を推進する

もの、これは令和３年度は対象者の範囲を宿泊業

や観光業なども拡大して開校を予定しておりま

す。この経費が今年度と同額の200万円。三つ目

は農大学生との連携による新商品開発でございま

す。令和３年度からの新たな取組でございまし

て、将来的には戦略センターの収益事業となるこ

とを見据えまして商品化販売をすることを目的と

しております。学生による新たな製品開発をふる

さと納税の返礼品とかにしていただく提案などを

していただくことも期待しまして、商品開発研究

費用として50万円を計上しております。四つ目は

戦略センター、イノベーションベースの機能整備

といたしまして、こちらウェブ会議などのリモー

ト対応できる機器の整備として50万円、先ほどの

三つ目と四つ目の事業で100万円の増額というこ

とで、合計700万円としたところでございます。 

○永本浩子委員 農大生との連携で新しい商品が

できてくるとなると、そういったところが具体的

になって、網走としても大変うれしい内容かと

思っております。この立ち上げたところがちょう

どコロナと重なってしまったこともあって、様々

学生との連携といっても実際に来られない学生さ

んのほうが多かったような状況の中で難しい運営

だったと思いますけれども、今回のワクチンが成

功したその先に見えてくるウィズコロナ、アフ

ターコロナというところを見据えて、今後の展望

としてはどういったところを考えていらっしゃる

のかお聞かせいただきたいと思います。 

○北村幸彦企画調整課長 今後の展望についてで

ございますが、現在コロナ禍で人の行き来に制限

がありますのが、昨年東京農大のキャンパス内に

開設されましたオホーツクイノベーションベース

を活用したビジネスパーソンが利用できるコワー

キング機能や、農大生の網走定着促進に向けた取

組などができればいいかなと考えております。 

○永本浩子委員 １日も早いコロナの終息を願い

ながら、あとこういったところを通して網走がま

た一段と大きく前に進めることをお祈りいたしま

して、私の質問を終わらせていただきます。 

 以上です。 

○山田庫司郎委員長 次、挙手願います。 

 松浦委員。 

○松浦敏司委員 何点か質問させていただきま

す。 

 はじめに予算説明書の12ページですが、歳入の

株式等譲渡所得割交付金ということで、1,362万

円、前年度よりも7,061万円の増と、ほぼ２倍と

なっています。市で個人、法人とも固定資産税や

入湯税、都市計画税など、ほとんどの税収が減少

している中で、この株式等譲渡所得割交付金が２

倍にも伸びている、その要因について伺います。 

○古田孝仁財政課長 歳入の株式等譲渡所得割交

付金の予算額でございますが、昨年より伸びてい

るというところでございます。まず、こちらの交

付金につきましてですが、こちらは北海道が一定

の特定口座における上場株式等の譲渡による所得

に対して課税されたもののうち、受領額の59.4％

について市町村へ配分する、交付するものでござ

います。 

各市町村への配分につきましては、個人の道民

税の総額に対する各自治体の個人の道民税の額で

按分して交付されることになっております。 

上昇した理由でございますが、こちらにつきま

しては国のほうからの指示率がございまして、そ

ちらで1.84程度伸びるということで、指示が１月

にありました。それを受けまして算出したところ

でございますが、背景といたしましては、この１

年の株価の上昇等がありますので、そちらを受け

た税額が増えたことによるものと考えているとこ

ろでございます。 

○松浦敏司委員 私の認識は、株というのは会社

が順調に業績を伸ばしていると、そういう中で株

価が上がっていくという認識でいたのですけれど

も、ここ最近の株式というのは、世界的に見て

も、いわゆる経済と直接関係なく、株だけが上が

るというようなことがままあるということで、日

本においてもこれだけコロナで痛めつけられてい

る経済、こんな中において株価だけは過去最高の

ような数字も出たりするということで驚くばかり

であります。 

 基本的に道や国からのそういった按分みたいな

ので出ているということでありますから、それは

それで理解いたしました。 

 この株価をこれだけ支える要因というのは一体

なんだというふうに原課では考えているのでしょ
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うか。 

○古田孝仁財政課長 株価についての原課ではな

いので何とも言いようがございませんけれども、

世界的なコロナの感染症による影響によりまし

て、世界のお金が行き先を失っている、運用先を

失っているという中での日本の株式市場が選択さ

れていることも要因なのかなとは思慮しておりま

すけれども、本当のところは私どもは把握できな

いところでございます。 

○松浦敏司委員 そういうことですよね。ただ、

言わんとすることは私も同じであります。こう

いった形で今世界的にも金融緩和政策というよう

なことで、日本においては日銀などが公的マネー

を注ぎ込んで、そして株価対策を行ってきている

というふうなことを言われております。 

 ある調査によると、世界のビリオネアのリスト

というのがあるのだそうですが、日本の大富豪三

十数人の資産合計額というのは、最近の10カ月、

たった10カ月です、コロナが蔓延するその中で、

当初12兆円の資産であったのが、この10カ月で22

兆円へと10兆円も増えていると。大富豪の資産の

ほとんどが実は株式だそうです。その株式を売っ

て利益を得ても税金はたった20％です。庶民が残

業して一生懸命働いて、そして年収が少し増えた

ら、そこには増加分として所得税や住民税や社会

保険料など、それぞれ10％前後の税金がかかると

いうことで、いかにこの不公平感があるかがわか

るのではないかと思います。 

 網走市内においても、この株式譲渡所得割が

1,362万円という予算を立てているということ

は、それなりの積算の根拠があって計上している

ということだと。それが先ほどの答弁だったとい

うふうに思うのですが、そういうことで間違いな

いでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 予算の参考にしたのは国か

らの指示率でございまして、国のほうとしては、

国として指示を出した背景としてはそういうこと

を総合的に検証して算出した数値だと思っており

ます。 

○松浦敏司委員 これはどの程度までわかるかわ

かりませんが、網走でも企業や、あるいは個人の

皆さんで株取引をしているのだと思います。一定

程度いるからこういうふうな数字も出てくるのだ

と思うのですけれども、その辺は原課ではなかな

かわからないのでしょうか。おおよその人数とい

いますか、そういったものはわからないでしょう

か。 

○古田孝仁財政課長 こちらの交付金の算定にお

きましては、網走市民が株式を売って、儲けた、

儲けないということではなくて、北海道全体の道

民税の個人の額に対する網走市の道民税の額なの

で、それは一律道民が平等に同じだけ利益があっ

たという中で算出されるものでございます。網走

市内の方がどれだけ株式所得があるかというのは

わからないところでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。私は株をしない

ので、全くその辺はわかりません。 

 次に移ります。 

 10ページの固定資産税の土地建物の関係で伺い

たいと思います。今年は３年に一度、評価がされ

る年だと思います。土地と建物を見直すわけです

けれども、評価時点の昨年１月１日まで、全国的

には地価は上昇傾向にあったと聞きます。多くの

地点で負担増となるというふうにも聞いていま

す。家庭と事業者に配慮し、課税額が上昇する場

合は2020年度の税額に据え置きし、下落する場合

にはそのまま税負担を減らす、または現行の負担

調整措置等を３年間延長するというふうにもなっ

ているようですが、当市の場合は若干違うように

も感じるのですが、前年度より１億4,000万円ほ

ど減少していると、これはコロナの関係が要因だ

と思いますが、その辺の要因と収納率というのは

どのように想定しているのか伺います。 

○高橋勉税務課長 固定資産税についてのお問い

合わせでございますが、前段委員おっしゃられた

とおり、令和３年については基準評価外の年とな

ります。都会では新聞等報道されているように、

委員おっしゃったように、そういった地価が高騰

している傾向にあるというのは、これは私も認識

しております。そして先ほどおっしゃられたよう

に、そういった一時的に高騰したものについて

は、従来からを上回らない形で課税していくとい

うような、おっしゃるとおりだと思います。 

 ただ網走市の場合は、先ほども申しましたとお

り令和３年は基準評価替えの年度に当たります。

土地についても御存知かと思いますけれども、市

内ほとんどの地域で評価額については減少傾向に

あるという状況でございます。 

それと予算額が１億4,000万円ほど減額となっ

ていると、令和２年度と比較して、その要因とし
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ては、大きく２点ございます。１点目は新型コロ

ナウイルス感染症に関する軽減措置の影響。それ

ともう１点は、先ほど申しましたとおり令和３年

は基準評価替えの年度でありまして、土地、家屋

について全体的に影響を受けまして、令和２年度

と比較して予算計上額が少なくなったものという

ことでございます。 

それともう１点の収納率、収入率の関係でござ

いますが、市税全体のことになりますけれども、

収入率については年度によってこれまで若干の変

動はありつつも、ここ数年については高い水準を

維持しているものと考えております。これは税の

基本であります公平・公正、これを主眼に徴収対

策に取り組んで、詳細な財産調査に基づきまし

て、滞納処分の強化を進めてきた結果であると考

えております。 

令和３年度の市税の徴収率につきましては、市

税全体で93.4％、令和２年度の当初予算と比較し

ましてマイナス１ポイントほどを考えまして、予

算計上しております。 

○松浦敏司委員 わかりました。結局、コロナの

影響というのは相当あるということ。あとは評価

替えですから、これはこれでわかるのですが。コ

ロナの関係で減額あるいは減免などを行う中で、

結局新年度では１億4,000万円減少するというこ

となわけですけれども。それはそれで理解できる

のですが、その分について、例えば、コロナの分

について、減った分については国が補填するとい

うようなことはないのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 コロナの感染症による影響

によって市税が減収したことに対します国からの

補填というか財源措置でございますが、資金手当

としてまず減収補填債の発行、特別減収対策債の

発行、あと税の支払いを猶予、１年間ですけれど

も猶予した場合は猶予特例債の発行があります。

その内、減収補填債のみが後年度交付税で支払い

に応じて措置されるということになっておりま

す。残る二つにつきましては、猶予のほうは当然

猶予していますので、その後猶予期間が終わった

ら徴収するでしょうということでありますので財

源措置はございません。そしてまた特別減収対策

債につきましても、そちらも一時的な資金手当と

なっておりますので、後年度の交付税措置はな

い。一時的な資金手当という対策は取られておる

ところでございます。 

○松浦敏司委員 理解しました。それで若干安心

しました。 

 次に移ります。 

 次は会計年度任用職員の関係で質問したいと思

います。正式には昨年からでしたか、一昨年でし

たか、任用職員制度ができたということで。そこ

でまず伺いたいのは、現在市の職員の中で正職員

は何名で何％いるのか。そして会計年度任用職員

は何名で何％いるのか伺いたいと思います。 

○寺口貴広職員課長 職員数についてでございま

すが、令和２年４月現在の職員数となりますが、

正職員は350名、会計年度任用職員は203名で、合

計553名となっております。このうち、会計年度

任用職員の占める割合につきましては約37％と

なっており、正職員につきましては63％となって

いるところでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。いろいろありま

す。それで男性と女性、ジェンダー平等、それで

水谷市政になって女性の幹部登用などというのも

公約に掲げておりますけれども、男性と女性の人

数の割合というのはどんなふうになっているで

しょうか。伺います。 

○寺口貴広職員課長 男女別の職員数及び割合で

ございますが、正職員につきましては男性255

名、女性95名で、女性職員の割合が約27％となっ

ております。また、会計年度任用職員では男性34

名、女性169名で、女性職員の割合が約83％と

なっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。女性が圧倒的に

任用職員では多いということだと思います。それ

で、全国の中でいろいろなケースがあるようです

けれども、このうち、フルタイムで働いている職

員というのはどのくらいいるのか、男女別でお示

しいただきたいと思います。 

○寺口貴広職員課長 会計年度任用職員につきま

してフルタイムで働いている職員につきまして

は、男性、女性ともおりません。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで次に伺いますが、会計年度任用職員制度

になると、なる前と現在の制度での給与の違いと

いうのはあるのでしょうか。どんなふうになって

いるか伺います。 

○寺口貴広職員課長 会計年度任用職員制度の報

酬につきましては、正職員の給料表を用いまし

て、その職種に応じて適用範囲を条例で定めてい
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るところでございます。旧嘱託職員制度から移行

した職員につきましては、月例報酬が下がると

いったようなケースはございません。 

○松浦敏司委員 ただ全国の例の中で、この制度

を悪用と言ったら言い方が悪いのですけれども、

脱法的行為もやられているというふうな報道もあ

ります。この制度は期末手当の支給を進めるとい

うことで、この制度が導入されました。実際は給

与を時間給制にして、削減して、期末手当に当て

ると、こういうふうにやっている自治体もあるの

だそうです。フルタイムであったときよりも15分

時間短縮して会計年度任用職員にするというよう

なことで、そのような方法も使っているところも

あるというふうに指摘されていますが、網走では

そのようなことは行っていないというふうな認識

でよろしいでしょうか。 

○寺口貴広職員課長 委員おっしゃるとおりでご

ざいます。勤務時間につきましても、制度移行に

当たりまして、会計年度任用職員を配置している

各所属に対して数度にわたるヒアリングを実施し

まして、真に必要な時間を設定したところでござ

います。人件費を抑制する目的で勤務時間を短縮

した事例はございません。会計年度任用職員の報

酬や勤務時間の設定につきましては、昨年12月に

総務省より適正な運用を図るよう、通知があった

ところでございまして、今後とも適切に対応して

まいりたいと思っております。 

○松浦敏司委員 そういうことで、ぜひ、しっか

り生活できるようなものにしていってほしいと思

います。 

 次に移ります。 

 次、市財政の関係で伺いたいと思いますが、歳

出では依然として高い公債費が続いているという

ふうに、市長の市政執行方針でも言っておりま

す。いつも伺っておりますけれども、高い公債費

が続く要因というのは、過去の身の丈を超える大

型の公共事業を連続して行ってきたという結果だ

というふうに私ども指摘しているところでありま

すが、原課としてはどのように考えているか、ま

ず伺います。 

○古田孝仁財政課長 公債費につきましては、比

較的高い水準になっているのは事実でございまし

て、そちらは過去に取り組んだ大型事業の償還に

よるものと理解しているところでございます。 

○松浦敏司委員 一時、この債務残高が高かった

ときには今より200億円くらい多かったかなと、

私の記憶では550億円前後あったのではないかな

と思います。そういう中で、今現在200億円ほど

減少してきたということでありますが、それらの

行政改革ということで、前政権の中で思い切った

行政改革ということで現業労働者をはじめとした

職員の採用を止めるといいますか、不補充という

ことが続いてきたということと、民間委託できる

ものは委託するというようなこと、それで市民に

対しては使用料、手数料というようなものが引き

上げるということで今日に至っているのだと思い

ます。職員の作業についても、それまで手作業で

あったのがワープロに変わり、そのワープロから

今のパソコンに変わりというようなことでした。

私が議員になったのが、今から25年前ですが、そ

のときは質問も手書きでした。その直後にワープ

ロとなり、職員の皆さんのほとんどがワープロに

切り替わる、こういう中でいろいろな形で働くス

タイルが変化してきたというようなことだったと

いうふうに私は今懐かしく振り返っております。 

 そういう中で、今現在、危機的な状況を脱出し

て、今若干余裕まではいかないけれども、ピーク

時よりは相当改善されたというのは私も認識を同

じにするところでありますが、その点での認識に

ついて伺いたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 財政状況の厳しさに関する

御質問かと思いますけれども、まだ公債費は続い

ております。原課としては出口の光が確実に見え

たというような状況でございますが、まだ幾ばく

かトンネルの中ではございますので、そちらにつ

いては留意しながら、きちんとそのトンネルを抜

けられるようにしていきたいというような認識で

おります。 

○松浦敏司委員 そういうふうになるのだろう

と、だから第５次の行政改革というのも、今考え

ているのだろうと思います。 

 それで、もう一つふるさと納税というのが好調

だというふうに、これも執行方針でも言われてお

りました。多額の繰入れをしても平成31年度末の

残高を維持できるというふうに言っております。

この多額のふるさと寄附金をいただけるというこ

とは大変うれしいことであると、私も思います。

ただ、これに頼り過ぎるのも危険だなというの

も、これは私の考えです。共産党の考えでもある

のですけれども。 
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それはなぜかというと、一つにはこの制度を活

用して、100億円前後の基金が集まっているとこ

ろも、実は紋別とか根室とかあるのですけれど

も、そこまでなるとちょっと私は行き過ぎかなと

いうふうに思っています。なぜなら、依存してし

まうということです。依存症に陥るとこれはなか

なか脱出するのに大変な思いをします。それで、

この制度がいつまで続くかというのは、実はよく

分からないのです。大臣が替わったり、あるいは

政権が替わったりすると、この制度が続く保証と

いうのがないのだろうと私は思います。二つに

は、その多くは、いわゆる寄附をしてくれる多く

は、特定の富裕層が圧倒的多数だと。いわゆる節

税の対策としてやっていると。三つには、網走市

の中においても結果として特定の事業者が潤うの

だけれども、多くの事業者はそうは恩恵を受けな

いということが現実ではないかと思うのです。そ

ういった意味からも、あまり頼り過ぎるというの

は問題があるのではないかと思うのです。そうい

う意味では今程度が、ほどほどにしておくのがい

いのではないかと思うのですけれども、その辺で

の認識を伺いたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 ふるさと納税により、納税

制度によります寄附金の関係かと思いますが、当

市のほうといたしましては、ふるさと納税制度に

よりいただきました寄附金の活用をする際に留意

しているという点におきましては、寄附者の意向

に沿った取組に充てること、あと通常の予算では

新たに取り組むことや拡充することが難しいよう

な事業、あと全国からの支援の大きさ、寄附金の

額の大きさによって取り組めるか、取り組めない

かということを総合的に判断し、新規拡充事業を

中心に充当、活用してきたところでございます。 

 また、この制度につきましても、いつまで続く

のかというのは、それは私どもも分からないとこ

ろでございますので、仮に制度が、例えば寄附金

の控除額が変わるですとか、あと廃止になるとか

ということになっても数年間は今充当して行って

いる事業が取り組めるような額を考えながら事業

に充当しているところでございます。 

 また、ふるさと寄附金の基金の活用に当たって

は、過度にそれに頼って、依存してというような

財政運営にならないようには気をつけているとこ

ろでございます。 

○松浦敏司委員 せっかくいただいたふるさと寄

附金は、多いに市民のために活用していくべきだ

と私は思います。ただ過度に頼るのもよくないけ

れども、せっかくいただいた基金については有効

に使わせていただくというのが一番寄附者に対し

ての誠意ある態度だと思います。 

 次に移ります。 

 次にボランティア保険に関わって質問します

が、町内会などのボランティア活動で事故があっ

て、けがをするというようなことが一定程度ある

のだろうと思いますが、どのような範囲までこの

保険が適用になるのか、まず伺います。 

○湯浅崇市民活動推進課長 町内会活動中、傷害

保険の内容についてでございますが、これは網走

市町内会連合会が窓口となり、市内の町内会を対

象に加入の推進を図っている保険制度となってお

ります。 

 内容につきましては、町内会で行う行事で傷害

を被った際の補償や、町内会が所有・管理する施

設や町内会活動の遂行に起因して第三者に害を及

ぼした際の賠償などに対応する保険となっており

ます。 

○松浦敏司委員 これはよく知られているのだと

いうふうに思うのですが。それで私も認識として

は、そのボランティア活動、町内会活動の中でけ

がをしたりするようなこともあるのだけれども、

中には車を使っていたときに物損事故を起こすと

いうような場合、私はそれは対象にならないのか

なと思っていたのですが、その辺はどんなふうに

なるのでしょうか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 町内会活動中の物損

事故につきましても、この保険で対応が可能とい

うふうに認識しております。例えば、町内会が除

雪作業に携わる際、除雪対象物を破損した際の賠

償に対しても、この保険については適用されると

いうふうに伺っております。 

○松浦敏司委員 ところが、これなかなか知られ

ていないのではないかと。私もつい最近知ったの

です。これはやはり町内会の人たちにもよく周知

する必要があるのではないかと思います。 

 次に伺いたいのは、ボランティアの中でボラン

ティアの講師をしている人が、例えばいたとしま

す。その人が車を持っていない。例えば、エコー

センターに自宅から行くとする。その場合、バス

に乗ってエコーセンターの近くのバス停で降り

る。そのバス停からエコーセンターに行く途中に
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事故もしくは転倒なり、そういったことが起きた

場合、これは自己責任なのですかというふうに、

私、実はある人に聞かれたのです。答えられませ

んでした。この辺、どんなふうになるのでしょう

か。 

○湯浅崇市民活動推進課長 ボランティア活動に

対する保険適用の関係についてでございますが、

今委員御指摘のとおり、エコーセンターという場

合におきましては、エコーセンターが主催する事

業につきましては、公民館総合保障制度におきま

して、ボランティア行事の往復途中の傷害につい

て対応しているというふうに伺っております。ま

た、エコーセンター以外でのボランティア活動に

つきましては、ボランティア活動保険というのが

社会福祉協議会が窓口で行っている保険がござい

ます。こちらに登録いただいた上でボランティア

活動を担っていただく場合につきましては、ボラ

ンティア活動の場所までの往復についての傷害の

対象となるというふうに聞いておりますので御理

解をいただきたいと思います。 

○松浦敏司委員 これも実はほとんど知られてい

ないというのが現状だと思うのです。そういう意

味では先ほどのボランティア保険の制度とか、今

回のこの制度について、やはり市民やあるいはボ

ランティア活動の人たちに、こういう制度があり

ますから安心してくださいというようなことを知

らせる必要があるのですけれども、その辺はどん

なふうに今後周知していくのでしょうか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 ボランティア保険の

制度につきましては、社会福祉協議会が窓口とな

りますが、市民活動分野でもこちらの保険が適用

となることがありますことから、今後は主催する

網走市社会福祉協議会と市のほうで検討して、周

知について前向きに検討していきたいと思ってお

ります。 

○松浦敏司委員 ぜひ、前向きどころか、しっか

り伝えてほしいと思います。 

 次に移ります。 

 最後の質問になりますが、投票所の設置、そし

て改善について伺います。これまでも一般質問な

どでも取り上げてきたわけでありますけれども、

例えば錦町の場合は女性センターがなくなった以

降、この市役所の庁舎まで来なければならないと

いうことで、大変不便だということで、鉄南地域

あるいは錦町のほうに投票所をつくってほしいと

いうふうに声がありまして、私も取り上げたこと

がありました。なかなかそれが実現しないという

のが現実でありますが、一番どんなことがネック

になっているのか伺います。 

○大嶋尚士選管事務局長 錦町会館についての御

質問ですけれども、まず駐車スペースがないとい

うことが一つ上げられます。あと会館に面する西

山通りの交通量というものを考えたときに、それ

も多いということ。それから一時的に多数の方

が、仮にですけれども来場された場合、受付で混

雑したりですとか、あと会館に入れない方も出る

といったことも想定されますので、また雨天時で

すとか冬期間を考慮すると適当ではないという考

え方をしているところでございます。 

○松浦敏司委員 それはそれでそういう理由なの

だろうなと思うのですが、一方で鱒浦の小さな会

館、あそこが実は駐車場はさらにない。錦町の場

合はすぐ近くに空き地といいますか、それは地主

さんがいますから地主さんに断って借りれば借り

られるだろうと思いますが、一方でこの鱒浦の会

館というのは川の横にありまして、駐車場ももう

二、三台くらいしか止められない。あとは路上駐

車しかない。そういう意味では鱒浦の住民という

のは相当人口が増えています。以前も取り上げま

したけれども、例えば鱒浦の羽衣団地とかオホー

ツク団地などは、南コミセンがはるかに駐車場も

広いし投票所に行きやすい。わざわざあの狭いと

ころに行く気がしないという方もいらっしゃいま

す。そういう点では、先ほどの錦町の云々と理由

を上げましたけれども、まさにこの鱒浦はそれよ

りはるかに状況が悪い中で投票をしなければなら

ないということ。投票率を本当に上げたいとなれ

ば、ここを何とかしないと前に進まないのだろう

と思います。そういう点で何らかの改善をすべき

だと思うのですが、いかがでしょうか。 

○大嶋尚士選管事務局長 今の鱒浦公民館のお話

かと思います。こちらについては現状で第20投票

区という形で位置づけされておりますけれども、

居住地域のお話、今ございました。それと線路で

すとか国道によって投票区のエリアの中で分断さ

れているというような趣旨かと思います。そう

いったことはこちらも認識しておりますし、あと

高齢化ですとか車社会ということも認識しており

ます。その上で投票所の機能面ですとか、そう

いった設置に係る執行費というのですか、費用等
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を考えたときに、単純にというか、簡単に投票所

を増やすというようなことは容易ではないという

ふうには考えてはおります。 

 ただ、先ほど委員のほうからお話がありました

改善というような、錦町も含めてのお話になるか

とは思いますけれども、昨年新庁舎の位置を定め

る条例ということで制定されております。それで

市役所の位置が、今のこの位置からさらに市街地

のほうに寄っていく、寄るという言い方がいいの

かわかりませんけれども、市街地側のほうに移る

予定でおります。あと供用開始については令和６

年度ということで予定をしておりますけれども、

それから現在の選挙人名簿の登録者数ということ

で、少しずつ人口減少とも絡むのですけれども、

少なくなってきているという状況もございますの

で、そういったことも踏まえて、今後ですけれど

も、設置はなかなか難しいとは思いますけれど

も、区割りの関係であるとか、投票所の見直しと

いうふうなことは、その時期を想定しながら考え

ていきたいと考えているところでございます。 

○松浦敏司委員 一つには、今年10月までには衆

議院選挙ありますよね。そこに向けてどうするか

と。一つは、新庁舎はまだできていないというこ

とですから、多分ここになるのだと思いますが、

やはりバスで来る人などは乗り換えなくてはなら

ないというようなことで、苦情もありますし、ハ

イヤーで来るといったら一定の金額かかるという

ようなことで、いろいろ意見が出ています。そう

いう意味でも早急に対応する必要があると思いま

すし、あと鱒浦のことで言えば、やはりこれはそ

れこそ早急に対応しないと、あれだけ人口が増え

ているのに、あの小さな会館で投票をするという

こと自体、そしてバリアフリーにもなっていない

ということ、駐車場もないということになれば、

これはもう最悪の投票所です。だから声もたくさ

ん上がってくるのです。 

 例えば、あそこの鱒浦会館のすぐ上にある丸善

団地の人たちがあそこに投票に行くとか、あるい

は沢地の人たちがそこに行くというのは理解でき

るし、あとは国道沿いにある人たちが行くという

のは一つの方法としてはそれはあるのかもしれま

せんが、南コミセンに近い羽衣団地とかというオ

ホーツク団地の人たちにすると、はるかに南コミ

センのほうが近いし、行きやすい。これはぜひ選

管のほうで、選管の会議の中で議題にして、そう

いう方向で進めてほしいと思うのですが、いかが

ですか。 

○大嶋尚士選管事務局長 投票所の確保というふ

うな意味合いでの課題というか、提起というふう

な形として受け止めさせていただきます。あと、

今お話があった部分については、個人的なもので

あったりとか、団体さんというふうな形でお話を

いただいたことはございますので、定時登録とい

いまして、その選挙人名簿の登録者数を確定する

のが基本的には３月、６月、９月、12月の一日付

けで行うのですけれども、つい先日、去る３月１

日に定時登録を行っておりますけれども、その際

にもこういった形でのお話を、別の機会でいただ

いたお話なのですけれども、ありますということ

は委員の方にはお伝えしておりますので、今後の

研究課題というふうな認識でおります。 

○松浦敏司委員 ぜひ改善する方向で、そのこと

を期待しております。 

○山田庫司郎委員長 ここで暫時休憩します。 

午後４時17分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時27分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 質疑を続行します。 

 平賀委員。 

○平賀貴幸委員 それでは、私からも質問させて

いただきます。 

 最初に予算資料の２ページには、地方消費税交

付金5,329万4,000円となっておりまして、消費税

の落ち込みが読み取れます。消費の低迷は極めて

深刻であると思いますが、国全体の予算ベースで

はどのくらいの落ち込みとなっているのか。また

網走市における消費の落ち込みの想定額はどの程

度だということがわかるのか、見解を伺いたいと

思います。 

○古田孝仁財政課長 地方消費税交付金の減から

見ました消費の落ち込みについてでございます

が、地方消費税交付金につきましては前年比マイ

ナス5,329万4,000円、5.3％の減としているとこ

ろですが、これは国の指示率0.98と、国からの令

和３年度の地方財政の見通し、予算編成上の留意

事項等についての中で、地方消費税交付金の大幅

な減が見込まれるとの内容の記載がありましたの

で、そちらを両方見据えて反映し積算した結果で
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ございます。それがマイナス5.3％としたところ

でございます。 

 国の地方消費税の収入見込につきましては、前

年度比マイナス714億円、2.0％の減、５兆8,210

億円となっております。こちらはコロナウイルス

感染症の影響による消費の落ち込みがあるもの

の、令和元年10月の消費税引き上げによる影響が

一部含まれていることと相殺された結果、微減と

なったものと推測はしているところであります。 

 当市の消費の落ち込みにつきましては、地方消

費税交付金の算定におきまして考慮したものでは

ございませんので、そちらについては分からない

という状況でございます。 

○平賀貴幸委員 ここは商工労働で続きをやらな

ければいけないなと思います。しっかりやりたい

と思います。 

 続いて、税収などの独自財源の見通しですけれ

ども、ふるさと納税を除いて、使用料、手数料、

あるいは税収などの減少が明らかになっていると

思います。改めて減少額を総額とともに御提示い

ただきたいと思います。 

 また、そこから固定資産税の評価替えによる減

額を除くと、実質減というのが見えるのだと思い

ますけれども、併せて御提示いただきたいと思い

ます。 

○古田孝仁財政課長 自主財源の減収についてで

ございますが、税収など自主財源の減収の内容と

いたしましては、市税でマイナス４億9,584万

2,000円、10.4％の減と見込んでおりますが、こ

の中には固定資産税の評価替えによる影響額がマ

イナス5,852万7,000円分含まれております。それ

を除きますと、マイナス４億3,731万5,000円、

9.2％の減となります。 

 また、分担金及び負担金ではマイナス363万

1,000円、1.8％の減、使用料及び手数料でマイナ

ス4,352万8,000円、5.8％の減、財産収入で448万

6,000円の増、8.9％の増、寄附金で５億円の増、

38.5％の増、これはふるさと寄附金の増によるも

のでございます。繰入金といたしましては１億

3,864万3,000円の増、13.6％の増、諸収入でマイ

ナス3,166万3,000円、2.6％の減、合わせまして

合計で6,846万5,000円の増、0.7％の増となって

おります。 

 先ほど言いました固定資産税の評価替えとふる

さと寄附金の増を除く、実質的な額といたしまし

ては、マイナス３億7,300万8,000円、4.0％の減

となるところでございます。 

 ただ、市税の減収に対しましては普通交付税で

の増額要素や財源手当等もありますので、自主財

源の減収が直接財政運営に支障を来すものではな

いというところでございます。 

○平賀貴幸委員 予算ベースではありますけれど

も、マイナス３億7,400万円くらい、４％の減と

いうことで、これが実質減が予算ベースなのだ

と。おそらく、私は決算ベースでまた１年後以降

考えると、これより大きくなるのだろうなと心配

しております。 

それはさておき、続けてまいりますが、経済見

通しなのですけれども、国の予算編成において

は、今年の後半にはＶ字回復するということが想

定されております。現実的でないと思います。網

走市も果たして同じ見通しでいらっしゃるのか、

見解を伺いたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 国の予算編成におけるＶ字

回復の見通しと、それに対する市の見通しについ

てございますが、国の予算編成におきまして、年

度後半のＶ字回復というような表現というか、御

質問ですが、国は令和２年12月18日付けの閣議了

解している中で、令和３年度の経済見通しと、経

済財政運営の基本的態度の中で、令和３年度の実

質ＧＤＰ成長率が4.0％となり、経済の水準がコ

ロナ前の水準に回帰することが見込まれると、言

及していることを指してのことかと推測します

が、当該見通しにつきましては、遅くとも11月頃

の状況までをもとに作成されたものと推察してお

りまして、当時はＧＯＴＯキャンペーン等も動い

ている時期で、現在起こっている第３波の影響が

ないときの推計というふうに理解をしているとこ

ろです。 

 また、それが本市の経済状況につきましては、

観光事業や飲食店事業の冷え込みが続いており、

地域経済の回復には時間がある程度かかるものと

思っております。それを反映いたしまして、市税

収入につきましても大きく減収すると、予算計上

したところでございます。 

また、期待しているコロナウイルスワクチンの

接種も若干遅れが生じているところから心配する

ところでございますけれども、その辺につきまし

ては国の動向を見極めながら、市政運営に努めて

まいりたいというところでございます。 
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○平賀貴幸委員 その辺は共感するところでござ

います。 

 次に、コロナ禍の影響が子供の出生数あるいは

出生率にも影響を与えているのだと思っておりま

す。網走市は人口ビジョンがあって、予測値ある

いは目標値というのがあって、いろいろ取組され

ているのは承知のことなのですけれども、私は聞

くまでもなく、多分これは今現状下回っていると

いうのが、これまでの答弁の積み重ねから明らか

になっていると思いますし、申し上げたようにコ

ロナ禍の影響でさらに大きくなっていると思いま

す。そう考えると、人口ビジョンというのは今年

度、新年度見直すべきものだと思えてなりません

けれども、見解を伺います。 

○高橋剛情報政策課長 まずお話のありました子

供の出生率につきましては、平成27年に策定をい

たしました網走市人口ビジョンでは2015年から

2020年までの５カ年において、目標とする合計特

殊出生率を国のビジョンとの整合性を持たせまし

て、1.65として人口を推計しております。ところ

が令和元年における当市の合計特殊出生率は1.38

と目標値を下回っている現実がございます。 

 一方で、周産期医療をはじめといたします地域

医療体制の確保や子育て世帯への経済的、精神的

な負担を軽減する取組は、全国の1.36、全道の

1.24という合計特殊出生率を上回る水準を維持す

ることの一助になっていると考えております。 

 それを踏まえて、人口ビジョンの見直しにつき

ましては、本年11月に公表されます令和２年国勢

調査の結果をもとに分析を行い判断したいと考え

ているところでございます。 

○平賀貴幸委員 そこまで待つ必要もないのかな

と正直思っているところなのですけれども、見直

しを前提で取り組んでいただくということであれ

ば、ある程度やむを得ないかなと、時期的にも思

いますが、急ぐべきだと思います。 

 ところで伺います。今年度の予算についてです

けれども、この予算で何を伸ばしていって、何を

守ろうとするのかよくわからないのです。そこに

ついてはどんな見方をしたらいいのでしょう。何

を守り、何を伸ばすための予算なのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 攻める予算、守る予算につ

いてでございますが、攻める、守るという視点で

は、予算編成に当たっておりません。必要な事業

という中でのくくりの中で取り組んでいるところ

でありまして、新年度予算につきましては、重点

事業といたしまして、新型コロナウイルス感染症

への対応、あと地域医療の確保や医療体制の充

実、あと子育て世帯や障がいのある方などを支え

る取組、あときめ細やかな地域公共交通網の維持

に向けた取組というものを重点的なポイントとい

うことで考えて編成したところでございます。 

○平賀貴幸委員 それでは聞き方を変えて、子供

に戻りますけれども、今回の予算は子供の出生数

の増加あるいは出生率の増加というのは、当面上

げていくのは難しいというふうに考えた前提の予

算だというふうに理解していいのですか。 

○髙橋剛情報政策課長 平成27年の網走市人口ビ

ジョンにおいて記載しておりますとおり、国では

仮に出生者数を増加させても、今後数十年間の人

口減少は避けられないとしているところでござい

ます。さらに、今般のコロナ禍の影響を受けまし

て、全国の妊娠届出数が前年比大幅減で推移して

いることから、今後の出生数も減少することが予

想されるところでございます。 

 今後、人口の現状分析と推計を踏まえまして、

人口減少社会による影響を抑制するため、若い世

代が安心して働き、希望どおりの結婚、出産、子

育てができる社会経済環境の実現や、地方に住

み、働き、豊かな生活を実現したい人々の希望の

実現、そして地域に即した課題の解決と地域間連

携を基本的な視点とし、総合戦略に掲げました五

つの基本目標に沿った取組を進めてまいりたいと

しております。 

○平賀貴幸委員 将来的なことはわかりました

が、今年度の予算についてです。今年度の予算で

は出生率の増加、出生者数の増加、このことは難

しいと考えて予算編成しているのか、増加できる

というふうに考えているのか、どちらですか。 

○髙橋剛情報政策課長 出生率及び出生者数の増

加につきましては、増加することは難しいと考え

ております。 

○平賀貴幸委員 予算の基本的な考え方、大事な

ので確認させていただきました。 

 先ほど地価が下がるという話も出てきました。

まちづくりが元気であれば、ここは上がってくる

のだけれども、そうではない状態になっていると

いうことが、見方によっては言えるのだと思いま

す。 

 雇用や網走市の総生産などの指標に、今年度の
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予算、どの程度影響を与えると想定された予算編

成になっているのか。予算における目標を明らか

にされたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 総生産などの指標に与える

影響についてでございますが、予算による雇用

や、市内の総生産などの指標への影響は、予算編

成作業において、そのような指標を基準には作業

は行っていないところでございます。 

 ただ、個別事業の検討におきまして、年度間の

事業量の多寡ですとか、あと経済波及効果を意識

して作業に当たっているところでございます。 

 例えばの例で申しますと、観光業で言いました

ら、閑散期などの需要喚起対策を打っていくのか

どうか。あと建築業では住環境改善補助金であっ

たり、公共施設等の建築や改修の事業量の平準

化、あと土木業であれば道路や河川などの整備の

事業量の平準化などに配慮して当たっているとこ

ろでございます。 

○平賀貴幸委員 私、予算全体としての目標とい

うのは、ある程度数値で持つべきだと思って、過

去にも質問させていただいたことがありますが、

そこよりは状況的には前に進んだように聞こえる

答弁を、財政課長が上手にされているので、ここ

は次の質問に移りますが、高校や大学を卒業した

生徒、学生の地域の人材定着率というのが大変大

事だと思います。人口減少や経済の状況を考える

と。それはどのようになっていると分析されてい

るのでしょうか。 

 また、そこを高めるための政策こそ、事業こそ

必要だというふうに思っておりまして、これまで

も高校の支援という形ではありますけれども、繰

り返し提言してきたつもりですが、そのための施

策や予算は網走市の今年度の予算、どこに当たる

のか伺いたいと思います。 

○北村幸彦企画調整課長 高校、大学卒業生の地

域への定着率というお話でございますが、令和２

年３月に卒業した大学生、高校生が市内に就職し

た率になりますが、商工労働課で取りまとめまし

た進路状況調査によりますと、農大卒業生382名

のうち、市内就職者７名で1.8％、市内の高校、

これは南ケ丘、桂陽合わせまして卒業生337名の

うち、市内就職63名で18.7％となっております。 

人口減少社会におきまして、若者の定着は重要

な課題であると認識をしております。当市の人口

構造は東京農業大学の存在によりまして、10歳代

後半から20歳代前半の人口が比較的多い特徴を

持っておりますが、農大生は卒業後、その多くは

道外に就職しております。 

東京農大卒業生の定着は長年の課題であります

が、この年代の構造に厚みを持っていることは強

みとも捉えております。なかなか具体的な対策は

できていないのではありますが、昨年東京農業大

学オホーツクキャンパス内に開設しましたイノ

ベーションベースに農大生と市内企業の接点など

から、市内定着促進にかかる機能を有する場所と

して展開できないかと検討しているところでござ

います。 

そのほか、地元企業や関係機関との連携を図り

ながら、官民一体となって若者の地元定着に向け

た取組を推進したいと考えております。 

○平賀貴幸委員 もう一度伺います。高校生につ

いてはどの事業が当たるのでしょうか。ないので

しょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 高校生全体に対する支

援というのは特段ありませんけれども、商工労働

課と商工会議所が連携をしまして、合同企業説明

会、そういうところで就職促進に向けた取組は

行っているところでございます。 

○平賀貴幸委員 以前も申し上げておりますが、

これまで高校から大学にする進学率を、我々はど

ちらかというと高校の評価を目安にしてきまし

た。しかし、今この状況になっては、地元への人

材定着率こそ評価をしっかり置き換えて、そこに

支援するような事業を組み立てていくことをしな

ければ人口減少を止めて、若者が定着して子供も

増えるということはできないというのは明らかな

のですけれども。そこに対して、今後どのような

政策を考えているのか、今の時点で答弁できる内

容があれば、ぜひしてください。お願いします。 

○岩永雅浩企画総務部長 今委員のほうから高校

の評価の在り方についてもお話がありましたが、

一概に進学率あるいは就職率をもって、その学校

の評価はされるべきではないと思っております。

そこに学ぶ生徒さんたちがどのような進路に進む

かというのは、それぞれの考え方に基づくという

ふうに考えておりますので、その進路の選択ある

いは進んだ後に保護者の方も経済的な不安がな

い、あるいは精神的な不安がないような様々な支

援については、検討していく必要があると考えて

おります。 
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○平賀貴幸委員 機会を改めて、ここは大切なこ

となので議論をさせていただきたいと思います

が、今年度の予算に欠けている欠点があるとすれ

ば、まさにここだというふうに指摘をさせていた

だきたいと思います。 

 次に、川原田委員が行革の質問をしておりまし

たので、関連して伺いたいと思いますけれども、

これから５次行革つくるということであります。

５年後には予算の状況が変わってみえるというよ

うな趣旨で市長も答弁が、代表質問の答弁に対し

てあったところです。行革というのは削減だけが

目標にされるわけではなくて、当然ながら増やす

ですとか、どう守るのか、そこを目指すための考

え方の整理とか方向性を定めるということも当然

あってしかるべきで、体制整備を図るのが行革だ

と思うのです。しかし、これまでの行革はやむを

得なかったと思うのです。削ることに主眼を置く

ような行革になったことは。ですが、これからは

抑制しながらまちづくりを、どうしても進めてい

くだけではなくて、増やすとか攻めるという部

分、そういう予算編成ではないという話がありま

したけれども、でも行革はそういう考え方を持ち

ながら、行政の仕組みを変えていくことを考えた

ものにならなくては５次行革はいけないと思うの

ですけれども、どんな考え方でいるのか伺いたい

と思います。 

○北村幸彦企画調整課長 第５次行政改革推進計

画でございますが、先ほど来、答弁申し上げてい

ますけれども、まず５次行革の検証が先に来ると

思います。そちらのほうで４次行革の計画がどの

ような形で効果が表れているか、それを検証した

上で５次行革を策定するという運びになります

が、先ほど来答弁しておりますとおり、そういう

市民サービスの向上とか、市民満足度の向上、そ

ういうところにもちろん視点をおきまして、さら

にデジタルトランスフォーメーションを見据えた

形でデジタルを中心としたＩＣＴ活用、これは新

庁舎の建設をきっかけとして、そういうデジタル

化の取組を主眼におきまして、策定していきたい

と考えております。 

○平賀貴幸委員 国は人口減少しても国の税収を

含めてＧＤＰが伸びていくような計画を立ててい

るわけです。網走市も行革については、そういっ

た形で考えていくような行革にしなければ、５次

行革は全く意味がないと思いますので、ぜひ考え

方を前に進めていただきたいと思います。 

 次に、移住の取組について伺います。新型コロ

ナ感染症の影響で移住者が増加傾向になっている

ということは代表質問の答弁でもあったところで

すけれども、それに対する網走市の対応予算とい

うのはどれに当たるのか、見解を伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 当市におけます移住に

関する事業でございますが、今年度予算から以前

の移住促進事業と網走応援事業、こちらを統合

し、それに東京農大大学の卒業生などに対する

様々なアプローチを通じて地域と多様にかかる関

係人口の創出、拡大を図る取組を加えた関係人口

創出推進事業として行っております。 

○平賀貴幸委員 私はほかにも観光課で先日補正

がありました長期の滞在を目指すような事業もこ

れに当たると思いますけれども、その認識でよ

かったでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 今委員がお話したのは

ワーケーションのお話だと思いますが、移住の話

から申しますと、今般のコロナ禍におきまして、

移住への思考は高まっていると報道がされていま

す。一方、首都圏在住の移住希望者の地方という

考え、概念につきましては、首都圏周辺であると

いう情報もありますことから、費用対効果を含め

まして取組手法など検討しているところでござい

ます。 

○平賀貴幸委員 昨今、いろいろなＳＮＳがあり

まして、ＣｌｕｂｈｏｓｅなんていうＳＮＳもあ

るのですけれども、実際聞き取り調査ができるの

です。それをしていくところ、おっしゃるとおり

首都圏周辺だとやはり思っているのですけれど

も、ＬＣＣがあって、あの金額で成田から飛べる

というのは話がやはり違うのです。網走も十分

ワーケーションの対象になるし、そこに長期滞在

の説明をすると300人くらいそこ、Ｃｌｕｂｈｏ

ｓｅに入ってしゃべっていたのですけれども、大

盛り上がりです。網走へそれだったら行ったほう

がいいじゃないという話になるわけです。つま

り、そういった長期滞在の事業、ワーケーション

で網走が十分受け皿になるというのは、これ聞き

取ればすぐわかる話で、情報さえちゃんと伝えれ

ばできるのです。しかしながら今、観光課だとか

企画で分かれているのです。私はこれはプロジェ

クトとして室のようなものを立ち上げて、新年度

集中的に取り組まなければいけない大きな課題だ
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と思います。ここを逃すと難しくなるというふう

にさえ思うので、ぜひ取り組むべきだと思います

けれども、見解を伺います。 

○北村幸彦企画調整課長 昨今のコロナ禍の影響

によりまして、リモートワークを利用しました普

段の職場から離れた観光地等の地域に滞在しまし

て、余暇を楽しみながら仕事を行う、新しい旅行

や働き方のスタイルとして、首都圏で働く方々を

中心にワーケーションなどの関心が高まってい

る、こういうことは認識はしております。 

 ワーケーションにつきましては、観光的要素が

多いという考えもございますので、ワーケーショ

ンにつきましては観光商工部が中心となりまし

て、関係する機関、団体などと連携して取り組む

ことがよいと考えております。 

 庁内の横断的な連携が必要な場合につきまして

は、情報共有、連携をしながら企画調整課が窓口

となって調整を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

○平賀貴幸委員 今の体制でやるならやるでもい

いのですけれども、必要と考えられた場合ではな

くて、必要だということを前提に動いてもらえま

せんか。そうしなければいけないと思うので、も

う一度答弁お願いします。 

○岩永雅浩企画調整部長 移住そのものもそうで

すけれども、移住の可能性を探る取組などについ

ても御指摘があったというふうに思いますけれど

も、総合戦略の全体図でも示しておりますけれど

も、網走市の魅力を発信をし、域外から需要を呼

び込む取組については、先ほどお話のあったワー

ケーションやＬＣＣの取組、あるいは企業誘致、

ふるさと納税といった部分については観光商工部

が中心になって取り組んでおります。 

 また、オリパラやスポーツ合宿などについては

社会教育部、開業医の誘致などについては健康福

祉部、さらにかわまちづくりなどについては建設

港湾部などが関係する機関、団体と連携をし、そ

れぞれ専門部署が適切に役割を担いながら、移住

といいますか、域外からの呼び込む取組について

の可能性を探ってきておりますので、現段階では

それぞれの専門部署が適切に役割を果たしていく

ことが重要だと考えております。 

○平賀貴幸委員 重要性は認めますし、おっしゃ

るとおりなのですけれども、各課が連携しながら

進めていくということは、前提でやっていくから

こそ今の答弁が生きてくるのです。その前提がな

い状態でやるとうまくいかないというふうに申し

上げておきます。ここは指摘させていただきま

す。 

 次です。 

 予算書の31ページの広報あばしりについて伺い

ます。いろいろと工夫されながらつくっているの

だろうなとは思っているのです。思ってはいるの

ですが、なかなか伝わらないという状況があるの

だと思います。一方で配布が困難な町内会、高齢

化で出てきているところもあったりするのですけ

れども、その辺の状況はどのように把握されてい

るでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 まず、広報紙の配布が

困難な町会の話でございますが、町内会の広報紙

の配布につきましては、現在社会福祉協議会を事

務局としました町内会連合会に委託して実施して

おります。また郊外地区につきましては、各区長

により配布している状況でございます。 

 広報紙の配布に当たりましては、市民の地域活

動、市政への参加を促進するため、町内会で市街

地域における広報紙配布を行い、地域コミュニ

ティ形成の一助になっていると認識をしておりま

す。 

 しかしながら、近年の町内会加入者の高齢化に

伴い、各町内会での広報紙配布が困難な町内会も

出てきていると聞いておりますが、そういった町

内会につきましては、町内会連合会や地域との相

談により近隣の町内会の協力をいただくなどして

対応しているところでございます。 

 今後このようなケースが多くなることも考えら

れますので、町内会連合会と協議しながら、将来

的な対応について検討していきたいと思っており

ます。 

○平賀貴幸委員 広報でもう一つ確認しますけれ

ども、コロナに関係してチラシが折り込まれてい

ますね。あれは、前の答弁ですと健康管理課がつ

くっているというイメージで受け止めていたので

すけれども、実際はそうではないのですか。どこ

がつくっている形になるのでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 新聞折り込みで入って

いますコロナ通信でございますが、新型コロナウ

イルス感染症対策本部が発行元ということになっ

ております。 

○平賀貴幸委員 編集をしたりするのが広報広聴
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でやっているというふうに思っていいか、それと

も対策本部でやっているのですか。 

○北村幸彦企画調整課長 チラシの編集につきま

しては、健康推進課、事務局が中心となって編集

を行っている状況でございます。 

○平賀貴幸委員 ならば、それはやはり広報広聴

係のほうに移していって、広報の専門の部署が

しっかりやっていくという体制をつくるべきだと

いうふうに私は思います。 

 そこを併せて伺いますけれども、以前もちょっ

と触れましたけれども、去年の４月11日と12日の

２日間にとある団体が約2,000件の電話と、それ

からインターネットを使ってコロナの情報はどこ

から取っていますかという調査をしているので

す。それを見ると、インターネットでも電話で

も、やはりテレビが一番大きいです。ネット調査

で46.7％で、電話調査が60％で、やはりそこから

ニュース、情報を得ているのだなとわかるのです

けれども、ＳＮＳだとかから得ているのも多いの

ですが、自治体からの広報というのはネット調査

で1.2％なのですけれども、電話調査だと0.5％な

のです。つまり、自治体の広報はなかなか見てい

ないということが、実はここから言えて、工夫し

なければいけないということを以前に申し上げた

のです。 

先ほどのコロナのチラシもそうですし、網走市

が毎月発行している広報そのものも、おそらくこ

ういうことが言えるのだろうな、数字がここと同

じかどうかは別として。そうすると、全面改定を

含めて読みたいなと思うものをつくって配らない

と情報が伝わらない時代になってきたのだなとい

うことだと思うのです。清水町さんだとかのよう

に、広報のコンクールに出して、読みたいもの一

生懸命つくっているところも実際としてあるのは

御承知のとおりだと思うのですけれども、網走市

の広報もそういう形で大きく全面改定する時期だ

と思うのですけれども、どのようにお考えでしょ

うか。 

○北村幸彦企画調整課長 まず、網走で発行しま

す、広報あばしりについてでございますが、毎月

発行しています広報につきましては、年代、性

別、そういった特定の属性を想定しないため、自

分に関係する情報が少ないと思われる方も多いと

思いますが、同時に紙媒体による広報紙は自分に

関係する情報がどこかにある、自分には関係しな

い情報を把握できるという読み手が情報を発見す

る特性を持っており、インターネット環境を持た

ない高齢者等だけではなく、全ての市民に今現在

も有効な媒体の一つと考えております。 

 読まれる広報紙になるよう、時代の変化に合わ

せ、レイアウトや内容の構成、記事の忠実化など

に努めてきておりまして、近年の例といたしまし

ては、文字を大きくしたことやＱＲコードによる

インターネット媒体の誘導など、限られた紙面の

中で市民の皆様に必要な情報をお知らせしており

まして、現在のところ市民のほうから刷新を求め

る要望は受けていない状況でございます。 

 今後につきましても、他自治体の例などを参考

にしながら、よりよい紙面づくりに心がけてまい

りたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 また機会を改めて議論させてい

ただきますが、予算を増額したり、人を増やして

でも私はやるべきものだと思います。それだけ広

報紙というのは、実はすごく大事だと思うので

す。しかも、なかなか行政からの情報が伝わらな

いような時代になってしまったというのは、価値

観の多様化とか、もろもろあるのだと思いますけ

れども、そこを乗り越えるためには、読みたいと

思えるものを配らなければいけなくて、こちらか

ら伝えたいのだというものを配っていては、いつ

までもミスマッチは埋まらないということになる

と思います。そこは考え方、やはり改めるべき点

だと思います。 

 次に、衆議院選挙、予算書31ページ、先程来質

問がありますが、私も１点伺わせていただきま

す。以前も巡回投票所の導入など、遠くて投票に

行けないとか、足が悪いとかという声に応えるた

めの努力がやはり必要だということを申し上げさ

せていただきましたし、国の補助も制度としてあ

るので、ぜひ実現をということを申し上げました

が、先ほど来の答弁だとないのかなと思っていま

すが、どうなのでしょうか。 

○大嶋尚士選管事務局長 巡回投票等を含む移動

支援というふうなことかと思いますけれども、実

際に期日前投票、期間中に限られた日数、時間で

すとか、臨時的に移動式の投票所というのです

か、車であったりというものを設置したりですと

か、複数の場所に投票所を設置したりするなどと

いうことでの、地域ごとの取組が進められている

というのは認識しております。 



 

－ 56 － 

 ただ、次期衆議院議員の総選挙に関して言え

ば、対応は難しいと考えているところでございま

す。 

○平賀貴幸委員 対応は難しい、私不思議なので

すけれども、コロナウイルスの接種は巡回接種す

るのですよね。どうして選挙は巡回できないので

すか。理由がないのです。コロナウイルスも巡回

接種するのなら、投票所だって巡回すべきですよ

ね。そこの意味が全然、市の同じ事業、中の事業

なのに、片や対応がこうで、片や対応はしない

と、ちぐはぐ過ぎるのですけれども、どうしてこ

ういうことが起きるのでしょうか。 

○大嶋尚士選管事務局長 今の御指摘の内容につ

いてですけれども、オンライン化というふうな形

のことが一つ、体制を整えなければいけないとい

うのが考えられます。というのは、そのオンライ

ン化による出先での名簿対象の関係の共有するシ

ステムの構築といいますか、体制を整えなければ

いけないというのが一つ上げられます。それか

ら、移動式というふうなことでの投票所というこ

とになりますので、投票管理者ですとか、あと投

票に係る事務従事者というものを置かなければい

けませんので、そういった確保ということから

も、次期衆議院選挙に関して言えば難しいという

考え方をしているところでございます。 

○平賀貴幸委員 実は先進自治体からはオンライ

ン化というのは間違いですとはっきり言われてい

ます。しなくてはできないことではないのです。

だって、今も投票所はオンライン化されていませ

んよね。今の投票所。だから、それが移動するだ

けですから、おっしゃるとおり選挙管理者だとか

がいれば、別にオンライン化しなくてもできるの

です。それは、やるか、やらないか、自治体が決

めることで、やらないと決めているからできない

だけで、オンライン化ではないということは明確

に説明されています。ですから、それは理由にな

りません。申し訳ないですけれども。まだ時間が

ありますので、ここはぜひ再検討していただきた

いと思いますが、あえてここは答弁求めず、今後

期待しますので。コロナの巡回ができるのですか

ら、やってくださいよ、お願いします。 

 次の質問に移ります。 

 職員の働き方と政策提案の状況について伺いま

す。退職者が今年も、予算資料の４ページを見る

と、人件費の増加理由というふうに言われていま

すけれども、その状況と職員補助の見通し、また

早期退職の状況と近年の変化、合わせて伺いたい

と思います。 

○寺口貴広職員課長 退職者の状況ですが、まず

はじめに定年退職の状況ですけれども、直近３年

間と来年度の見込ですが、平成30年度は９名、令

和元年度７名、令和２年度６名で、来年度、令和

３年度が11名見込まれているということで、今年

度と比べて５名増えていることが退職手当の増加

の要因となっております。 

 この定年退職者に対します補充ですけれども、

採用計画を立てて、毎年採用試験を実施してきて

おりまして、事務職につきましてはおおむね計画

どおりの採用となっておりますが、専門職の確保

については、近年厳しい状況が続いている状況で

ございます。 

 次に、早期退職の状況ですけれども、こちらも

直近３年間の状況ですと、直近３年間と今年度の

見込ですけれども、平成29年度８名、平成30年度

８名、令和元年度５名で、今年度末につきまして

は、現在のところ４名の早期退職が見込まれてお

ります。今年度末早期退職者４名ということで、

過去10年間の中では最も少なく、平成27年、８年

の11名をピークに年々減少傾向にあるところでは

ございますが、なおも複数名の早期退職者が出る

ということについては残念に思う一方でそれぞれ

事情がありまして、考え抜いた上での決断という

ことで、やむを得ないという思いもございます。 

○平賀貴幸委員 減少傾向は理解させていただき

ました。原課の努力と市役所全体の努力は、そこ

は評価させていただきますが、できるだけ少なく

なるように引き続きやっていただきたいと思いま

す。 

 次に、職員の研修の状況、先ほど質疑ありまし

たのでやめさせていただきますが、庁舎内をＩＣ

Ｔ化することによって残業時間は減るのだと私は

思いますし、逆にそれをやらないのだったらＩＣ

Ｔ化って何のためにするのだろうと思うのです。

削減目標を持って取り組むべきだと思いますけれ

ども、状況、考え方を伺います。 

○寺口貴広職員課長 ＩＣＴ化による残業時間の

削減ということでございますが、議員おっしゃら

れたとおりＩＣＴ化が進みますと働き方にも変化

が現れると思いますけれども、現在庁内のＩＣＴ

化の在り方について検討が進められているところ



 

－ 57 － 

でありまして、残業時間の具体的な削減目標は設

定しておりませんが、先進的にＩＣＴ化を進めて

いる自治体の実績などを調査しまして、どの程度

の削減が可能か研究してまいりたいと思います。 

○平賀貴幸委員 ＩＣＴ化を進めている、そのシ

ステムを使っている企業さんが、これをよくわ

かっていますから、自治体を調査するよりも企業

さんと話をしたほうが多分いいと思います。シス

テムを入れる。そこと話したほうが多分正確で

す。それから、民間企業で実際に残業時間削減に

成功しているところもありますから、そういう事

例も当たっていったほうがより効率的だと思いま

すので、自治体だけでなくて、幅広くそこは調査

してください。この辺については理解しました。 

 次に、男女共同参画の関係で、予算書51ページ

伺わせていただきます。現在の計画の進捗状況と

新年度の取組内容について御説明お願いします。 

○北村幸彦企画調整課長 男女共同参画の計画進

捗状況と新年度の取組内容でございますが、現行

の第二次男女共同参画プランは、平成24年度から

令和３年度までの10年間を計画期間としまして、

平成24年３月に策定したものでございます。令和

３年度は令和４年度からの10年間を計画とする第

三次男女共同参画プランの策定に取り組んでまい

ります。 

 現行のプランは男女平等、人権の尊重を基本理

念とし、四つの基本目標を掲げ、男女共同参画社

会の実現に向けた種々の施策に取り組んでいると

ころでございます。 

取組の成果、進捗状況につきましては生活指標

をプランの中で設定しているわけでございます

が、この結果につきましては新年度実施予定のア

ンケートにより判明する形になります。そのアン

ケートの結果によりまして、五つの成果指標の達

成度を把握するなどをして検証してまいりたいと

思っております。 

○平賀貴幸委員 理解させていただきます。 

ところで、先ほどは職員さんの女性の比率があ

りました。常勤と会計年度任用職員であまりにも

いびつなのは男女共同参画的におかしいと思いま

す。それは今の状況、何とか改善してほしいと思

いますけれども。管理職における女性比率の増加

と今後の方針について見解を伺いたいと思いま

す。 

○寺口貴広職員課長 女性管理職につきまして、

令和２年度当初では３名、率にして4.9％と５年

前に比べ、わずかながら増加傾向にあるところで

す。これまで女性管理職が少なかった理由とし

て、管理職に昇格する世代の女性職員が少なかっ

たことが挙げられますが、現在30代で約３割、20

歳代で約４割と女性比率が増えている状況もあり

まして、まずは係長職への登用を図っていくこと

で将来的に管理職の登用へつながるものと考えて

おります。 

 今後も職域の拡大など、計画的な育成登用に努

めてまいりたいと思います。 

○平賀貴幸委員 いい流れですね。ぜひ続けてい

ただきたいと思いますが、もう１点だけ、女性の

研修の機会、例えばいろいろな研修あると皆さん

受けられていますけれども、女性向けの研修を増

やすということも実は管理職の増加になります。

つまり研修機会が増えればスキルアップの機会が

上がるからなのですけれども。その辺で何かお考

えないですか。 

○寺口貴広職員課長 女性向けの研修ということ

で、ここちょっと数年は実施しておりませんが、

かつて女性職員を対象としましたキャリアデザイ

ン研修などを実施した経過もございますので、内

容はまた改めて検討しながら実施について進めて

いきたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 国の官僚と地方の公務員の差は

研修の機会の差だというふうによく言われている

のです。実はそんなに差がないのだけれども、そ

こでと言われていますから、そういったところを

含めて、女性の職員の研修の機会を増やすという

ことも、今の御答弁のとおりですので、ぜひよろ

しくお願いいたします。 

 続いて、育児休業と育児時間、看護休暇など、

こういった各種休暇の活用状況と評価についてど

のようにお考えでしょうか。 

○寺口貴広職員課長 まず、休業制度についてで

すが、育児休業につきましては令和２年度に新た

に取得した者が７名で、この内１名が男性となっ

ております。また、短時間勤務及び部分休業を取

得した者がそれぞれ１名おります。 

 次に、休暇制度ですが、こちらは前年度の実績

となりますが、配偶者出産休暇につきましては、

対象男性職員７名のうち６名が取得しておりま

す。また、この看護休暇につきましても、17名の

取得実績のうち９名が男性職員となっておりま
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す。 

 こうしたことから、徐々にではありますが、男

性職員の育児参加が進んできたと感じているとこ

ろでありまして、今後も育児休業など取得したい

職員が安心して取得できるよう支援してまいりた

いと考えております。 

○平賀貴幸委員 すばらしいというふうに思いま

す。ぜひこの状況を広報あばしりなどでもＰＲし

て、網走市がこう変わりつつあるということを市

民にお伝えいただきたいと思いますがいかがで

しょうか。 

○寺口貴広職員課長 こちらにつきましても企画

調整課でやっています、男女共同参画のページな

ど、そういったところの活用も検討しながら考え

てまいりたいと思います。 

○平賀貴幸委員 網走市の努力が実を結びつつあ

るものはしっかり市民に伝えて、それを施策に、

網走市全体の生かすべきなので、ぜひお願いいた

します。 

 続いて、新庁舎の基本設計について若干伺いま

すけれども、確認です。網走市の庁舎建て替えは

結論ありきで進められたのではなくて、市民の意

見や審議会での検討会議、議論を経た上でそれを

尊重しながら立案されたものだと思っています

が、その認識で間違いないでしょうか。 

○日野智康庁舎整備推進室参事 新庁舎の建設に

つきましてですけれども、まず最初に平成25年の

耐震改修促進法の改正に基づきまして、本庁舎な

ど耐震診断の結果、耐震基準を満たしていないと

いうことが議論の始まりであると認識していま

す。このため、新庁舎、昨年度より新庁舎建設基

本構想策定のために基本構想策定検討委員会を設

置しながら議論を進めてきております。 

 また、市民アンケートや各場面で市民の皆様に

御説明させていただく機会をいただき議論を進め

てまいりましたので、私たちは市民の皆様の御意

見や検討委員会での議論を経た上で、皆様の御議

論を尊重し基本構想を立案したということで認識

しております。 

○平賀貴幸委員 そこでもう１点確認させていた

だきます。網走市職員地域協同指針、これと照ら

し合わせると、どのようなことが言えるのでしょ

う。 

○日野智康庁舎整備推進室参事 網走市職員に対

する協同の指針に照らし合わせるとということで

ございますが、新庁舎建設の議論とこの指針との

整合性というのを考えますと、市民との対話、市

の情報発信に努めるという点で整合性があったと

認識しております。新庁舎の情報や知識を提供す

ることで、市民の皆様のまちづくりへの関心だと

か、市民の皆様との対話を積み重ねることによっ

て、新庁舎建設のお互いの理解が深まったのでは

ないかと、このように感じているところでござい

ます。 

○平賀貴幸委員 そこで伺いますが、今後８月に

基本設計ということで実施設計までいろいろ進ん

でいくのだと思います。議会の説明とか対応もも

ちろんするのだと思いますけれども、それよりも

市民の皆さんとの協働をどう進めるかが私にとっ

てはとても気になるところなのです。パブリック

コメントを取ったり、まちづくり懇談会でという

だけではなかなか集まらない意見が、あるいは特

定の年齢層に偏るという課題があります。そうす

ると、若い世代、青年団体等との意見交換をする

機会、あるいは子育てサークルで母親の皆さんの

声を聞く機会ですとか、それからＮＰＯ法人だと

か、そういう市民団体との話をする機会だとか、

そういった機会を積極的につくっていってこそ協

働というのはできるのではないかなと思うのです

けれども、その辺どうお考えでしょうか。 

○日野智康庁舎整備推進室参事 基本設計案のい

ろいろな場所での、いろいろな各種団体の説明と

いう部分ということでございますけれども、まず

は基本という部分は、まちづくり住民懇談会を軸

に進めていきたいと考えております。最近、郊外

におきましては、若者も多く御参加いただいてい

る会場もあると認識しているところでございま

す。今後のコロナウイルスのですとか、あと説明

会の開催時期のタイミングなどにもよりますけれ

ども、議員から御意見いただきました各種団体等

に説明するような場面をつくっていただくという

ようなことも検討して考えていきたいというふう

に考えております。 

○平賀貴幸委員 ５番目の市政執行方針の柱です

から、ぜひ進めていただきたいと思います。  

 次に、ふるさと納税、予算書33ページについて

伺いますが、自主財源におけるふるさと納税の歳

入に占める割合の変化を教えてください。 

○古田孝仁財政課長 ふるさと納税に伴います寄

附金の歳入に占める割合の変化についてだと思い



 

－ 59 － 

ますが、こちらにつきましては年々増加傾向にあ

りまして、予算額も平成29年度の７億50万円から

新年度は18億円まで大幅に増加してきたところで

ございます。歳入に占める割合につきましては、

平成29年度からそれぞれ2.9％、3.0％、5.6％、

5.6％、新年度は7.4％と見込んでいるところでご

ざいます。 

 また自主財源の中での割合につきましては、29

年度は7.9％、以降7.8％、13.5％、13.9％、新年

度は19.1％と上昇していく見込みでございまし

て、貴重な自主財源となっているところでござい

ます。 

○平賀貴幸委員 比率で明らかにすると、やはり

改めて驚きますね。このくらい高いのですね。や

はり、ここを最大限に、松浦議員の先ほどの質問

と質が違いますけれども、伸ばしていくというの

が必要で、私は五つ効果あると思っていまして、

一つは寄附による歳入の増加というのは今の答弁

のとおりなのですけれども。それから返礼品が寄

附者にはいきますから、そこで網走市の印象がよ

くなっている、コミュニケーションが発生したり

するのが二つ目です。もう１個は返礼品が出てい

きますから経済が活性化するというのが三つで

す。さらにガバメントクラウドファンディングを

行うと事業そのもののＰＲ効果が高まっていくこ

とと政策実現ができるということによって、さら

なる寄附が増加するということで、実は五つ効果

が見込めると思っているのです。しかし網走は今

のところまだその三つ、四つ目と五つ目はなかな

かうまく使えていない自治体だと思っておりま

す。その辺を考えると、事業そのものをふるさと

納税を活用してガバメントクラウドファンディン

グに載せるとか、答弁があってまだ検討中と聞い

ておりましたけれども、企業版ふるさと納税の取

組もここに載せてやっていくというのは重要だと

思うのですけれども、現在どのように検討されて

いるのか伺いたいと思います。 

○北村幸彦企画調整課課長 企業版ふるさと納税

の取組でございますが、現在、昨年10月に東京農

業大学のオホーツクキャンパス内に開設されまし

たイノベーションベースに東京農業大学の農大生

の定着に向けた機能などを含めた整備に企業版ふ

るさと納税の活用について検討を進めているとこ

ろでございます。 

○平賀貴幸委員 検討の内容で今話せるものはな

いのですか、それ以上。 

○北村幸彦企画調整課課長 整備の内容につきま

しては、東京農業大学とも協議しながら進めてい

かなくてはならないこともありますし、内容を今

後固まった時点で内閣府のほうに地域再生計画を

上げなければいけない状況でございます。まだ農

大との協議のほうもかちっとしていない状況でご

ざいますので、今の段階で話せる内容というのは

ない状況でございます。 

○平賀貴幸委員 大いに期待しております。 

 ところでふるさと納税の活用について見ていく

と、市民活動に対するもの、地域協働に対するも

のはほぼないのです。第５部の柱にともに歩み、

ともに築く協働のまちと書いてあるのに、ふるさ

と納税でそれを支援するということをやっていな

いのですけれども、これはどうしてなのでしょう

か。 

○古田孝仁財政課長 市民活動であったり協働の

まちづくりに対するふるさと寄附金の活用がない

ということでございますが、寄附金の目的といた

しまして、そのようなものを設定していないとい

うところが大きな理由でございます。市民活動に

対するふるさと寄附の活用についてでございます

けれども、先ほども申しましたとおり、ふるさと

寄附金は寄附者の意向に沿った形での活用を図っ

ておりますので、新年度につきましては、その他

を含めた八つの目的で70事業に活用させていただ

いておりますが、市民活動に対する活用といたし

ましては、新年度におきましては、目的がちょっ

と違うのですけれども、６次産業化農商工連携の

推進という項目で市民活動の場の一端を担ってお

ります食品加工体験センターの備品整備という部

分で活用を図ったところでありまして、直接的な

市民活動もしくは協働というところの捉え方では

活用しておりませんが、その側面も持った施設の

整備について使っているところでございます。 

○平賀貴幸委員 設定されていないからないのだ

ということでありましたので、ぜひ設定していた

だきたいのですけれどもいかがですか。 

○古田孝仁財政課長 寄附項目につきましては、

段階的に増やしてきておりますけれども、今現在

８個ということになっておりますが、現時点で協

働の取組については想定していないところでござ

います。 

○平賀貴幸委員 これがない自治体のほうが、む
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しろ珍しいです。ぜひ調べてください。ぜひ追加

してください。 

 続いてまいりますが、市民活動、網走市におい

て伸長しているのかどうか。停滞しているのか。

どうやって客観的に分析しているのか。予算書51

ページには市民活動推進事業として計上されてい

ますけれども、どんな現状でしょうか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 市民活動の現状認識

でございますが、市では平成29年と令和２年度に

市民活動団体のアンケート調査を実施しておりま

す。２回のアンケート結果を分析しますと、市民

活動団体は85団体から105団体に増加しておりま

す。活動状況につきましては、活発に活動してい

ると回答する団体が前回は９割ありましたが、今

回の調査では新型コロナウイルスの影響もあり、

約７割程度にとどまっている状況にあります。 

 また活動の課題としては、会員の高齢化による

活動の停滞や代表者や事務局のなり手がいないこ

とが挙げられております。 

以上のことから、当市においては、現在市民活

動は一定程度伸長しているものの、市民活動の担

い手の育成などが課題となっていると客観的に分

析しております。 

○平賀貴幸委員 そういうことにふるさと納税使

えればいいということですね。 

市民団体が自主的、自発的に課題の解決を目指

して取り組もうと動きだし、網走市に対して求め

ていくのが協働の真の姿で、網走市から求めてい

くのは間違いではないのだけれども、本来のもの

ではないのだと思っております。協働の本来の在

り方について共有したいのですけれども、見解を

伺いたいと思います。 

○湯浅崇市民活動推進課長 市が考える協働につ

いての考えでございますが、協働とは市民と行政

とが課題を共に考え、解決に向けて行動すること

で、多様化する地域課題や行政のみでは解決でき

ない課題の解決を図ることと認識しております。 

協働の在り方については、委員御指摘のとお

り、市民団体が自主的、自発的に課題の解決を目

指して取り組むということが望ましい姿であり、

また市民団体と行政とが対等の立場で協働を進め

ていくことが大切であると認識しております。 

○平賀貴幸委員 そのとおりでありまして、この

場合、何かあれば市民活動推進課に相談を求めて

くるのだと考えるのですけれども、現在そのよう

な広報はほぼ見かけることが一般市民向けにはあ

りません。また、網走市の予算を見ても、システ

ムとしてこうした仕組みを実現する枠組みとか事

業とか予算はないのです。対応が必要だと思いま

すけれども、どうでしょうか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 予算上、協働の市民

活動の取組が見られない、また、市民活動の窓口

がわかりづらいといった御指摘でございますが、

市民活動につきましては、網走市においては、協

働のまちづくりを政策の基本に据えていることか

ら、全ての部署におきまして、協働ベースに予算

編成がなされているものと認識しております。協

働に関わる直接的な事業費につきましては、市民

活動推進課が所管します、協働の推進を図るため

に実施している市民活動推進事業や花いっぱいの

まちづくりなどを中心とした協働のまちづくり推

進事業が対応している事業となっております。 

 また、市民相談につきましては、市民活動や地

域コミュニティの活動などについて、業務の中で

日々相談を受け、対応している状況にあります。 

市民活動に対する相談窓口がわかりづらいとい

う委員の御指摘につきましては、今後市民活動推

進課が市民活動の相談窓口であることをわかりや

すく周知するため、どのようなＰＲ方法がよいか

研究し、市民活動懇話会などでも御意見をいただ

いた上で対応、検討してまいりたいと考えており

ます。 

○平賀貴幸委員 それでは最後の質問をさせてい

ただきます。 

 今の答弁からも明らかですが、やはり協働の手

引きがあって、どこに行ってどういう形で相談す

れば自分たちのやりたいことができるかという目

安が必要です。協働の指針の逆ですね。市民側の

手引き。やはりそれはつくらなければいけないな

というふうに、やはり思いますし、また市民活動

センターはなくなってしまいましたけれども、新

庁舎にはやはりこうした協働に関する専門部署が

あって、そこに相談できるような場所がないと、

やはりいけないのだなと、今やり取りしていて思

いました。 

 また、市長の公約ですとか、まちづくりのこの

ものを見ると、それを達成するためには、やはり

そこに対する支援の仕組みというのは必要だなと

思いましたので、先ほどのふるさと納税も含め

て、やはり必要だと私は思います。そういった取
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組を重ねていくことで、より協働のまちをつくっ

ていかないというふうにならないと思いますけれ

ども、見解を伺います。 

○湯浅崇市民活動推進課長 新庁舎における市民

活動の窓口につきましては、市民活動推進課が

担っていきたいと思っております。また、協働の

スペースにつきましては、庁舎整備室のほうで見

解をお伝えいたします。 

○日野智康庁舎整備推進室参事 新庁舎での市民

活動スペースとの関係という部分でございますけ

れども、今基本設計案に取組を進める中で、コン

セプトの一つとして庁舎の中で人と人がつなが

る、人とまちがつながるというような考え方も考

慮しながら取り組んでいるところでございます。 

 これは市民の皆様はもとより、仕事ですとか旅

行での来訪者も含めて、新庁舎に誰もが集いやす

い空間をつくるということだとか、出会いやきっ

かけを生み出せるような交流できる空間を設ける

ということで、人と人がつながるということを実

現させていければということで考えているところ

です。市民協働に関する専用のスペースはござい

ませんけれども、現段階ではこのような空間を新

庁舎でつくっていきたいということで考えていま

す。 

○山田庫司郎委員長 平賀委員、まとめてくださ

い。 

○平賀貴幸委員 行間を読むということをさせて

いただきたいというふうに、そこは思いますの

で、期待をさせていただきますが、本当に協働に

ついては大事なもので、市長もここに取り上げら

れているとおりだと思っております。ところが高

齢化だとか価値観の多様化だとかで協働の相手と

して市が想定している最大の相手が多分町内会だ

と思うのですけれども、そこがすごく難しくなっ

ているのです。ですから、協働の在り方そのもの

もいろいろな形で問い直されている状況にあると

いうことを、改めて機会を見て議論しながら、よ

りよい協働のまちづくりを進めていきたいと思い

ます。 

 終わります。 

○山田庫司郎委員長 次。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは以上で、本日の日程であります一般会

計の歳入のうち一般財源となる歳入と、一般会計

の歳出のうち議会費、総務費、消防費、公債費、

諸支出金、予備費及びその特定財源に関する歳入

並びに関連議案１件の細部審査を終了いたします。 

 本日はこれで散会とします。 

再開は、明日午前10時としますから、御参集願

います。 

 大変御苦労さまでした。 

 

午後５時33分 散会 

───────────────────────── 

 

 

 

 

 


